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ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
法
人
税
の
発
達

1

1
八
法
人

l
株
主
〉
課
税
を
中
心
に

次
対
象
と
す
る
問
題
の
提
示

初
期
及
び
二

0
年
代
の
税
制

〈
以
上
、
二
四
巻
二
号
〉

第
二
章
一
一
ュ

l
デ
ィ

l
ル
期
の
税
制

第

一

節

ニ

ュ

l
デ
ィ
l
ル
税
制
の
成
立
過
程

第
一
款
法
人
及
び
個
人
に
対
す
る
課
税

第
二
款
受
取
配
当
に
対
す
る
課
税
の
強
化

第序

章論目

第
三
章 (二)白

日ヨ

武

道

山

第
三
款

第
四
款

留
保
利
潤
に
対
す
る
課
税

持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
(
以
上
、
本
号
〉

未
分
配
利
潤
税
の
成
立
と
崩
壊

ニュ

l
デ
ィ

i
ル
税
制
の
消
長

ニュ

l
デ
ィ
l
ル
税
制
の
「
客
観
的
」
-
評
価

の
試
み

戦
後
の
税
制

第
二
節

第
三
節

第
四
節
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説

第
二
章

一
ュ
l
デ
ィ

l
ル
期
の
税
制
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m 

E岡

序

説

一
「
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
間
も
な
く
、
わ
が
国
か
ら
貧
困
の
消
滅
す
る
時
の
目
撃
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
広
言
し
た
フ
!
パ
l
が
、
大
統

領
に
就
任
し
た
の
は
一
九
二
八
年
一
一
月
六
日
で
あ
っ
た
が
、
翌
一
九
二
九
年
一

O
月
一
一
一
一
一
日
、
ウ
オ

l
ル
街
に
発
生
し
た
大
恐
慌
は
、
そ
れ
が
全
く
の
白
昼

夢
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
全
ア
メ
リ
カ
国
民
に
知
ら
し
め
た
。
そ
れ
で
も
フ

l
パ
!
は
、
従
前
に
比
す
れ
ば
画
期
的
と
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
不
況
克
服

〔

2
ザ

策
を
試
み
た
が
、
他
方
で
個
人
の
努
力
や
責
任
感
、
機
会
均
等
な
ど
の
「
ア
メ
リ
カ
的
個
人
主
義
」
に
執
着
す
る
彼
の
と
り
う
る
施
策
に
限
界
が
あ
る
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
国
民
は
、
全
く
新
し
い
型
の
、
強
力
な
指
導
者
の
出
現
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二

0
年
代
に
無
計
画
で
放
慢
な
拡
張
政
策
を
と
り
続
け
て
き
た
経
常
者
や
実
業
家
へ
の
人
々
の
信
頼
も
く
ず
れ
、
む
し
ろ
、
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ

る
富
裕
者
の
不
正
に
対
す
る
敵
保
心
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
訂
w

こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
二

0
年
代
に
は
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
進
歩
派
や
改
革
派

士川
υ
》

は
、
再
び
発
言
の
機
会
を
如
何
た
。
か
く
し
て
ニ

0
年
代
に
財
政
政
策
の
根
本
原
別
で
あ
っ
た
均
衡
予
算
、
支
出
削
減
、
連
邦
公
債
の
減
少
の
諸
原
則
ぼ
大
阪
に

修
正
さ
れ
、
組
税
政
策
に
も
根
本
的
に
異
な
っ
た
意
義
付
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
議
会
に
お
け
る
反
乱
派
の
動
き
は
、
早
く
も
一
一
一
一
一
年
訟
の
審
議
過
程
よ
り
活
発
化
し
は
じ
め
た
。
即
ち
、
一
九
コ
二
年
一
二
月
、
財
務
長
官

メ
ロ
ン
は
、
復
興
支
出
の
増
大
と
不
況
に
よ
る
歳
入
大
幅
減
少
に
よ
り
生
じ
た
赤
字
を
補
填
す
る
た
め
に
、
個
人
所
得
税
率
引
き
上
げ
、
免
税
点
切
り
下
げ
、

遺
産
税
増
税
、
各
種
の
売
上
税
の
新
設
、
郵
便
料
金
の
引
き
上
げ
な
ど
よ
り
な
る
増
税
案
を
議
会
に
提
案
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
売
上
税
の
増
設
に
対
し

て
、
ラ
・
カ
l
デ
ィ
ア
に
率
い
ら
れ
る
共
和
党
急
進
派
、
民
主
党
一
法
少
派
の
下
院
議
員
一
は
、
猛
反
対
運
動
を
開
始
し
、
逆
に
、
高
額
所
得
に
対
す
る
所
得
税
率

の
引
き
上
げ
、
相
続
税
率
引
き
上
げ
、
贈
与
税
復
活
等
を
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
、
下
院
本
会
議
の
審
議
は
甚
だ
紛
糾
し
た
が
、
結
局
、
売
上
税
は
否
決
さ

(
8
v
 

れ
、
急
進
派
の
主
張
を
大
部
分
い
れ
た
法
案
が
可
決
さ
れ
た
。
メ
ロ
ン
の
後
を
受
け
継
い
だ
財
務
長
官
ミ
ル
ズ
は
、
こ
の
下
院
法
案
に
お
お
い
に
不
満
で
、
保

守
的
な
上
院
財
政
委
員
会
を
促
し
、
石
油
、
石
炭
、
木
材
、
銅
、
ゴ
ム
に
対
す
る
関
税
賦
謀
、
各
種
の
物
品
税
新
設
、
郵
便
料
金
引
き
上
げ
な
ど
を
財
政
委
員

会
案
に
も
り
こ
ま
せ
た
。
こ
の
財
政
委
員
会
案
は
、
大
部
分
が
上
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
た
が
、
ヒ
ュ
イ
・
ロ
ン
グ
、
カ
ズ
ン
ズ
、
コ
ナ
リ
l
等
が
高
額
所
得

者
に
対
す
る
戦
時
高
率
税
の
復
活
を
、
ウ
オ
ル
シ
ュ
議
員
が
売
上
税
の
導
入
を
主
張
し
た
た
め
に
、
ま
た
し
て
も
論
争
が
激
化
し
た
。
し
か
し
、
フ
i
パ

l
大

統
領
が
、
緊
急
の
支
出
に
備
え
る
べ
く
法
案
の
早
期
可
決
を
要
請
し
た
た
め
、
上
院
は
論
議
を
打
ち
切
り
、
結
局
、
同
続
協
議
会
に
お
い
て
下
院
案
と
上
院
案

の
妥
協
が
図
ら
れ
て
、
一
二
二
年
歳
入
法
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。



こ
の
三
二
年
法
は
、
均
衡
予
算
を
維
持
す
る
た
め
の
緊
急
増
税
法
で
あ
っ
た
た
め
、
戦
時
に
み
ら
れ
た
多
く
の
物
品
税
が
復
活
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
、

個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
は
六
一
二
%
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
遺
庭
税
の
強
化
、
贈
与
税
の
再
導
入
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
富
裕
者
に
対
す
る
課
税
も
強
化
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
議
会
を
ふ
き
ま
く
っ
た
急
進
派
の
「
富
者
を
侵
せ
」
公

grl子。
l江
口
と
の
風
潮
は
強
力
な
も
の
で
あ
り
、
早
く
も
こ
こ
に
、
三

0
年
代
を
通
し
て
続
け
ら
れ
る
保
守
派
と
進
歩
派
の
抗
争
の
縮
図
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

。
(
1
)
Fロ
ケ
吋
お
H
Q
H
E認

E
H宮
内
〉
之
内
偽
札

E
Q
R
T
H》
・
玄
ω
山ア
l
サ

I
・
M
-
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

『
ロ
!
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
時
代
』
(
「

ω旧
体
制
の
危

機
」
六
九
!
七

O
頁
、
一
九
六
二
年
、
論
争
社
)
、
神
野
理
一
郎
・
守
治
田
富
造
『
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
生
成
と
発
展
』
(
二
二
八
頁
、
一
九
四
九
年

青
木
書
庖
)
、
等
を
参
照
。

(
2
)

シ
ュ
レ
ジ
ン
カ
l

・
前
掲
書
、
第
一
巻
、
一
七
九
!
一
八
二
、
一
八
七

l
一
九
三
頁
、
新
川
健
三
郎
『
大
恐
慌
と
ニ
ュ
!
デ
ィ
l
ル
』
(
二
九

l
三
四
、

五
五

l
六
O
頁
、
一
九
七
三
年
、
平
凡
社
)
、
ホ
フ
ス
タ
ツ
タ
l

・
田
口
他
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
伝
統
』
一
六
一
!
二

O
三
頁
、
等
を
参
照
。

(
3
〉

フ
l
バ
l
の
不
況
克
服
策
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
存
在
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
向
山
厳
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
構
造
』
会
一
七
l
五
一
一
一
頁
、
一

九
六
六
年
、
未
来
社
)
、

F
言。
F
叫

4
2
5
3
5人
b
s
s
q
sミ
s
h話
可

E
P
3・
玄

ω
l主印
U

シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
1

・
前
掲
安
一
回
、
第
一
巻
、
一

二
四
l
一
三
六
頁
、
都
留
重
人
『
米
国
の
政
治
と
経
済
政
策
』
〔
ム
ハ
プ
l
六
七
頁
、
-
九
四
四
年
、
有
斐
閣
〉
、
神
野
・
字
治
田
・
前
掲
書
、
二
二
八
!

二
三
二
具
、
等
を
参
照
。

(
4
)

の
三

}
5
2ロ
logmωZ-n号
、
。
ミ
定
、

s
g円
ミ
町
、
。
同
庁
予

ω丘
E
J
唱・印

ωm-
特
に
、
ベ
コ
ラ
を
中
心
と
す
る
上
院
委
員
会
の
活
動
は
人
々

の
富
裕
者
に
対
す
る
不
信
を
増
幅
さ
せ
た
(
シ
ュ
レ
、
シ
ン
ガ
ー
・
前
掲
書
、
第
一
巻
、
三
六
二
、
三
八

O
頁
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
陸
井
三
郎
訳
『
ロ

ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
』
〔
一
六
l
一
八
頁
、
一
九
六
八
年
、
紀
伊
国
屋
書
庖
〕
〉
。

(
5
)
州
内
田

55mwア
句
史
民

2
6
N
凶
主
同
h
ミ
ぬ
道
弘
、
ご
町
駅
制
町
、
。
N
R
ν
J
℃・

8
・

(
6
)

野
津
高
次
郎
『
米
国
税
制
発
達
史
』
一
九
七
、
二
二
五
頁
、

E
Cァ
。
、
町
長

J
B
-
一色

i
一包

u
F
E
F
毛
円
む
よ
宅
・
念
日
1
1支出・

〈

7
)

野
津
・
前
掲
者
、
二

O
四
、
二
二
二

l
四
頁
、
目
ロ
グ
名
目
2
H
J

石・

5
N
i一印由一

F
Z
F
ζ
・

5
・・

3'
品
会
|
玄
白
・
特
に
、
急
進
派
の
リ
l

ダ
ー
で
あ
っ
た
ラ
・
ヵ
l
デ
ィ
ア
は
、
租
税
を
単
な
る
歳
入
調
達
手
段
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
政
策
と
震
の
集
積
排
除
の
社
会
的
手
段
と
し
て

と
ら
え
て
い
た
(
野
洋
・
前
掲
書
、
二

O
七
頁
、

F
乙
唱
。
、
号
-
w

官・

5
M
・〉。

(
8
)

共
和
党
の
伝
統
的
租
税
観
を
典
型
的
に
示
し
て
、
ミ
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
即
ち
、
富
裕
者
や
企
業
に
対
す
る
厳
し
い
課
税
は
「
実
業
家
が
透

巡
し
、
工
業
が
沈
滞
し
て
い
る
今
日
、
商
工
業
に
通
常
の
資
本
が
還
流
す
る
こ
と
を
阻
止
」
し
、
「
も
し
我
々
が
、
信
用
収
縮
、
工
業
停
滞
、
価
格
下
落
、

北法26(2・47)141

アメリカに於げる法人税の発達



説

更
に
購
買
力
の
爽
失
の
悪
循
環
を
断
ち
切
り
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
景
気
の
回
復
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
。
人
々
に
仕
事
を
与
え
る
た
め

に
、
資
本
は
作
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
」
。
ま
た
、
「
所
得
税
あ
る
い
は
遺
産
税
機
構
を
通
し
て
、
課
税
権
限
を
富
を
再
分
配
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ

と
の
賢
明
さ
は
、
疑
問
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
は
「
資
本
価
値
の
破
壊
、
個
人
企
業
の
破
壊
を
誘
導
し
、
更
に
、
建
設
的
事
業
を
し
て
資
本
を
企
業
に
投

資
す
る
こ
と
を
控
え
さ
せ
、
直
に
現
金
に
替
え
う
る
形
に
て
保
持
せ
し
む
る
結
果
を
も
た
ら
す
」
か
ら
で
あ
る
(
野
津
・
前
掲
書
、
二
三
五
、
二
四
一

頁、

F
己
・
毛

5
w
宅・

5
吋

Ill-S
〉
。

(
9
)

参
照
、
野
津
・
前
褐
書
、
一
九
五

l
二
七
五
頁
、

Ec--

。、-EN--3・
5
∞
l
g
y
p
z
F
ζ
・
2
H
J

ヲ

念

プ

北法26(2・48)142

論

二
一
九
三
三
年
三
月
、
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
一
二
年
ぶ
り
の
民
主
党
大
統
領
に
就
任
し
、
ニ
ュ

i
デ
ィ

l
ル
は
開
始
さ
れ
た
戸
彼
は
直
ち
に
特
別
議
会
を

招
集
し
、
選
挙
戦
以
来
彼
の
身
辺
に
参
謀
と
し
て
活
動
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
守
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
の
立
案
す
る
諸
政
策
を
急
速
に
立
法
化
し
て
い
っ
た
。
「
ニ

ュ
l
デ
ィ

l
ル
の
百
日
間
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
大
統
領
に
就
任
し
た
ロ

i
ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
ま
ず
最
初
に
と
っ
た
財
政
上
の
措
置
は
、
「
節
約
法
」
に
よ
っ
て
放
慢

(
2
)
 

な
政
府
の
支
出
を
削
減
し
、
均
衡
予
算
の
回
復
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
量
の
失
業
者
は
火
急
の
救
済
を
必
要
と
し
て
お
り
、
彼
は
、
や
む
を
え

ず
、
大
規
模
な
失
業
救
済
策
及
び
操
業
政
策
に
乗
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
規
模
支
出
を
賄
な
う
た
め
に
は
、
当
然
に
多
く
の
歳
入
源
を
必
要
と
し

た
。
予
算
局
長
で
も
あ
り
、
も
と
も
と
大
規
模
技
官
反
対
で
あ
っ
た
ル
イ
ス
・
ダ
グ
ラ
ス
は
、
公
共
事
業
財
源
と
し
て
一
般
売
上
税
導
入
、
所
議
及
び
法

人
配
当
に
対
す
る
課
税
強
化
な
ど
を
主
張
し
た
が
、
お
り
か
ら
、
モ
ル
ガ
ン
が
三
二
年
度
中
に
全
く
所
得
税
を
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
ー
人
々
の

憤
り
が
高
ま
っ
て
い
た
た
め
に
、
売
上
税
錠
案
は
連
邦
議
会
で
無
視
さ
れ
、
全
国
産
業
復
興
法
二
一
四
l
八
条
中
に
、
法
人
配
当
税
、
法
人
資
本
税
、
ガ
ソ
リ

(
5
)
 

γ
税
率
の
引
き
上
げ
、
純
損
失
の
繰
越
し
控
除
規
定
の
廃
止
等
が
、
個
別
に
盛
り
こ
ま
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
農
業
調
整
法
九
条
C
項
は
、
現
行
の
平
均

農
産
物
倒
格
と
農
務
長
官
が
決
定
す
る
そ
の
商
品
の
公
正
交
換
価
額
と
の
差
額
を
加
工
税
と
し
て
徴
収
す
る
権
限
を
農
務
長
官
に
与
え
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、

(
6
)
 

そ
の
内
容
に
お
い
て
、
生
産
統
制
適
用
商
品
の
第
一
次
加
工
に
課
せ
ら
れ
る
一
種
の
売
上
税
で
あ
っ
た
。
更
に
同
年
の
一
二
月
に
連
邦
憲
法
修
正
二
一
条
が
発

効
し
た
た
め
、
三
四
年
一
月
に
ア
ル
コ
ー
ル
税
法
が
制
定
せ
ら
れ
、
財
源
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
一
二
三
年
中
に
は
、
大
規
模
な
税
制
改
革
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
酒
税
も
含
め
、
各
種
の
日
用
品
、
農
作
物
へ
の
課
税
は
、
特
に
都
市
の
消

A
8
)
 

費
者
に
、
重
い
負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
税
制
全
体
の
累
進
構
造
を
歪
め
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
大
規
模
な
救
済
策
実
施
の
結
果
、
歳
出
は
著
し
く
増
大
し
、
連
邦
財
政
の
赤
字
も
長
鋲
に
達
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
保
守
的
な
議
員
、
学

(
9〉

者
は
も
と
よ
り
、
健
全
財
政
を
信
奉
す
る
進
歩
派
議
員
及
び
広
く
人
々
に
危
倶
を
い
だ
か
す
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

?
lズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
三
四
年
の
年

頭
教
書
で
、
大
規
模
支
出
を
弁
護
す
る
一
方
、
赤
字
財
政
解
消
の
重
要
性
を
強
調
し
て
み
せ
い
叩
他
方
、
同
じ
頃
、
モ
ル
ガ
ン
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
等
の
大
富
豪
の



口

莫
大
な
所
得
税
通
脱
が
暴
露
さ
れ
、
人
々
の
憤
激
を
か
っ
て
い
た
の
で
、
財
務
省
と
下
院
歳
入
小
委
員
会
は
三
三
年
六
月
に
「
脱
税
の
防
止
、
税
制
の
簡
易
化

及
び
新
財
源
の
発
見
」
の
研
究
に
着
手
し
、
「
増
収
を
主
と
し
て
現
行
所
得
税
法
の
実
施
上
、
発
見
し
た
重
大
な
『
抜
け
穴
』
を
封
じ
こ
め
る
こ
日
〕
に
よ
っ
て

実
現
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
が
、
同
年
の
一
二
月
四
日
、
四
二
頁
よ
り
な
る
報
告
書
を
歳
入
委
員
会
に
提
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
個
人
付
加
所
得
税
率
の
引

き
上
げ
と
免
税
点
の
引
き
下
げ
、
減
価
償
却
控
除
の
制
限
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
認
容
の
厳
格
化
、
人
的
持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

財
産
交
換
、
組
織
変
更
に
係
わ
る
損
失
控
除
の
制
限
、
外
国
税
額
控
除
の
廃
止
な
ど
で
あ
る
。

下
院
歳
入
委
員
会
は
、
小
委
員
会
案
に
対
す
る
財
務
省
の
種
々
の
反
対
を
考
慮
し
て
、
両
者
の
意
見
を
折
表
し
た
法
案
を
作
成
し
、
下
院
本
会
議
に
提
出
し

た
が
、
下
院
本
会
議
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
可
決
し
、
上
院
に
送
付
し
た
。
上
院
財
政
委
員
会
も
多
く
の
点
に
修
正
を
加
え
た
が
下
院
案
の
大
綱
を
維
持
し

た
法
案
を
作
成
し
た
。
し
か
し
、
上
院
本
会
議
に
至
る
や
、
ラ
フ
オ
レ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
急
進
派
が
、
付
加
所
得
税
率
及
び
遺
産
税
率
の
大
幅
引
き
上
げ
、

連
結
申
告
の
廃
止
、
所
得
税
申
告
公
開
等
、
富
裕
者
重
課
を
主
張
し
て
活
発
な
活
動
を
開
始
し
た
た
め
論
議
は
白
熱
化
し
、
修
正
案
の
提
出
が
続
出
し
た
。
そ

の
結
果
、
遺
産
税
率
は
上
院
財
政
委
員
会
案
よ
り
更
に
引
上
げ
ら
れ
、
所
得
税
申
告
公
開
規
淀
一
連
結
申
告
の
廃
止
等
が
法
案
に
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
上
院

可
決
案
は
両
院
協
議
会
に
廻
さ
れ
、
下
院
案
と
の
妥
協
が
図
ら
れ
て
、
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
。

こ
の
三
四
年
法
は
、
遺
産
贈
与
税
率
の
引
き
上
げ
を
は
じ
め
と
し
て
、
持
株
会
社
課
税
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
強
化
、
連
結
申
告
の
廃
止
等
、
従

来
多
く
は
富
山
術
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
き
た
遁
脱
手
段
詑
封
じ
こ
め
て
富
裕
者
課
税
を
実
現
し
た
点
で
、
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
の
諸
原
則
を
、
税
制
に
も
り
こ

も
う
と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
フ
オ
レ
ッ
ト
、
ノ
リ
ス
や
ヒ
ュ
イ
・
ロ
ン
グ
の
大
幅
な
所
得
税
率
の
引
上

げ
の
主
張
は
、
過
激
す
ぎ
る
と
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
自
身
に
反
対
さ
れ
、
結
局
、
税
率
構
造
の
調
整
に
止
め
ら
れ
る
な
ど
の
不
徹
底
が
み
ら
れ

v
?
lズ

ヴ
ェ
ル
ト
は
、
富
の
規
制
手
段
と
し
て
租
税
を
大
胆
に
活
用
す
る
こ
と
に
、
未
だ
十
分
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

結
局
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
第
一
期
と
い
わ
れ
る
一
九
三
一
一
丁
三
四
年
末
ま
で
の
租
税
・
財
政
級
官
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
〈
町
一
規
模
な
赤
字
支
出
が
、
失

業
・
農
業
対
策
の
た
め
に
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
計
画
的
、
包
括
的
な
「
補
正
的
財
政
理
論
」
は
も
と
よ
り
「
誘
い
水
理
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
に
さ
え

基
づ
い
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
早
期
に
均
衡
財
政
に
復
帰
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
、
緊
急
の
や
む
を
え
ざ
る
支
出
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ

mv
従
っ
て
、
租
税
政
策
も
、
均
衡
財
政
回
復
の
た
め
の
歳
入
調
達
の
側
面
が
専
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
以
前
の
租
税
政
策
と
の
急

激
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
戸
し
か
し
な
が
ら
、
二

0
年
代
を
通
じ
て
日
の
目
を
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
富
裕
者
課
税
を
主
張
す
る
進
歩
派
・
急
進

派
の
動
き
は
、
こ
の
時
期
を
通
し
て
ま
す
ま
す
強
く
な
り
、
特
に
一
二
四
年
の
「
抜
け
穴
」
封
じ
こ
め
を
中
心
と
し
た
富
裕
者
増
税
法
に
、
そ
の
成
果
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
は
企
業
及
び
富
裕
者
減
税
に
よ
る
産
業
優
遇
を
中
心
と
し
た
二

0
年
代
和
税
政
策
と
は
著
し
く
そ
の
内
容
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説

を
異
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
広
く
社
会
改
革
を
め
ざ
す
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
政
策
の
目
的
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
こ

れ
ら
の
動
き
は
、
む
し
ろ
議
会
の
進
歩
派
議
員
に
よ
っ
て
推
進
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
自
身
が
積
極
的
に
意
欲
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
働
か
せ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
自
身
は
.
租
税
政
策
の
十
分
な
活
用
に
未
だ
踏
み
出
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

論

(

1

)

ニュ

l
デ
ィ
l
ル
及
び
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
関
し
て
は
、
内
外
を
通
じ
て
お
び
た
だ
し
い
数
の
文
献
が
箸
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
既
出
の

も
の
の
ほ
か
に
、
以
下
の
も
の
を
参
照
す
る
に
と
ど
め
た
。
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
『
ニ
ュ
1
デ
ィ
i
ル
の
経
済
政
策
』
〈
一
九
六
五
年
、
慶
応
通

信
〉
、
百
・
4

正
雄
『
ル

l
ズ
ヴ
エ
ル
卜
政
権
十
年
史
』
(
一
九
四
二
年
、
毎
日
新
聞
社
〉
、
ホ
プ
ス
タ
ツ
タ
l

・
清
水
他
訳
『
ア
メ
リ
カ
現
代
史
』
ハ
一
九

六
七
年
、
み
す
ず
書
一
房
一
)
、

A
・
H
-
ハ
ン
セ
ン
『
財
政
政
策
と
景
気
循
環
』
(
一
九
五
O
年
、
日
本
-
評
論
社
〉
、
中
屋
健
一
『
ル
l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
』
〈
一

九
六
O
年
、
誠
文
堂
新
光
社
〉
、
小
原
敬
土
『
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
の
社
会
経
済
史
』
(
一
九
六
九
年
、
清
明
会
〉
、

D
・パ

l
キ
ン
ス
・
新
川
健
三
郎
訳

『
ニ
ナ
|
デ
ィ
l
ル
』
〈
一
九
六
三
年
、
時
事
通
信
社
〉
、
斎
藤
真
・
新
川
健
三
郎
「
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
政
策
の
展
開
」
(
『
一
岩
波
講
座
世
界
歴
史
二
七
、

世
界
恐
慌
期
』
、
一
九
七
一
年
、
岩
波
書
庖
)
、
新
川
健
三
郎
「
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
』
(
一
九
七
一
年
、
清
水
害
院
〉
、
同
『
-
二

l
デ
ィ
l
ル
』
(
一
九
七

三
年
、
近
藤
出
版
社
)
、
都
関
重
人
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
』
(
一
九
五
一
年
、
動
草
書
一
房
)
等
。
そ
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
平
田
喜
彦
『
繁
栄

大
恐
慌
、
ニ
『

7
tデ
ィ
l
ル
』
(
一
九
七
二
年
、
雄
松
堂
)
、
新
川
『
大
恐
慌
と
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
』
一
二
三
八
|
三
五
七
頁
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
ク
『
ロ
ー

ズ
ヴ
エ
ル
ト
』
二
八
四
l
三
O
O
頁
、
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)

「
節
約
法
」
の
内
容
は
野
津
・
前
掲
書
、
二
九
六
|
一
二
O
二
貝
に
詳
し
い
が
、
そ
の
他
に
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
唯
一
回
、
三
五
l
三
六
頁
、
小
原

-
前
掲
書
、
八
五
|
八
六
頁
、
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
二
巻
九
|
一
一
一
頁
、
H
M

・
ω宮内
F
E
E
B
L
E
-
開
・
宍
S
E
m
-
町

J
E
R
E
N
同
言
。
ミ

ミ

H
F
ぬ
匂
ミ
同
町
札
守
ミ
2
(
Z
2
J円
。
持
込
山
一
一

y
p
o自
宅
l
F
-
一
-
日
見
え
よ
一
回
目
ω
〉・

3
・
A
O
ω

ー
さ
ム
・
等
を
参
照
。

(
3
)

野
津
・
前
掲
安
田
、
三
一
一
一
一
一
|
一
ニ
頁
、

F
S
F
毛・

2
H
・
司
会
ω

(
4
)

野
津
・
前
掲
書
、
三
三
四
頁
、
シ
ュ
レ
ジ

γ
ガ

l

・
前
掲
書
、
第
二
巻
、
三
五
三
|
四
頁
。

(
5
)
N
I
R
A
税
法
(
一
一
一
一
一
一
年
法
〉
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
野
津
・
前
掲
書
、
三
二
六
l
一
ニ
四
五
頁
、
同

VE--
毛

2
T
3・
コ
印
l
l
二回目

F
E
F
。
、
.
ミ
ニ
ヨ
・
品
目
ω
jお
士
』
・

ω・
ω
Z
L
E
F
t
h制
M
E
R
eぬ
民
主
。
ミ
ミ
己
号
、
品
目

E
2
3
5
同

]
E
H
E
g
-
-
u
ω
∞|一∞

m
f
B
-

与一∞
i
ムN
-

・
等
を
参
照
。

参
照
、
野
津
・
前
掲
書
、
一
二
二
O
|
一
一
一
二
六
頁
、

〔

6
〉

ア
メ
リ
カ
学
会
訳
編
『
原
拠
ア
メ
リ
カ
史
』
〈
第
五
巻
、

一
九
五
六
年
、

五
O
O
i
五
O
八
頁
、
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仁3

岩
波
書
席
〉
。

〈
7
〉
野
津
・
前
掲
書
、
三
四
五
l
三
五
七
頁
、
参
照
。

(
8
)
野
津
・
前
掲
書
、
三
一
五
l
一
一
一
一
六
頁
に
引
用
さ
れ
た
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
ケ
メ
ラ
l
(
円
毛
・
宍
2
5
2
2
)
の
批
判
的
見
解
参
照
。

(
9
)

ロ
l
ズ
ヴ
ヱ
ル
ト
自
'
身
、
赤
字
財
政
理
論
を
本
当
に
信
奉
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
(
有
賀
貞
『
ア
メ
リ
カ
政
治
史
』
一
九
八
頁
、
ル
ク
テ
ン
パ

l

グ
-
前
掲
書
、
二
九
、
六
七
頁
、
都
印
刷
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
』
一
八
四

l
五
頁
)
、
更
に
三
四
年
八
月
ま
で
予
算
局
長
で
あ
っ
た
ダ
グ
ラ
ス
は
強

固
な
均
衡
財
政
論
者
で
あ
っ
た
し
、
財
務
長
官
モ
l
ゲ
ン
ソ
ー
も
穏
健
な
保
守
主
義
者
で
あ
っ
た
(
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
六
七
、
七
二
頁
、

シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
二
巻
、
二
三
八
[
二
四
三
頁
、
新
川
?
三

l
デ
ィ
l
ル
』
六
三
頁
)
。
更
に
、
ラ
フ
オ
レ
ッ
ト
、
ワ
グ
ナ
!
、
ラ

・
ガ
l
デ
ィ
ア
集
中
の
進
歩
派
も
、
大
規
模
な
赤
字
予
算
に
は
そ
ろ
っ
て
反
対
し
た
(
ル
タ
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
二
九
頁
)
。
な
お
、
一
般
的
に
、

民

5
2
7宇
V
H
T
宅
-
自
l
l
U
M
∞
・
参
照
。

(
旧
)
百
ヨ
En--
毛
ミ
・
・

3
・一可∞
i
一
∞
ω
一
野
津
・
前
掲
笠
岡
、
三
五
八
i
九
頁
、
都
朗
自
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
』
一
八
五
頁
。

(
日
)
野
津
・
前
掲
書
、
一
二
九
五
、
三
九
六
頁
。

(
ロ
)
一
二
四
年
法
の
審
議
経
過
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
野
津
・
前
掲
書
、
一
ニ
五
七
|
四
二
八
頁
、

Ez--
毛
円
む
よ
宅
一

a
l
s
o
u
-
U丹口
F
毛
-

ミ
J

宅
・
品
目
印
!
品
目
プ
ω
巾
E
2
2暗
号
円
N
H

・
3
N
U
A
l
A一
印
・
等
を
参
照
。
な
お
、
上
記
の
う
ち
、
連
結
申
告
及
び
持
株
会
社
課
税
に
つ
い
て
は
、

本
稿
後
出
第
四
款
を
参
照
の
こ
と
。

(日
)
H
U
E
2・。、・

5
J
℃
・
会
印
一
豆
長
。
ア
元
ミ
2
5
〉

2
0町
一
回
ω
?
3
2
〉
若
田
町

g
p
p
d
-
合

O
W
A
g
-品
目
一
(
石
ω
ム
〉
・

(
川
門
〉
回
F
r
a
-
。も・町民
HJ
℃
・
品
目
。
一
河
川
与
コ
2
・。、・

2
T
匂
・
品
目
J
1

引
で
・
ω
台円山
g
m
r
F
a
J
叫

dSHQH芯
お
ぬ
諸
丸
、
hhFNR~vc同庁、

(
Zぬ宅
J
円

c
p
一一月・

同州・ωヨ戸門
7

・
一
∞
ω
田
)
苦
印
0
1
2
・
ロ

I
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
こ
の
時
、
所
得
税
増
税
に
反
対
し
た
の
は
、
英
国
が
同
じ
頃
減
税
を
実
行
し
て
実
業
家
の
そ

ね
み
を
刺
激
し
て
い
た
こ
と
及
び
公
債
増
加
の
方
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
〈
芯
に
よ
宅
-
印
日
l
印ω・〉。

(
同

M
X
m
)
こ
れ
ら
の
財
政
理
論
に
つ
い
て
も
多
く
の
解
説
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
・
前
掲
書
、
四

O
六
l
七
、
四
二

ー
四
一
六
、
四
二
六

l
八
、
自
ヨ
ヨ
巾

f
ζ
・
2
H・・

3
・

3
N
I
N
E
h
向
山
・
前
掲
書
、
六
五

l
七

O
、
八

O
l八
三
頁
、
都
留
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の

発
展
』
一
九
二
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

(
げ
〉
「
三
八
年
に
至
る
ま
で
、
赤
字
財
政
は
、
熟
考
さ
れ
た
経
済
政
策
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
特
妹
か
つ
便
宜
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
疑
う
余
地
が
な
い
」

(
P
H
V
E
G
-
2
2
T
C
W
Z
N
え

E
a
2
3
2
S
N
』

u
a
z
ν
J
-
Z印
l-U印
但
〔

Z
2
ペ
c
p
H
C
M
F
&
C
H
J
-
u
m
}
〕
る
℃
・
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説論

N
c
l
N
?
な
お
参
照
、
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
・
前
掲
害
、
四

O
五
|
七
頁
、

E
B
E巾

fe-
町
P
・

E-
一回

N
l
-
8・

剛

P
G
C
E
-
。、・

5
・
・
宅
-
A
O
A
l
A
O
日
・
都
留
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
』
一
八
一
一
一

l
一
八
六
頁
。

(
日
)
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
・
前
掲
書
、
四
一
八
l
四
二

O
、
将
E
S
M
E
b
F
o
a
m
-
毛
町
た
よ
宅
・
士
山
1
4
N
0
・

N
-
A
u
ω

宮門
H
m
g
r
F
h
v

三
さ
て
、

N
I
R
A
の
実
施
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
景
気
回
復
は
、
一
向
に
進
展
せ
ず
、
コ
一
四
年
に
な
る
と
、

N
I
R
A
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
効
力
を
停
止

し
て
独
占
を
助
長
し
中
小
企
業
や
一
般
消
費
者
を
圧
迫
し
て
い
る
と
し
て
労
働
界
が
、
ま
た
政
府
の
干
渉
や
労
働
者
の
権
利
保
護
を
喜
ば
ぬ
実
業
界
が
、
各
々

N
I
R
A
体
制
に
対
す
る
不
満
の
戸
を
あ
げ
は
じ
め
た
。
ま
た
他
方
に
は
、
潜
在
す
る
大
衆
の
不
満
に
訴
え
て
急
進
派
や
デ
て
コ

l
グ
の
活
躍
が
さ
か
ん
と
な

〈

2
v
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
今
や
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
が
一
つ
の
分
岐
点
に
た
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
新
た
な
行
動
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
三
五
年
当
初
よ
り
徐
々
に
従
来
の
政
策
の
軌
道
修
正
に
の
り
だ
し
、
特
に
六
月
以
降
は
、
大
資
本
家
・

富
裕
者
を
含
め
た
超
階
級
的
な
国
民
の
支
持
を
得
ょ
う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
方
策
を
断
念
し
、
「
経
済
的
貴
族
」
や
「
経
済
的
王
党
派
」
を
激
し
く
攻
撃
し
て
労

(
S
)
 

働
者
・
農
民
、
生
活
困
窮
者
の
代
弁
者
と
い
う
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
左
旋
回
」
を
と
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様
な
第
二
期
ニ
ュ

l
デ

ィ
l
ル
を
代
表
す
る
政
策
の
一
つ
が
、
急
進
的
な
三
五
年
の
富
裕
者
増
税
法
と
一
ニ
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
九
一
二
五
年
六
月
一
九
日
、
彼
は
連
邦
議
会
に
教
書
を
送
り
、
そ
の
中
で
「
歳
入
法
は
、
幾
多
の
点
に
お
い
て
少
数
者
に
不
当
な
優
遇
を
与
え
る
よ

〈

4
〉

う
機
能
し
、
富
お
よ
び
経
済
力
の
不
正
な
集
中
を
防
止
す
る
よ
う
に
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、
従
来
慎
重
に
差
し
控
え
ら
れ
て
き
た

「
金
持
退
治
」
の
た
め
に
租
税
を
利
用
す
べ
き
こ
と
を
極
め
て
直
裁
に
主
張
し
話
こ
の
「
宮
の
再
分
配
計
画
」
と
名
付
け
ら
れ
た
富
裕
者
課
税
案
は
、
小
企

業
の
役
割
を
高
く
評
価
し
、
大
規
模
な
富
と
権
力
の
悪
弊
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
自
由
競
争
秩
序
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
時
期
の
ロ

l
ズ
グ
エ
ル
ト
が
、
統
制
計
画
経
済
に
よ
る
景
気
回
復
を
意
図
す
る
計
画
派
ニ
ュ

l
デ
ィ
ー
ラ
ー
達
よ
り
も
、
社
会
改
良
を
主
張
す
る
ブ

(
7
v
 

ラ
ン
ダ
イ
ス
や
フ
ラ
ン
ク
7
7
1
タ
な
ど
の
改
革
派
の
考
え
に
強
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
ロ

l
ズ
グ
エ
ル
ト
の
教
室
百
は
、
議
会
の
急
進
派
や
民
主
党
か
ら
は
大
歓
迎
さ
れ
た
が
、
逆
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
財
界
の
激
憤
と
猛
反
対

円

8
}

を
被
っ
た
σ

議
会
の
指
導
者
逮
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
は
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で
に
、
今
ム
崩
に
お
け
る
増
税
法
案
の
成
立
を
意
図
し
て
い
る
の
か
真
意
を

計
り
あ
ぐ
ね
た
が
、
結
局
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
立
法
化
を
促
し
た
た
め
、
早
急
に
審
議
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
下
院
歳
入
委
員
会
は
、
累

進
法
人
税
を
は
な
は
だ
弱
体
化
し
た
以
外
は
、
主
に
大
統
領
の
勧
告
に
治
っ
た
法
案
を
作
成
し
、
同
案
は
下
院
を
通
過
し
た
。
し
か
し
問
題
は
上
院
で
あ
っ

た
。
実
業
界
の
反
対
は
ま
ず
ま
ず
強
く
な
り
、
財
政
委
員
長
で
あ
る
パ
ッ
ト
・
ハ
リ
ソ
ン
は
保
守
的
民
主
党
議
員
と
し
て
こ
の
法
案
の
社
会
政
策
的
色
彩
、
特
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口

に
相
続
税
に
嫌
悪
を
感
じ
て
い
た
一
叩
ま
た
ラ
フ
オ
レ
ッ
ト
が
十
分
な
歳
入
の
確
保
を
主
張
し
て
ん
吐
マ
に
わ
た
る
所
得
税
課
税
の
強
化
を
主
張
し
た
た
匂
審

議
は
混
乱
し
た
。
ま
た
保
守
的
な
そ

I
ゲ
ン
ソ
ー
も
援
助
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
し
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
上
院
財
政
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
圧
力
の

下
に
相
続
税
を
削
除
し
、
累
進
法
人
税
を
全
く
骨
抜
き
に
し
た
法
案
を
作
成
し
た
が
、
上
院
は
こ
れ
を
可
決
し
、
三
五
年
法
は
成
立
し
た
の
で
あ

M
F

結
局
、
三
五
年
法
は
格
調
高
い
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
作
文
に
始
ま
っ
た
が
、
法
人
累
進
税
の
骨
抜
き
に
ぬ
J

ら
れ
る
よ
う
に
、
連
邦
議
会
で
大
幅
に
修
正
さ
れ

た
結
果
、
そ
れ
が
富
の
再
分
配
と
歳
入
調
達
に
お
い
て
果
し
う
る
役
割
は
は
な
は
だ
疑
問
な
も
の
と
な
っ
た
σ

し
か
し
他
方
、
富
裕
者
に
適
用
さ
れ
る
付
加
所

得
税
率
、
遺
産
税
率
、
贈
与
税
率
は
各
々
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
財
界
や
保
守
派
の
怒
り
を
よ
び
お
こ
す
に
は
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
強
ま
た
ロ
l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
、
税
を
社
会
政
策
実
現
の
手
段
と
し
て
圧
式
に
採
用
し
た
点
も
重
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
更
に

税
を
経
済
政
策
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
、
景
気
は
緩
慢
に
で
は
あ
る
が
上
昇
気
運
を
み
せ
て
い
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
一
九
三
五
年
の
「
第
二
の
百
日

間
」
の
斗
い
の
後
は
「
休
戦
」
時
計
画
し
、
一
二
六
年
の
年
頭
教
書
に
お
い
て
も
表
面
的
に
は
「
経
済
的
王
党
派
」
を
激
し
く
非
難
し
た
が
、
特
に
具
体
的
な
改

革
案
を
一
示
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
、
赤
字
財
政
に
対
す
る
左
右
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
、
政
府
支
出
を
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
た
え
る

姿
勢
さ
え
み
せ
て
い
明
し
か
る
に
連
邦
議
会
が
大
統
領
の
拒
否
権
を
の
り
こ
え
て
こ
の
年
の
退
役
軍
人
年
金
の
支
出
を
可
決
し
、
ま
た
最
高
裁
判
所
が
農
業

調
整
法
中
の
加
工
税
に
違
憲
判
決
を
下
し
た
た
め
に
、
彼
の
財
政
を
均
衡
さ
せ
た
い
と
い
う
望
み
は
大
き
く
く
る
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

γ
守
こ
で
彼
は
増
税
策

を
考
え
た
が
、
同
年
の
大
統
領
選
挙
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
債
の
増
加
や
所
得
税
、
遺
産
税
の
引
き
上
げ
も
得
策
と
は
い
え
な
か
っ
加
小
そ
こ
で
彼
が
一
一
一
月

一
一
一
日
の
補
正
予
算
教
書
に
お
い
て
主
張
し
た
の
が
、
分
配
さ
れ
な
い
で
法
人
内
に
留
保
さ
れ
て
い
る
利
潤
に
対
す
る
「
未
分
配
利
潤
税
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
税
は
法
人
の
資
金
運
用
を
剥
持
・
規
制
し
、
経
営
者
の
判
断
に
介
入
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
、
従
来
、
自
由
で
放
慢
戸
経
営
に
な
じ
み
親
し
ん
で
き
た

財
界
や
実
業
家
達
は
「
肝
を
つ
ぶ
す
」
ほ
ど
に
驚
ろ
き
、
「
あ
っ
け
に
性
り
れ
、
そ
れ
が
採
用
占
寸
れ
た
際
の
結
果
に
お
の
の
い
た
」
。
そ
し
て
三
五
年
の
「
震
の
再

分
配
計
画
」
の
時
以
上
の
反
対
運
動
を
、
猛
然
と
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
下
院
歳
入
小
委
員
会
が
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
提
案
を
容
れ
た
原
案
を
作
成

し
、
下
院
歳
入
委
員
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
財
務
長
官
モ
l
ゲ

γ
ソ
l
は
休
暇
を
求
め
て
公
聴
会
に
欠
席
し
た
た
め
、
未
分
配
利
潤
税
の
弁
護
は

《

mv

歳
入
局
長
の
へ
ル
ヴ
ア
リ
ン
グ
と
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
に
専
ら
委
ね
ら
れ
た
が
、
特
に
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
の
熱
弁
は
リ
ー
ダ
ー
格
の
ヴ
ィ

γ
ソ
ン
を
含
む
各
メ

γ
パ
ー

を
動
か
し
、
下
院
歳
入
委
員
会
は
、
結
局
、
小
委
員
会
案
を
支
持
し
た
。
法
案
は
下
院
本
会
議
に
移
送
さ
れ
た
が
、
下
院
も
大
部
分
の
議
員
は
同
税
法
案
の
内

容
を
理
解
し
え
ぬ
ま
ま
に
、
簡
単
に
可
決
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
問
題
は
上
院
で
あ
っ
た
。
上
院
財
政
委
員
会
で
な
さ
れ
た
証
言
の
ほ
と
ん
ど
は
、
財
務
省

関
係
者
の
そ
れ
を
除
き
、
未
分
配
利
潤
税
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
オ
リ
フ
ァ

γ
ト
が
必
死
の
弁
護
役
に
ま
わ
っ
た
が
、
秋
の
大
統
領
選
挙
へ
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説

の
思
惑
も
加
わ
っ
て
議
会
は
混
乱
し
は
じ
め
、
上
院
財
政
委
員
会
は
遂
に
下
院
の
未
分
配
利
潤
税
を
拒
否
し
若
干
の
訟
人
所
得
税
の
増
加
と
申
し
訳
程
度
の
留

保
利
潤
税
を
提
案
し
た
。
上
院
本
会
議
で
財
務
省
の
未
分
配
利
潤
税
案
を
支
持
し
た
の
は
、
わ
ず
か
に
ノ
リ
ス
、
ラ
フ
オ
レ
ツ
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
み
で
、
民
主
党

議
員
の
大
部
分
さ
え
反
対
に
ま
わ
っ
た
。
弓
フ
オ
レ
ツ
ト
と
ブ
ラ
ッ
ク
は
修
正
案
を
提
出
し
て
抵
抗
し
た
が
、
む
し
ろ
両
院
協
議
会
で
の
妥
協
に
悪
影
響
を
与

え
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
修
正
案
を
徹
回
し
、
か
く
し
て
上
院
は
財
政
委
員
会
案
を
可
決
し
た
。
し
か
し
最
後
に
ヴ
イ
ン
ソ
ン
の
指
導
す
る
下
院
委
員
の

努
力
が
効
を
奏
し
、
両
院
協
議
会
で
は
下
院
案
が
税
率
は
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
も
の
の
再
び
採
決
さ
れ
た
。
こ
の
両
院
協
議
会
案
は
さ
っ
そ
く
下
院
に
廻

さ
れ
た
が
、
大
統
領
選
挙
を
ひ
か
え
て
民
主
党
の
指
導
者
は
休
会
の
た
め
成
立
を
急
ぎ
、
翌
日
同
法
案
は
コ
ピ
ー
が
刷
り
上
ら
な
い
う
ち
に
下
院
で
可
決
さ
れ
、

上
院
に
廻
さ
れ
た
。
上
院
は
、
更
に
翌
日
下
院
に
対
す
る
伝
統
的
威
厳
を
保
つ
た
め
に
コ
二
時
間
半
の
討
議
」
を
行
う
と
の
動
議
を
成
立
さ
せ
、
審
議
に
入
っ

た
。
大
部
分
の
議
員
は
、
法
案
の
内
容
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
単
に
コ
ピ
ー
を
机
上
に
広
げ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
下
院
よ
り
は
宮
沢
い
時
間
を

費
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
院
は
下
院
に
対
す
る
威
厳
を
保
ち
、
か
く
し
て
こ
こ
に
、
合
衆
国
税
制
史
上
、
画
期
的
な
未
分
配
利
潤
税
は
成
立
し
た
。

未
分
配
利
潤
税
は
、
後
に
み
る
と
お
り
、

?
lズ
ヴ
ェ
ル
ト
教
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
主
た
る
目
的
を
企
業
間
諜
税
の
公
平
と
税
制
簡
素
化
に
お
い
て
い
た

が
、
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
歳
入
調
達
手
段
と
考
え
、
ま
た
あ
る
者
は
企
業
内
部
資
金
の
規
制
に
よ
る
資
金
還
流
手
段
と
考
え
る
な
ど
、
種
々
の
瑚
念
の
雑
居

物
で
あ
っ
日
戸
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
従
来
タ
ブ
!
と
さ
れ
て
き
た
企
業
の
内
部
資
金
を
税
に
よ
っ
て
規
律
し
よ
う
と
の
考
え
方
は
、
き
わ
め
て
冒
険

的
で
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
政
治
的
姿
勢
を
良
く
一
不
す
ユ
ニ
ー
ク
な
施
策
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
、
三
五
年
の
「
富
の
再
分
配
計
画
」
、
コ
一
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
に
お
い
て
、
税
を
単
な
る
歳
入
調
達
手
段
と
し
て

以
上
に
、
社
会
政
策
、
経
済
政
策
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
こ
に
租
税
政
策
は
二

0
年
代
と
は
今
一
く
異
な
っ
た
意
義
を
有

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
大
恐
慌
と
ニ
ュ
l
デ
ィ

1
ル
と
い
う
特
異
な
状
況
の
中
で
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
多
く
の
非
難
や
反
抗

を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
組
税
政
策
の
理
念
自
体
は
、
そ
の
後
、
種
々
の
形
態
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
税
制
の
中
に
定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

論

一
一
八
頁
、
新
川
・
前
掲
書
、

一
一
九
頁
以
下
、
シ
ュ
レ
ジ

γ

(
1
)
有
賀
・
前
掲
書
、
一
九
七
|
八
頁
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
七
四
|
七
五
、

ガ
l
・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
一
八
|
二
五
、
一
八
八
|
二
二

O
真
、
等
。

(
2〉
ヒ
ュ
イ
・
ロ
ン
グ
の
「
わ
れ
わ
れ
の
富
を
分
配
し
よ
う
」
運
動
、
ヵ
プ
リ
ン
の
協
同
組
合
運
動
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
の
老
齢
循
環
年
金
運
動
、
シ
ン
ク
レ

ア
・
ル
イ
ス
の
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
貧
困
を
追
放
し
よ
う
」
運
動
な
ど
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ

l
・
前
掲
書
、
第
一
二
巻
、
二
六

l
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今
J
7

ん
l
ャ

七
回
頁
が
詳
し
い
。

(
3
)

有
賀
・
前
掲
書
、
一
九
九
頁
以
下
、
小
原
・
前
掲
書
、
二
ハ
五
頁
以
下
、
ル
ク
テ

γ
パ
l
グ
・
前
掲
書
、
三
二
頁
以
下
、
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l
・
前

掲
書
、
第
三
巻
、
二
二
九
頁
以
下
、
新
川
『
ニ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
』
一
六
一
一
一
頁
以
下
、
都
留
『
米
国
に
お
け
る
政
治
と
経
済
』
九
一
頁
以
下
、
等
参
照
。

(
4
〉

ω・円・

m
g
o
E
H冨
p
g
E甘
ニ
吋
』
句
、
ミ
忌
「
町
、
。
、
雪
、
.
匂
お
お
礼
与
弘
人
Z
2
2
。
h

S
応
、
、
ぬ
込
山
内
z

b
・
泊
。
2adhwNH
〈

Z
事〈
J

円

2
r
一
HF5LCE

出

E
F
一∞
ω
∞
|
一
回
印
3
・
〈
c-

品
宅
-
M
g
l
N
3
2
3
-口
三
宮
司
円
一
片
L
E
H
N
g詰
g
x・
)
・
参
照
、
野
津
・
前
掲
書
、
四
二
九
頁
、

3
乙・

3
2
?
"

℃
・
一
∞
ω

(
5〉
ま
ず
、
ロ

1
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
い
う
、
「
一
九
一
一
一
一
年
の
所
得
税
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
連
邦
政
府
は
税
は
担
税
力
お
よ
び
受
益
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る

べ
し
と
の
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
原
則
を
実
際
に
適
用
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
賢
明
に
も
、
所
得
が
受
益
及
び
担
税
カ
の
尺
度
と
し
て
選
択
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
国
家
政
策
に
と
っ
て
健
全
な
指
針
で
あ
っ
た
し
、
今
日
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
連
邦
課
税
を
支
配
す
る
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
他
の
形
式
の
税
の
使
用
も
し
ば
し
ば
正
当
で
あ
り
特
に
緊
急
時
に
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
良
く
課
税
に
堪
え
う
る
も
の
よ
り

正
当
な
分
担
金
を
取
得
し
、
わ
が
多
数
の
人
々
に
重
い
負
担
を
課
す
の
を
回
避
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
最
も
効
果
的
な
手
段
は
、
所
得
に
応
じ
た
課

税
で
あ
る
」
と
。
次
に
彼
は
、
角
度
を
か
え
て
、
富
裕
者
の
巨
万
の
富
が
、
決
し
て
単
な
る
伺
人
の
資
質
や
努
力
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
多
数
の

社
会
的
要
素
と
大
衆
の
助
力
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
ア
ン
ド
リ
ュ

l

・
カ
ー
ネ
ギ
ー
が
い
っ
た
ご
と
く
『
富
が
立
派
に
実
現
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
い
つ
も
人
々
が
も
の
い
わ
ぬ
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
』
。
そ
れ
が
全
社
会
の
協
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
宮
か
投
機
に
よ
っ
て
利
殖
さ
れ
た

富
か
を
問
わ
ず
、
富
の
保
有
は
巨
大
な
公
共
の
利
益
と
巨
大
な
担
税
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
の
ベ
る
。
か
く
し
て
彼
は
具
体
的
提
案
に
移
り
、
相

続
税
新
設
、
贈
与
税
強
化
、
付
加
所
得
税
率
の
引
き
上
げ
、
法
人
税
率
の
累
進
化
、
持
株
会
社
課
税
等
を
主
張
す
る
が
、
前
二
者
に
関
し
て
は
次
の
よ

う
に
い
う
。
「
こ
の
広
範
な
政
策
に
治
っ
た
私
の
第
一
の
提
案
は
、
相
続
、
贈
与
税
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
遺
言
、
相
続
ま
た
は
贈
与
に
よ
っ
て
巨
額

の
財
産
を
代
々
伝
達
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
人
民
の
理
想
お
よ
び
感
情
と
相
容
れ
な
い
。
自
分
お
よ
び
自
分
の
家
族
の
安
全
を
図
ら
ん
…
と
す
る
の

は
、
自
然
の
道
理
で
あ
り
健
全
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
合
理
的
な
遺
産
に
よ
っ
て
十
分
に
達
成
さ
れ
る
。
富
の
巨
大
な
蓄
積
は
、
個
人
及
び
家
族
の
安
全

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
え
な
い
。
要
す
る
じ
、
こ
の
よ
う
な
蓄
積
は
、
他
の
多
数
の
人
々
の
職
業
と
福
祉
に
対
す
る
統
制
の
比
較
的
少

数
の
個
人
へ
の
巨
大
で
望
ま
し
か
ら
ざ
る
集
中
の
永
続
も
同
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
続
に
よ
る
経
済
力
が
現
在
の
理
想
と
相
容
れ
な
い
の
は
、
相

続
に
よ
る
政
治
力
が
我
が
政
府
を
樹
立
し
た
時
代
の
理
想
と
相
容
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
創
造
的
企
業
は
、
巨
大
な
遺
産
に
よ
っ
て
激
励
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
遺
贈
す
る
人
も
、
受
贈
す
る
人
を
も
祝
福
す
る
も
の
で
は
な
い
」
、
「
巨
大
な
富
及
び
権
力
の
相
続
よ
り
生
ず
る
我
々
の
国
民
生
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説

活
に
対
す
る
阻
害
的
効
果
は
、
将
来
に
お
い
て
は
、
私
が
上
述
し
た
方
法
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
現
在
巨
額
の
個
人
純
所
得
に
諒
さ
れ
て
い
る
税
の

顕
著
な
増
加
に
よ
っ
て
も
減
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
示
す
る
な
ら
、
累
進
税
原
則
の
適
用
は
、
現
在
年
間
所
得
一

O
O万
ド
ル
の
と
こ
ろ
で
ス
ト

ッ
プ
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
六

0
0
0ド
ル
の
所
得
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
税
率
は
四

0
0
0ド
ル
の
所
得
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
税
率
の

二
倍
で
あ
る
が
、
五

O
O万
ド
ル
の
年
間
所
得
を
有
す
る
も
の
は
、
所
得
が
一

O
O万
ド
ル
の
も
の
と
同
税
率
で
支
払
い
を
行
な
う
の
で
あ
る
」
。
か
く

し
て
彼
は
語
気
を
強
め
て
い
う
。
「
社
会
不
安
と
深
ま
り
つ
つ
あ
る
不
公
正
感
は
、
我
々
が
断
固
た
る
方
法
に
よ
っ
て
最
小
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
我

々
国
民
生
活
に
対
す
る
危
険
で
あ
る
。
巨
額
の
個
人
所
得
は
、
そ
れ
を
享
受
し
た
人
の
努
力
、
能
力
叉
は
幸
運
に
よ
っ
て
の
み
で
は
な
く
、
政
府
自
身

が
提
供
し
た
便
益
の
機
会
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
人
々
は
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
所
得
を
非
常
に
高
い
税
に
よ
っ
て
制
限

す
る
こ
と
は
、
政
府
に
課
さ
れ
た
義
務
で
あ
る
」
(
同

8
月

S
F暗
号
・
町
民
?
"
〈
D

?

?

問者
-

N

コl
l
N
Z
・)。

(
6
)

ロ
l
ズ
ゲ
エ
ル
ト
い
わ
く
、
「
事
業
の
準
備
金
の
低
下
に
よ
る
枯
渇
は
、
適
度
に
資
本
化
さ
れ
た
小
企
業
に
対
す
る
不
均
等
な
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
か
か
る
小
企
業
な
く
し
て
は
、
我
々
の
競
争
社
会
は
終
息
し
、
規
模
は
独
占
を
生
み
出
す
。
更
に
、
全
体
と
し
て
こ
れ
ら
の
小
事
業
は
、
唯
一
、
我

々
の
大
量
生
産
企
業
の
成
功
を
確
保
す
る
こ
と
の
で
き
る
全
国
規
模
の
市
場
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
地
方
的
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
今
日
、
我
々
の
小
規
模
法
人
は
彼
ら
自
'
身
の
地
方
的
福
祉
の
み
な
ら
ず
、
大
規
模
な
企
業
を
可
能
に
す
る
公
正
に
分
配
さ
れ
た
国
家
的
繁
栄
の
た

め
に
も
健
闘
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
河

B
E
g
-
F
毛
・
円
帆
H
-
w

℃

-
M
3
・)。

(
7〉
多
く
の
著
作
が
こ
の
点
を
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ル
ク
テ
ン
バ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
一
九
l
一
三
四
頁
、
新
川
・
前
掲
書
、
一
六
七
真
、
シ
ュ

レ
ジ
ン
カ
l
・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
一
九

O
l一
二
一
、
二
八

O
l二
八
二
、
二
八
六

l
七
頁
等
を
参
照
。

(
8
)

こ
の
提
案
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
大
統
領
の
課
税
案
は
、
基
本
的
に
共
産
主
義
的
で
あ
る
」
、
「
こ
の
グ
偽
。
提
案
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
・
デ
ラ
ノ
・

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
名
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
混
合
人
物
の
責
任
に
似
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
」
、
「
大
統
領
の
計
画
は
之
畠
の
分
配
4

計
画
で
は
な
く
、
富
の

u
H

破
壊
U
H

計
画
だ
」
、
「
提
案
は
財
産
の
無
慈
悲
な
没
収
だ
」
な
ど
の
非
難
が
あ
び
せ
ら
れ
た
(
ル
ク
テ
ン
パ
l
グ
・
前
掲
書
、
一
二
三
頁
、
司
自
ァ
。
、
.

2
H
J

宅
-
一
∞
印

!lT
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
一
一
一
巻
、
二
八
二

l
二
八
三
頁
〉
。

(
9
)

彼
は
、
教
室
同
の
中
で
、
こ
の
提
案
が
早
急
に
立
法
に
移
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
研
究
の
た
め
の
公
表
に
す
ぎ
な
い
の
か
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
更
に
教
書
提
出
後
、
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
と
イ
エ

l
ル
の
対
抗
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
見
物
の
た
め
に
ニ
ム

l
ロ
ン
ド
ン
に
で
か

け
て
し
ま
い
、
態
度
を
あ
い
ま
い
に
し
た
。
民
主
党
の
指
導
層
は
新
税
法
に
無
関
心
で
あ
っ
た
が
、
し
び
れ
を
き
ら
し
た
ラ
フ
オ
レ
ツ
ト
が
、
ノ
リ
ス
、

ボ
l
ラ
、
ハ
イ
ラ
ム
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
等
の
支
援
を
得
て
本
提
案
具
体
化
の
た
め
に
奔
走
し
、
遂
に
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
も
議
会
に
笑
現
を
促
す
に
至
つ

E命
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。

た

(
F
G
Y

毛

内
h
H
J

官
官
・
石
田
151
一
∞
プ
ル
グ
テ
ン
パ

1
グ
・
前
掲
金
一
一
回
、

頁〉。

(
叩
〉
ジ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l
・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
二
八
四
|
五
員
。

(
け
〉
ラ
フ
オ
レ
ッ
ト
は
、
何
よ
り
も
歳
入
を
増
加
さ
せ
て
財
政
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
を
望
み
、
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
高
額
所
得
者
課
税
の
ほ
か
に
、
免

税
点
引
き
下
げ
に
よ
る
タ
ッ
ク
ス
・
ベ
ー
ス
の
拡
大
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
「
直
接
所
得
税
の
支
払
い
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
少
額
と
い
え
ど
も
、

市
民
が
政
治
に
参
与
し
て
い
る
と
い
う
実
感
を
す
べ
て
増
加
さ
せ
、
よ
っ
て
、
市
民
の
社
会
的
責
任
感
を
も
増
加
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で

る
っ
た
(
シ
ュ
レ
ジ

γ
ガ
1
・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
二
八
三
貰
〉
。

(
ロ
〉
モ

l
ゲ
ン
ソ
l
の
関
心
は
、
こ
の
時
も
歳
入
増
加
に
よ
る
財
政
の
均
衡
で
あ
っ
た
(
野
津
・
前
掲
書
、
四
三
九
頁
。
参
照
、
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前

掲
書
、
第
三
巻
、
二
八
五
頁
〉
。

(
日
)
一
一
一
五
年
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
戸
。

-
b
c・
φ
∞
r
gア
=
月
2
2
5
〉
口
円
三
一
包
印
V
N印
凡
凶
器
'
N川町
C
P
N
N
E
-
m
a
-
∞ぷ

-
包
O

(

一回
ω
印
〉
一

E
Cア
毛
・
町
民

H
J
3・-∞目。
l
一∞∞一

F
2
F
毛
門
戸
・

3
・
A
S
lミ
プ
シ
ュ

γν
ン
カ
l

・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
二
八
一

l

二
八
七
頁
、

ωmpιB2・。、・

2
H
凶
悪
・

MglMUω
・
等
を
参
照
。

(
川
門
)
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
二
四
頁
、
小
原
・
前
掲
書
、
一
七
二

l
一一一一具、パ

l
キ
ン
ス
・
新
川
訳
・
前
掲
書
、
四
四
頁
、
シ
ュ
レ
ジ
ン
カ
l

-
前
掲
書
、
第
三
一
巻
、
二
八
六
頁
、
新
川
『
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
』
九
四
頁
。
更
に
悪
い
こ
と
に
は
、
同
年
施
行
さ
れ
た
社
会
保
障
税
は
、
労
働
者
及
び
雇

用
者
に
対
す
る
人
頭
税
の
性
格
を
有
し
、
源
泉
徴
収
制
度
を
通
じ
て
広
く
低
所
得
層
に
く
い
こ
ん
で
税
制
の
逆
進
性
を
二
周
強
め
た
(
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
二
四
l
五
頁
、

F
Z
R
毛・

5
J
宅
・
当
N

ヨ印一

c
i印
二
山
新
川
『
ニ
ュ

l
J
ア
ィ
1
ル
』
二
ハ
八

i
九
頁
〉
。
な
お
、
本
稿
、

後
出
二
三
頁
参
照
。

(日

)
Q
-
E
C一
ヨ
ロ
コ
♂
毛
w

町民
H
J
H》
-
M
O
U

ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
二
四
頁
、
パ

l
キ
ン
ス
・
新
川
訳
・
前
掲
書
、
四
四
頁
、

Ez--
毛
・
司
令
J

円以・

5
∞
uω
丹

E

守口
m
E咽
吋
Q
N
G
H
S誌

Q

E
尚
、
N
h
F
h
輔
町
、
。
h
R
い
て
咽
司
・
一
目
白
'

〈
国
)
そ
こ
で
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
三
八
頁
や
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
二
八
六

l
七
頁
は
、
三
五
年
法
を
、
実
質
よ
り
も

「
思
想
」
「
理
念
」
の
勝
利
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。
但
し
、

ω
E常
E
F
毛・

3
J
宅
-
包

l
g
は
、
批
判
的
で
あ
る
。

(
げ
〉
百
々
・
前
掲
書
、
二
二
六
頁
以
下
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
一
一
一
七

l
八
頁
、
シ
ュ
レ
、
シ
ン
ガ
ー
・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
四
一
三

l
四
一
七

頁
、
新
川
・
前
掲
書
、
一
八
七

l
八
真
。
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一
一
一
四
頁
、
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
二
八
一

l
l
二
八
四
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説

(
同
)
野
津
・
前
掲
品
目
一
回
、
四
七
九
l
四
八

O
頁
0
3
2
f

毛・

5
J
℃-一∞山

(
印
〉
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
一
一
一
巻
、
四
一
八
頁
。

(却〉

Ez--
。、

S
L
-
一
回
一
三
-
N
F
ミ

-L司・
5
一ーー一UN・

(
む
〉
-
C
-
F
E
R
叫
話
、
円

E
b
h
S
Fミ
ミ
守
ミ
h
H
h
p
H
2
2
J
E
r
一一
ζ
円

P
2
l
F口
、
一
∞
ω
3
・
匂
-
M
ω
・

(
泣
〉
人
気
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
で
、
か
つ
て
は
ヴ
ッ
ド
ロ

i

・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
賛
美
者
で
あ
っ
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
提
案
は
、
ロ

l

ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
彼
の
一
一
一
年
間
の
執
政
の
中
で
議
会
に
提
案
し
た
い
か
な
る
も
の
よ
り
も
革
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
、
「
最
近
の
パ
ニ
ッ
ク
は
ウ
オ
ー

ル
街
の
せ
い
だ
っ
た
が
、
次
の
パ
ニ
ッ
ク
は
、
政
府
の
租
税
政
策
の
せ
い
だ
ろ
う
」
と
評
し
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
も
、
本
税
を

「
連
邦
財
政
に
お
け
る
無
謀
な
企
て
」
と
評
し
た

2
2ァ
。
h
Y
E
N
-
-

℃・一回一・)。

(
お
)
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
は
、
静
か
で
は
あ
る
が
、
新
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
派
の
中
の
急
進
的
人
物
で
あ
っ
た
(
シ
コ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
第
三
糸
、
二
八

O

頁〉。

(
引
け
)
議
決
は
二
六
七
対
九
三
で
、
賛
成
は
民
主
党
二
五
一
二
、
革
新
党
七
、
共
和
党
四
、
労
農
同
盟
三
で
、
逆
に
反
対
は
共
和
党
八
二
、
民
主
党
一
一
で
あ

っ
た
。

(
お
〉
議
決
は
三
八
対
二
四
で
、
賛
成
は
民
主
党
三
六
、
共
和
党
一
、
革
新
党
一
で
、
逆
に
反
対
は
共
和
党
二
二
、
民
主
党
九
、
労
農
同
盟
二
で
民
主
党
の

反
対
者
が
下
院
に
比
較
し
て
多
く
な
っ
て
い
る
。

(
m
m
)

以
上
の
審
議
経
過
に
つ
い
て
は
、
回
E
r
z
w
毛・

5
J
宅
・
ピ
l
ω
N
U
野
津
・
前
掲
書
、
五

O
四
l
五
二
八
頁
、

Ec--
毛・

2
J
宅
-
一
∞
ω
|

一
∞
?
シ
ュ
レ
ジ
ン
カ
l

・
前
掲
書
、
第
三
巻
、
凶
一
九
|
四
二

O
頁
、
等
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
十
審
議
経
過
に
お
い
て
加
え
ら
れ
た
種
h

の
提
案

に
つ
い
て
は
、
本
章
第
二
節
で
詳
し
く
触
れ
る
。

(
げ
)
本
稿
、
後
出
第
二
節
第
一
款
参
照
。

(
お
)
向
山
・
前
掲
書
、
六
九
頁
、
呼
丘

m
g
z
h
F
貝
32ω

毛

2
H
"
芸
品
N
N
!た
ω・

(
却
)
但
し
、
こ
れ
ら
の
租
税
政
策
の
実
際
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
個
人
所
得
税
の
負
担
に
関
連
し
て
述
べ
る
(
後
出
一
六

O
頁)。

(
叩
)
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
・
前
掲
書
、
四

O
O頁
(
西
川
宏
筆
〉
は
、
「
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
に
お
い
て
均
衡
予
算
財
政
が
放
棄
さ
れ
、
補
整
的
財
政
が
こ

れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
進
ん
で
ニ
ュ

l
デ
イ
|
ル
を
革
新
的
で
あ
る
と
呼
び
た
い
。
:
・
:
財
政
支
出
政
策
と
租
税
政
策
に

い
つ
か
ん
と
し
て
『
補
整
的
財
政
』
、
が
確
認
さ
れ
る
時
こ
そ
、
ニ
ュ

i
デ
ィ
l
ル
は
真
の
意
味
に
お
い
て
革
新
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
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述
べ
、
一
一
一
五
、
三
六
年
の
租
税
立
法
に
つ
い
て
も
、
「
し
か
し
こ
う
し
て
租
税
両
に
現
わ
れ
た
改
良
へ
の
方
向
は
実
は
個
々
の
粗
税
の
動
機
が
平
等
を
め

ざ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
支
出
を
ま
か
な
う
た
め
の
収
入
獲
得
へ
の
努
力
が
き
め
わ
て
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
入
?
)
こ
の
よ
う
に
し
て
、
租
税
政
策
面
に
お
い
て
も
支
出
面
の
場
合
と
同
様
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
の
第
一
期
お
よ
び
第
二
期

に
お
い
て
は
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
思
想
お
よ
び
議
会
の
態
度
は
主
と
し
て
均
衡
予
算
的
要
求
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
補
整
的
財
政
政
策
の
側
而
は
み
じ

ん
も
現
わ
れ
な
か
っ
た
」
(
四
二
二
兵
)
と
し
て
、
そ
の
「
革
新
性
」
を
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
租
税
は
歳
入
調
達
、
お
よ
び
社
会
政
策
手
段
と
し

て
の
寓
の
規
制
と
い
う
側
面
を
必
ず
有
し
て
い
る
の
で
、
税
法
学
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
「
革
新
性
」
の
定
義
が
妥
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
三
五
、
三
六
年
法
も
、
こ
の
よ
う
な
ト
ー
タ
ル
な
視
点
か
ら
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
照
、
中
屋
・
前
掲
害
、
一
七
七
|
一
七
八

頁。

(斗

四
一
九
三
六
年
の
大
統
領
選
挙
中
、
ロ
引
Y
ヴ
エ
ル
+
は
、
「
経
済
的
玉
党
派
」
を
繰
り
返
し
攻
撃
し
、
産
業
界
や
マ
ス
コ
ミ
の
激
し
い
非
難
を
被
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
圧
倒
的
多
数
で
再
選
さ
れ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
直
ち
に
、
最
高
裁
の
改
革
と
い
う
前
例
を
み
な
い
企
て
に
着
手
し
、
逆
に
彼
の
支
持

者
の
多
く
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
税
制
面
で
の
改
革
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
六
月
一
日
に
、
財
務
長
官
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
か
ら
の
私
信
を
引
用
し
た
教
書
を
議
会
に
送
り
、
そ
の
中
で
、
寓
裕
者
が
合
法
で
は
あ
る
が
不
道
徳
な
種
々
の
手
段
を
行
使
し
て
課
税
を
免
れ
て

い
る
こ
と
を
暴
露
し
て
、
議
会
に
「
抜
け
穴
」
封
じ
込
め
の
方
策
を
と
る
よ
う
に
促
し
、
「
主
党
派
」
退
治
の
一
端
を
の
ぞ
か
せ
た
の
で
あ
お
山

こ
の
教
舎
を
う
け
て
、
議
会
内
に
は
「
租
税
遁
脱
及
び
回
避
に
関
す
る
合
同
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
研
究
が
開
始
さ
れ
た
が
、
合
同
委
員
会
は
約
二
か
月

後
に
、
タ
レ
ン
ト
法
人
、
ヨ
ッ
ト
法
人
へ
の
課
税
、
各
種
控
除
規
程
の
厳
格
化
な
ど
を
含
む
人
的
持
株
会
社
課
税
の
強
化
、
外
国
法
人
へ
の
優
遇
課
税
の
廃
止

等
を
中
心
と
す
る
報
告
書
を
発
表
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
そ
の
ま
ま
に
歳
入
委
員
会
案
と
さ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
や
共
和
党
議
員
の
頑
強
な
反
対
を
う
け
た
も
の

の
上
・
下
院
で
可
決
さ
れ
、
早
く
も
一
か
月
を
経
な
い
八
月
一
一
六
日
に
は
大
統
領
の
署
名
を
得
た
。
こ
の
三
七
年
法
は
、
か
く
し
て
富
裕
者
の
財
布
で
あ
る
人

的
持
株
会
社
の
課
税
強
化
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
他
方
、
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
指
摘
し
た
免
税
公
債
、
加
速
度
減
耗
償
却
、
年
金
組
合
、
家
族
組
合
な
ど
に

〔

3
〉

対
す
る
課
税
の
改
善
は
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
?
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
要
求
を
十
分
に
満
た
し
た
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

さ
て
、
一
二
五
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
経
済
は
緩
慢
で
は
あ
る
が
、
着
実
な
景
気
の
上
昇
を
一
不
し
、
不
況
克
服
の
楽
観
的
観
測
さ
え
流
れ
は
じ

め
た
。
そ
こ
で
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
三
七
年
一
月
三
日
の
教
室
聞
で
は
長
年
の
念
顕
で
あ
っ
た
均
衡
財
政
の
回
復
へ
の
意
欲
を
一
不
リ
ド
更
に
六
月
に
は
イ
ン
フ
レ

の
進
展
を
恐
れ
る
あ
ま
り
公
共
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
財
政
支
出
の
大
幅
削
減
を
実
施
し
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
八
月
に
至
り
、
景
気
は

再
び
大
き
く
落
ち
こ
み
、
「
恐
慌
の
中
の
恐
慌
」
と
も
い
う
べ
き
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
至
り
、
ロ
l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
反
ビ
ジ
ネ
ス
的
態
度
に
煮
え
湯
を
飲
ま
さ
れ
て
き
た
実
業
界
や
共
和
党
、
及
び
そ
れ
に
同
調
す
る
南
部
を
中
心
と
す
る

民
主
党
の
保
守
派
は
、
公
然
と
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
に
対
す
る
敵
対
を
開
始
し
、
ニ
ュ

1
デ
ィ

l
ル
の
諸
政
策
の
解
体
作
業
に
と
り
か
か
り
始
め
た
。
他
方
、
こ

の
よ
う
な
動
き
に
呼
応
し
て
、
ニ
ュ

l
デ
ィ
ー
ラ
ー
内
部
に
も
意
見
の
対
立
が
目
立
ち
は
じ
め
た
。
即
ち
、
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
が
、
均
衡
予
算
の
回
復
と
財
界
と

の
提
携
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
ヘ
ン
、
タ

l
ソ
ン
、
ョ

l
エ
ン
、
ヨ
ー
コ
ラ

γ
ら
の
革
新
派
は
ト
ラ
ス
ト
征
伐
に
よ
る
管
理
価
格
制
度
の
打
破
を
、
ま
た
ホ
プ
キ

ン
ズ
、
ィ
ッ
キ
l
ズ
、
エ
ッ
ク
レ

1
ズ
ら
の
計
画
派
は
、
「
補
整
的
財
政
理
論
」
に
基
づ
く
積
極
的
財
政
支
出
を
主
張
し
た
。

?
lズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
迷
い
に
迷
っ

た
あ
げ
く
、
一
九
三
八
年
四
月
に
大
規
模
支
出
政
策
と
ト
ラ
ス
ト
規
制
の
両
方
を
採
用
し
、
こ
こ
に
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
は
、
「
第
三
期
」
と
い
わ
れ
る
時
期
に

突
入
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
税
制
面
に
お
け
る
財
界
の
攻
撃
は
、
ロ
ー
ズ
グ
エ
ル
ト
の
反
撃
を
全
く
許
さ
な
い
ほ
ど
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
強
度
の
累
進

税
構
造
や
遁
脱
防
止
規
定
の
こ
と
ご
と
く
が
不
満
の
種
で
あ
っ
た
が
、
特
に
未
分
配
利
潤
税
は
全
く
我
慢
の
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
同
税
こ
そ
が
、
新
た
な

ハ
6
)

恐
慌
を
導
い
た
元
凶
な
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
以
上
の
様
な
動
向
を
反
映
し
て
、
一
二
七
年
八
月
に
設
け
ら
れ
た
の
が
、
「
現
行
税
法
の
公
平
と
安
定
性
を
促
進
し
、
娘
難
を
除
去
し
、
事
業
活
動

円

7
v

を
強
化
す
る
」
た
め
の
諸
方
策
を
勧
告
す
る
た
め
の
下
院
歳
入
小
委
員
会
で
あ
っ
た
。
小
委
員
会
は
六
三
の
改
革
勧
告
を
お
こ
な
っ
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
そ

の
中
心
は
、
未
分
配
利
潤
税
で
あ
り
、
報
告
書
は
、
種
々
の
弊
害
を
指
摘
し
た
後
、
「
未
分
配
利
潤
税
の
原
理
は
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
税
は
、
根
木
的

{
8
v
 

に
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
未
分
配
利
潤
税
の
大
幅
改
正
と
税
率
引
き
下
げ
を
提
案
し
た
。
歳
入
委
員
会
と
下
院
本
会
議
は
、
ど
う
に
か
未
分
配

利
潤
税
の
残
尾
を
留
め
た
法
案
を
可
決
し
た
が
、
上
院
財
政
委
員
会
は
、
一
層
強
硬
で
、
む
し
ろ
「
原
理
の
完
全
な
廃
止
」
を
主
張
し
、
こ
の
案
が
、
ラ
フ
オ
レ

ッ
ト
と
バ
ー
ク
レ
ー
の
僅
か
二
名
の
反
対
を
う
け
た
の
み
で
、
上
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
た
。
か
く
し
て
両
院
協
議
会
で
妥
協
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
懸
命
の
圧
力
が
ど
う
や
ら
功
を
奏
日
下
院
案
が
復
活
し
た
が
、
そ
の
期
限
は
三
九
年
一
に
ー
ま
で
と
さ
れ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト

は
ひ
ど
く
落
胆
し
、
拒
否
権
発
動
を
真
剣
に
考
慮
し
た
が
、
結
局
、
同
法
案
が
、
署
名
な
し
に
発
効
す
る
の
を
認
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
財
界
や
保
守
派
の
未
分
配
利
潤
税
攻
撃
は
止
む
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
三
八
年
、
選
挙
に
お
い
て
共
和
党
勢
力
が
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
や
へ
ン
ダ

l
ソ
γ
、コ

l
エ
ン
等
の
改
革
派
ニ
ュ

l
デ
ィ
ー
ラ
ー
達
は
、
本
税
の
原
理
を
あ
く
ま
で
健
全
で
あ
る
と
し

て
、
存
続
を
主
張
し
た
が
、
穏
健
な
立
場
か
ら
本
税
の
廃
止
を
主
張
す
る
モ

1
ゲ
ン
ソ

l
ゃ
、
マ
ジ

l
ル
に
換
っ
た
財
務
次
官
ハ
イ
ン
ズ
の
発
言
力
が
、
増
大

し
て
ゆ
く
の
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
三
九
年
五
月
二
七
日
、
下
院
歳
入
委
員
会
に
登
場
し
た
財
務
長
官
モ
l
ゲ
ン
ソ

1
は
、
税
制
改
革
の
指
針

が
自
由
企
業
の
拡
大
と
個
人
投
資
の
促
進
、
均
衡
財
政
の
維
持
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
「
未
分
配
利
潤
税
は
、
ほ
と
ん
ど
歳
入
を
生
ま
ず
、
事
業
に
対

論
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す
る
効
果
を
有
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
広
範
で
感
情
的
な
非
難
の
故
に
、
心
理
的
刺
激
と
し
て
の
卓
抜
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

現
行
形
式
に
よ
っ
た
の
で
は
、
税
が
法
人
に
よ
る
利
潤
留
保
に
よ
っ
て
個
人
所
得
税
を
回
避
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
健
全
な
目
標
を
達
成
で
き
な
バ
ピ

と
し
て
、
三
九
年
度
終
了
を
ま
た
ず
即
時
廃
止
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。
財
界
及
び
保
守
派
は
、
自
ら
理
性
的
と
信
じ
て
い
た
が
故
に
、

h
w

感
情
的
4

と
名
づ

け
ら
れ
た
点
以
外
で
、
こ
の
証
言
を
歓
迎
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
し
て
廃
止
案
は
、
さ
し
た
る
反
対
も
な
し
に
上
・
下
院
を
通
過
し
た
。
財
界

は
「
未
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
長
期
的
且
つ
断
固
た
る
抗
争
に
勝
時
〕
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
署
名
を
拒
み
、
こ
の
法
案
も
、
大
統
領
の
署
名

な
し
で
成
立
し
た
。

ま
た
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
以
外
に
も
、
三
八
、
三
九
年
法
は
、
「
事
業
を
一
層
促
進
し
、
強
化
す
る
た
め
」
の
企
業
優
遇
措
置
を
い
く
つ
か
導
入
し
、
財
界

の
意
向
を
容
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

仁3

有
賀
・
前
掲
書
、
二

O
二

l
五
頁
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
一
四
八

l
一
五
七
頁
、
新
川
・
前
渇
雲
、
一
八
九
!
↑
九
四
頁
、
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ

l

・
前
掲
書
、
四
一
一
一
一
頁
以
下
、

F
己
ア
毛
・
円

pw
喜
一
山
田

i
N
O
T
F
S
F
毛
・
円

P
J
3・
4
3
1当吋・

(
2
)

浅
沼
潤
三
郎
「
米
国
に
お
け
る
租
税
回
避
の
理
念

ω」
税
法
学
一
六
七
号
一
九

l
一一一一一頁、

Ecf
毛

-
S
J
毛

-
-
U
U
|呂
田
町

F
Z
F
4・

5
・
甘
・
ミ
コ
等
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
「
手
紙
」
の
全
文
は
、
出
・

ζ
-
C
5〈
2・
て

z
g
E
S
H
h
g
』

V
R
F
N民

h
b
g号、・

3
・
3
M
l一
回
目
・
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
3
〉

E
Cア
之

内

hH--
宅

N
R
I
N
D
T
F
E
R
-
。、・

2HJ
宅
-
A
3
1ミ
∞
・

ω自
FLEE-
毛
・

2HJ
刀
・
一
印
印
巾
ご

2
・

(
4
)

ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
一
月
七
日
の
財
政
教
室
回
で
、
再
び
「
完
全
に
均
衡
し
た
予
算
は
今
や
不
定
で
あ
る
が
、
そ
う
速
く
な
い
未
来
に
お
い
て
保
障

さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
・
前
掲
書
、
四

O
五
頁
)
。

(
5〉
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
・
前
掲
書
、
四

O
九
頁
以
下
、
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
九
四
頁
以
下
、

E
C一
-
毛

-
h
p・
3
・
M
M
o
l
N
ω

士

F
円

H5・
。
、

.
5
J
3・
お
同
|
品
∞
印
一
新
川
・
前
掲
書
、
二
二
七

l
一一一一一四頁、

ω門戸仏内
E
r
F
h
r
F
g
F
毛

-
n
a
-
-
2
Y
8印l
iち∞・

(
6
)

野
津
・
前
掲
書
、
五
一
二
三
l
四
頁
。
ル
ク
テ
ン
パ
l
グ
・
前
掲
室
宍
二

O
二
l
一
二
、
二

O
七
頁
、
新
川
・
前
掲
畳
一
回
、
二
二
三
頁
。
ェ
ッ
ク
レ
l
ズ
や

ホ
プ
キ
ン
ズ
の
計
画
派
は
未
分
配
利
潤
税
の
背
後
に
あ
る
頑
固
な
新
事
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
主
義
に
反
対
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
税
に
は
も
と
も
と
批
判
的
で
あ

っ
た
が
、
労
働
界
を
代
表
す
る

A
F
L
の
代
表
者
さ
え
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
租
税
の
中
で
、
現
行
の
留
保
所
得
税
と
資
産
損
益
謀
税
と
は
、
今
日
尚
最

北法26(2・61)155

(
l〉

アメリカに於ける法人税の発達



説

高
水
準
に
あ
る
失
業
を
惹
起
す
る
上
に
働
い
た
最
大
の
要
素
で
あ
っ
た
」
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
(
野
津
・
前
掲
書
、
五
四
三
頁
)
。

(
7
〉
野
津
・
前
掲
雲
、
五
三
四
l
五
頁
、

pzf
毛
円
帆
?
官
-
M
O
U

・

(
8
)
可

E
一帽。、・
2

H

・・℃

N

一0
・

(
9
)
野
津
・
前
掲
書
、
五
三
六
頁
、

F
乙
凶
毛
・
2

H

W

H

V

・
三
日
.

(
叩
)
野
、
津
・
前
掲
謡
、
五
四
五
|
六
頁
。
ル
ク
テ
ン
パ

1
グ
・
前
掲
書
、
ニ

O
七
頁
。

(
け
)
野
洋
・
前
掲
言
、
五
三
七

i
八
頁
、
ル
ク
テ
ン
パ

1
グ
・
前
掲
雷
、
二

O
七
|
八
頁
、

3
2ア
主
町
民
H

・・℃

-N↓
ω
一
F
Z
F
も
-

h

止
場
開
》
・
当
山
・

(ロ〉

H
V
山口

-w
毛

-nhHJ
宅
同
一

ω
l
N
一
印
二
P
E
R
S
-
E
H
-
w
℃-
A

∞∞・

ω
Z
L
σ
E
E
b
F
S
F
毛
・
町
民
同

-
L》
・
お
ω・

(
門
川

)
E
C
-
w
S・
5
・
宅
・
叫
}
印
l
l
N
一目・

(
川
内
〉
匂

E}唱。、
-
h
h
H

・・℃・

2
∞・

(

は

は

)

H

V

E

ァ
。
、
・
ミ
?
・
匂
-
N
}
∞・

(
同
)
野
津
・
前
掲
者
、
五
四
七
|
五
五
一
官
具
、

F
E
F
ξ

論

町民
H

e

芸
品
∞
O
|
お
f
A
2
・
参
照
。

五
改
革
を
志
向
す
る
ニ
ュ
l
デ
ィ
l
ル
は
、
三
九
年
の
年
頭
教
書
に
お
い
て
、
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、
「
社
会
改
革
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
闘
争
の
時

期
は
過
ぎ
た
。
今
や
こ
れ
ま
で
の
改
革
の
成
果
を
保
持
す
る
た
め
に
景
気
回
復
の
過
程
を
促
進
す
る
こ
と
に
全
力
を
尽
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
よ

り
、
終
了
し
た
。
お
り
か
ら
国
際
情
勢
は
次
第
に
緊
迫
し
、
国
内
的
に
は
団
結
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
人
々
は
改
革
や
財
界
攻
撃
に
あ
き
あ
き
し
て
い
た
。
ま

た
戦
争
は
巨
大
な
需
要
を
提
供
し
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

f
は
国
防
力
強
化
の
必
要
性
合
説
き
、
軍
需
生
産
の
増
強
に
と
り
か
か
る
過
程
で
、
そ
れ
を
積
極
的
財

政
支
出
に
結
び
つ
け
、
遂
に
は
改
革
に
か
え
て
軍
需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
不
況
克
服
の
主
要
手
段
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

税
制
面
に
お
け
る
中
心
問
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
巨
大
な
戦
争
支
出
を
だ
れ
か
ら
徴
収
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
や

議
会
の
進
歩
派
は
、
累
進
税
措
偽
造
の
強
化
や
法
人
税
率
の
引
き
上
げ
な
ど
に
よ
る
富
裕
者
、
大
企
業
課
税
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
財
界
や
議
会
を
支
配
し
た

保
守
派
は
そ
も
そ
も
大
規
模
な
増
税
に
反
対
す
る
と
と
も
に
、
各
種
の
特
別
措
置
導
入
に
よ
る
企
業
優
遇
、
個
人
免
税
点
の
引
き
下
げ
、
個
人
所
得
税
最
低
税

率
の
引
き
上
げ
に
よ
る
大
衆
課
税
を
端
的
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
最
初
の
戦
時
税
法
は
、
四

O
年
の
二
つ
の
歳
入
法
で
あ
る
。
前
年
の
春
頃
よ
り
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
・
ナ
チ
ス
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
は
じ
め
た

が
、
そ
れ
に
対
応
し
て
合
衆
国
は
、
徐
々
に
連
合
国
撲
助
に
と
り
か
か
り
、
軍
事
支
出
を
本
格
化
さ
せ
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
連
邦
議
会
は
大
統
領
の
要
請
に
基

北it26(2・62)156



f二コ

づ
き
歳
入
法
案
を
作
成
し
、
審
議
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
下
院
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
ル
l
ル
を
決
議
し
た
た
め
、
戦
争
介
入
と
放
慢
支
出
を
非
難
す
る
共
和
党
議

員
が
僅
か
に
反
対
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
上
院
は
、
コ
ナ
リ
!
の
特
別
高
率
所
得
税
提
案
と
ラ
フ
オ
レ
ッ
ト
の
法
人
超
過
利
潤
提
案
を
採
択
し
た
も
の

の
、
両
案
は
い
ず
れ
も
両
院
協
議
会
に
お
い
て
削
除
さ
れ
、
結
局
原
案
が
ほ
と
ん
ど
修
正
な
し
に
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
四

O
年
・
第
一
歳
入
法
は
「
恒
久
」
改

正
と
五
年
間
の
「
臨
時
」
防
衛
税
よ
り
な
っ
て
お
り
、
前
者
は
、
個
人
所
得
税
の
免
税
点
を
引
き
下
げ
、
高
額
所
得
よ
り
も
、
低
所
得
へ
の
謀
税
を
強
化
し
、

後
者
は
個
人
所
得
税
、
法
人
税
、
遺
産
贈
与
税
、
超
過
利
潤
税
、
資
本
株
式
税
等
の
税
率
を
一

O
M引
き
上
げ
、
四
三
の
物
品
税
率
を
大
幅
に
引
き
上
げ
た
。

し
か
し
こ
の
税
法
に
よ
り
低
所
得
層
の
租
税
負
担
は
著
し
く
増
大
し
、
従
来
の
不
公
平
は
更
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
戸

し
か
し
な
が
ら
赤
字
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
続
け
、
他
方
に
は
造
船
、
航
空
機
製
造
業
な
ど
を
中
心
に
戦
勝
利
得
の
発
生
が
問
題
と
な
り
は
じ
め
た
の
で
、
超

過
利
潤
税
の
施
行
を
望
む
戸
が
強
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
ロ

l
ズ
‘
ヴ
エ
ル
ト
は
同
四

O
年
七
月
に
議
会
に
特
別
教
室
田
を
送
り
、
超
過
利
潤
税
の
導
入
を
促
し
、
結

局
、
同
年
一

O
月
の
「
第
二
・
四

O
年
歳
入
法
」
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
法
は
、
防
衛
産
業
関
連
機
械
・
設
備
の
償
却
期
間
を

二
O
年
か
ら
五
年
に
短
縮
し
、
更
に
「
コ
ス
ト
・
プ
ラ
ス
契
約
」
に
よ
る
利
潤
制
限
の
範
囲
を
拡
大
す
る
な
ど
、
軍
需
産
業
の
利
益
を
十
分
に
保
障
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
四

O
年
末
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
を
「
民
主
主
義
の
大
兵
器
廠
」
と
す
る
決
意
を
か
た
め
、
軍
需
支
出
を
ま
す
ま
す
増
大
さ
せ
た

〈

7
J

た
め
に
、
ま
た
し
て
も
増
税
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
四
一
年
一
月
八
円
、
議
会
に
予
算
教
室
同
を
送
り
増
税
法
案
の
審
議
を
促
す
に
至
っ
た
が
、
そ
の

内
容
は
、
公
債
を
増
大
さ
せ
る
一
方
、
消
費
の
畏
縮
、
生
尿
能
力
の
フ
ル
可
動
の
阻
害
及
び
労
働
の
遊
休
を
も
た
ら
す
逆
進
的
な
低
所
得
者
課
税
(
源
泉
徴
収

制
)
を
避
け
、
担
税
力
を
考
慮
し
た
高
所
得
者
課
税
を
強
化
す
ベ
し
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
財
務
省
は
そ
こ
で
、
法
人
税
、
偲
人
所
得
税
、
遺
産
税
、
そ

の
他
大
衆
消
費
財
に
対
す
る
課
税
を
軒
並
み
大
幅
に
引
き
上
げ
る
一
方
、
集
積
し
た
超
過
利
潤
に
課
税
す
る
た
め
の
超
過
利
潤
税
法
の
改
正
な
ど
か
ら
な
る
増

税
法
案
を
作
成
し
た
。
そ
の
う
ち
大
部
分
は
下
院
歳
入
委
員
会
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
超
過
利
潤
税
の
改
正
は
財
界
の
圧
力
が
加
わ
っ
て
削
除
さ

れ
、
こ
の
歳
入
委
員
会
集
が
下
院
本
会
議
で
は
、
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
保
守
派
に
支
配
さ
れ
た
上
院
財
政
委
員
会
は
下
院
案
に
対
す
る
多
く

の
修
正
を
企
て
、
個
人
所
得
税
の
人
的
控
除
額
の
大
幅
引
き
下
げ
、
法
人
税
率
の
一
層
の
引
き
上
げ
な
ど
を
提
案
し
た
が
、
下
院
の
提
案
し
た
四

O
年
超
過
利

潤
税
法
で
は
課
税
し
き
れ
な
い
法
人
利
潤
に
対
す
る
一

O
%の
特
別
課
税
案
に
は
反
対
し
た
。
例
に
よ
っ
て
ラ
フ
ナ
レ
ッ
ト
は
人
的
控
除
の
引
き
下
げ
を
大
衆

課
税
の
強
化
と
し
て
攻
撃
し
、
上
院
本
会
議
で
も
、
修
正
案
を
提
出
し
て
抵
抗
レ
た
が
否
決
さ
れ
、
財
政
委
員
会
案
が
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
、
両
院
協
議

会
で
審
議
の
後
、
四
一
年
法
と
し
て
成
立
し
た
。

こ
の
四
一
年
法
は
多
く
の
物
品
税
率
を
引
き
上
げ
た
が
、
そ
の
中
心
は
何
と
い
っ
て
も
個
人
所
得
税
と
法
人
税
の
大
幅
矯
税
で
あ
り
、
特
に
前
者
の
免
税
点
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アメリカに於ける法人税の発達



説

の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
、
五

O
O万
の
申
告
書
の
提
出
と
二
五

O
万
の
納
税
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
お
り
v

ニコ

l
ヨ

l
ク
・
タ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
我
国

に
お
い
て
か
つ
て
採
択
さ
れ
た
断
然
重
く
、
か
つ
最
も
広
範
な
基
礎
を
も
っ
組
税
賦
課
」
で
あ
っ
た
。

四
一
年
一
二
月
七
日
、
日
本
軍
の
真
珠
湾
奇
襲
を
契
機
と
し
て
合
衆
国
は
遂
に
正
式
参
戦
に
踏
み
切
っ
た
た
め
、
ま
た
も
や
戦
費
調
達
の
た
め
の
増
税
が
企

て
ら
れ
た
。
今
回
は
度
重
な
る
増
税
に
対
す
る
人
々
や
企
業
の
不
満
が
大
き
く
、
審
議
は
は
な
は
だ
渋
滞
し
た
が
、
結
局
、
法
人
税
、
所
得
税
増
税
以
外
に
効

果
的
手
段
仰
い
な
か
っ
た
。
か
く
て
四
二
年
法
は
個
人
所
得
税
の
免
税
点
を
更
に
引
き
下
げ
、
そ
の
結
果
、
連
邦
所
得
税
は
偶
J

ノ
こ
と
な
き
大
衆
課
税
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
同
時
に
設
け
ら
れ
た
所
得
税
を
補
完
す
る
五
%
の
戦
勝
税
?
片
件
。
ミ

g
る
が
そ
の
傾
向
を
一
段
と
強
め
た
。
続
く
四
三
年
に
は
ル
l
ム
ル
提

案
を
修
正
し
た
源
泉
徴
収
制
度
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
低
所
得
賃
金
労
働
者
に
対
す
る
徴
収
は
強
化
さ
れ
た
が
、
続
い
て
進
め
ら
れ
た
四
三
年
歳
入
法
の
審
議
の

中
で
、
上
・
下
院
は
同
年
の
選
挙
対
策
と
し
て
、
イ
ン
フ
レ
防
止
の
た
め
の
増
税
を
主
張
す
る
ロ

l
ズ
グ
エ
ル
ト
や
経
済
学
者
の
勧
告
を
無
視
し
て
多
く
の
企

業
優
遇
措
置
や
減
税
措
置
を
採
用
し
た
ら
よ

1
5
1ト
は
遂
に
歴
史
上
初
の
歳
入
法
に
対
す
る
拒
否
権
を
行
使
し
喝
し
か
し
ロ

1
3
2ト
は

も
は
や
支
配
者
で
は
な
か
っ
た
。
上
・
下
院
は
や
す
や
す
と
三
分
の
こ
を
超
え
る
多
数
決
で
、
拒
否
権
を
乗
り
超
え
て
、
四
三
年
法
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
四
四
年
の
個
人
所
得
税
法
で
は
、
個
人
所
得
税
制
の
簡
素
化
が
図
ら
れ
、
戦
勝
税
の
廃
止
、
普
通
税
率
の
引
き
下
げ
な
ど
が
行
わ
れ
た
が
、
逆
に
付

加
税
率
は
引
き
上
げ
ら
れ
、
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
山
こ
の
よ
う
に
し
て
、
未
曽
有
の
増
税
と
イ
ン
フ
レ
の
脅
威
の
中
で
、
合
衆
国
は
終
戦
を

迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 
有
賀
・
前
掲
書
、
二

O
六
頁
、
ホ
フ
ス
タ
ッ
タ
l

・
前
掲
書
、
二
コ
一
九
|
二
四

O
頁。

ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
二
一
七
!
一
二
八
頁
。

そ
し
て
遂
に
は
、
こ
れ
が
、
政
府
と
寧
需
庵
業
の
結
合
か
ら
な
る
「
産
軍
相
互
依
存
体
制
」
の
基
礎
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
但
し
、
翠
需
支
出

に
よ
る
有
効
需
要
創
出
は
一
九
四
一
年
の
米
日
戦
争
以
降
太
格
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
九
三
八
年
頃
よ
り
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
軍
需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
不
況
克
服
策
と
し
て
計
画
的
に
利
用
し
た
の
で
は
な
い
。
参
照
、
森
呆
「
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
軍
事
化
へ
の
転
換
」
『
経

済
学
研
担
〔
北
海
道
大
〕
一
七
巻
一
号
、
向
山
・
前
掲
書
、
二
四
l
一
二
八
頁
、
斎
藤
・
新
川
「
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
の
展
開
」
(
岩
波
講
座
世
界

歴
史
〉
、
二
七
巻
四
二
八
九
頁
、
新
川
『
ニ
ュ

I
デ
ィ
!
ル
』
二
三
六

l
二
四
一
、
二
五
八
|
二
六
一
頁
、
司
・
』
・
浮
S
ヨ
F
P
R
Q向
、
宮
内
町
、

g丸

、。

E
5
(
Z
2
Jヘ2
T
m
g
m一
子
一
也
印
∞
〉

3
・
M
ω
i
z
u
ω
E
L
o
g
E
b
F
8
ω
m
L
V・

s
・
3
・
二
ム
l
-
一
日
∞
・
神
野
・
宇
治
田
・
前
掲
書
、
二

七
二
頁
以
下
。
ま
た
武
山
泰
雄
『
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
構
造
-
2
二

l
一
二
四
、
四
二
、
五
一
一
一
ー
ー
五
四
頁
、
一
九
五
八
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
)
は
、



口

「
土
地
軍
相
互
依
存
体
制
」
の
根
が
、
そ
も
そ
も
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
体
制
自
体
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

(
4
)
固
め
ご

g
E
P
F
N
p
h
2
1
5
h
hミ
ミ

ミ

h
h
p
℃
一
士
民

D
E
g
-
毛・

2
H
J
3・
8
1
2
一辺

33u
与

え

同

J
苦
-
N
P
M∞

(
5
)

四

O
年
・
第
一
歳
入
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、

H
P
0・
hV0・
の
-
∞

F
r
a
-
=、吋
2
0
Hり
色
。
邑
刃
包

2
5
〉円

2
0『↓

UAD--Jωo

凡山吉

-N円
g
p
h
g
-
吋
M-
芯ム

l
芯
∞
(
一

E
O〉
L
J
E】
唱
。
、
円
台
・

3
・
N印印
l
N
g
u
p吉
qw
毛

ミ

J
3・
4Sls念
品
・
を
参
照
。
ラ
フ
オ
レ

ッ
ト
は
、
こ
の
税
法
を
「
過
去
一

0
年
間
に
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
最
も
不
公
正
な
税
法
案
」
と
呼
ん
だ

(
E
C
d
R
ミ
・
ミ
?
℃
・
ム
ヨ
・
)
。

(
6
)

四

O
年
・
第
二
歳
入
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
豆
島
予
毛
・

2HJ
宅
-
芯
∞

l
a
T
Pロ
ア
之
内
た

J
3
M
m
M
lミ
y
p
z
p

。
、
・
円
止

J
3目

A
g
l会
∞
・
等
を
参
照
。
更
に
、
新
川
『
ニ
ュ

1

デ
ィ

l
ル
』
二
五

O
l二
五
一
頁
の
指
摘
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)

中
屋
・
前
掲
輩
出
、
二

O
O
l二
O
一
一
貝
、
新
川
・
前
掲
書
、
二
四
四

l
五
頁
。

(
8
)

四
一
年
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、

3
=ァ
ζ
・
ミ
・
宅
・
ミ
一
ー
ー
ミ

T
H
U
g
R
毛
・
町
民

HJ
七
百
・
印
日
!
日
口
町
・
を
参
照
。

(
9
)
可

E
f
。
、
・
ミ
F
-

古

吋
m-

(
叩

)
H
V
Eァ
。
』

Y
2
H・
4-yM吋
∞
二
同

PEa-
。
h
Y
2
H
司・印(〕印.

〈
日
)
一
フ
フ
オ
レ
ッ
ト
は
「
法
案
は
、
不
当
な
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
な
く
合
理
的
に
最
大
限
の
歳
入
を
調
達
す
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
、
中
・
高
所
得
層
に

対
す
る
個
人
附
加
税
か
ら
の
歳
入
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
全
く
担
税
力
原
理
の
範
囲
内
で
可
能
な
の
だ
。
法
案
は
増
税
負
担
の
不
公
正
で
危
険
な
分

担
を
低
所
得
グ
ル
ー
プ
に
負
わ
せ
、
最
低
生
活
限
度
を
侵
害
し
、
人
々
の
口
の
外
の
パ
ン
に
実
際
に
は
課
税
し
て
い
る
」
と
、
こ
の
法
案
を
非
難
し
た

(EC{d
。、・

2H-
主
eω
一品

lω
一日・)。

Q
-
E
c
-
-
も・

5
・
3
・
ω一∞
1
2
u
u
F
g
o
F
。
、
・
ミ
・
・
℃
・
印
一
目
・

(
刊
は
)
四
二
年
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
向
山
・
前
掲
書
、
一
一
一
一

O
頁、

p
c一
-
毛

hpe
宅

-
N
E
l
S
T
F
Z
R
も

-EH-w
宅
印
一
∞

ー
印
一
プ

ω
Z
ι
s
m
r
F
h
v
F
8
F
も

2H-wB-
玄
印

fl会
田
・
参
照
。

ハ
日
)
こ
の
点
は
、
特
に

3
巳
ア
毛

-hhH・
4
3・
ωN∞
1
2
?
に
詳
細
で
あ
る
。
源
泉
徴
収
制
度
は
、
徴
収
制
度
の
簡
素
化
の
ほ
か
に
、
緊
急
に
必
要
な
歳
入

の
迅
速
調
達
、
迅
速
な
購
買
力
の
縮
減
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
へ
の
効
果
的
な
対
応
等
の
目
的
を
も
有
し
て
い
た
(
を
九
J

司・

ωω
一
H
E
o
-
5
2
p
も・

5
・

3
・
ω
了
ω日
目
白

EEo--
も
・
町
民

H・・可
-Mω
一・)。

(
川
門
)
産
業
界
は
こ
の
頃
よ
り
、
戦
後
不
況
に
備
え
て
種
々
の
特
恵
賦
与
に
よ
る
利
潤
留
保
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
を
お
こ
な
い
は
じ
め
た

(Ec--

。、・

2
丹-w
同)司・

ω
印一山
lllω

印白・〉。

(
は
は
)
彼
は
、
こ
の
法
案
を
「
歳
入
調
達
と
し
て
は
全
く
不
十
分
」
で
、
「
租
税
法
案
で
は
な
く
、
足
止
可
で
な
く
司
2
身
の
た
め
の
救
済
を
規
定
し
た
租

税
救
済
法
案
」
で
あ
っ
て
、
「
法
案
は
特
定
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
弁
護
の
余
地
の
な
い
特
典
を
提
供
し
、
将
来
に
対
し
て
危
険
な
先
例
を
も
た
ら
す
条
文

で
充
満
し
て
い
る
」
と
激
し
く
非
難
し
た
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
議
会
を
痛
く
刺
激
し
、
逆
効
果
に
終
っ
た

(Ez--
。、・町民

HJ
℃・

ω
吋
一
巾
丹
凶
作
』
・
)
。
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説

ラ
ッ
ト
ナ
l
は、

ra
の
点
で
は
な
く
て
芯
込
の
点
で
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
エ
ラ
ー
が
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
(
何
回

g
q・
。
、
.
ミ
H

・・目
y

印↓∞・)。

(
U

町
田
o-gmwロ凶唱。
h
v

・町民同・・司・

ω
品・

(
国
)
四
三
年
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
向
山
・
前
掲
書
、
一
一
二
O
頁
、
宮

-Z2gSFtngmH2ωFog-
吋

E
F
t
a
z
一宮
ω
¥
・
2

除
草

-ps-NNE-a印i
吋
印
印
合
宝
ム
〉
引

F
子
。
、
.
門
戸
・

3
・
ω会
|ω
吋白川

H
U
Z
F
も・

5
・
3
・
m-
∞
!
日
一
回
・
を
参
照
。

(
げ
〉
四
四
年
法
の
個
人
所
得
税
法
の
審
議
経
過
と
内
容
に
つ
い
て
は
、

ω
z
r
E
E
h
p
F
g
p
も・

2H・・
3
・
主
で
よ
さ

u
pロ
ア
も
・

2
J
3
'

ω
芯
|
ω
U
M
U
F門口

R
。、・町民同よ同
u

・
2
?
を
参
照
。
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論

第
一
節

一ュ

l
デ

ィ

l
ル
税
制
の
成
立
過
程

第
一
款

法
人
及
び
個
人
に
対
す
る
課
税

個
人
所
得
税
負
担
の
増
大

既
に
み
た
よ
う
に
、
二

0
年
代
に
メ
ロ
ン
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
減
税
政
策
に
よ
っ
て
、
個
人
所
得
税
率
は
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い

た
。
例
え
ば
、
二
八
年
法
の
税
率
は
、
独
身
者
に
対
す
る
一
五

0
0ド
ル
又
夫
婦
子
供
無
に
対
す
る
三
五

0
0ド
ル
の
人
的
控
除
後
の
、

課
税
所
得
金
額
四

0
0
0ド
ル
に
対
す
る

%
Z
I
-
-
一
O
万
ド
ル
以
上
に
対
す
る
二
四
%
の
累
進
税
率
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
ニ
ュ

ー
デ
ィ

i
ル
期
を
通
じ
て
戦
時
へ
至
る
過
程
で
未
曽
有
の
J

同
率
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
序
説
に
説
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
三

二
年
法
は
、
税
率
を
各
々
、
課
税
所
得
金
額
四

0
0
0ド
ル
に
対
す
る
四
%
l
l
一

O
O万
ド
ル
に
対
す
る
六
三
%
に
ま
で
引
き
上
げ
た

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
・
高
額
所
得
者
の
所
得
税
負
担
が
ほ
ぼ
倍
加
さ
れ
た
o

さ
て
、
一
二
五
年
の
「
富
の
再
分
配
計
画
」
に
基
づ
く
富
裕

者
増
税
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
税
率
を
四

0
0
0ド
ル
に
対
す
る
四
W
A
l
l
五

O
O万
ド
ル
以
上
に
対
す
る
七
九
%
と
し
た
。
こ
れ
に
よ

〔

2
d

っ
て
従
来
税
率
の
累
進
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
た
一

O
O万
ド
ル
以
上
の
所
得
金
額
者
に
対
す
る
課
税
は
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
幅
も
せ
い
ぜ
い
一

O
Z前
後
に
す
ぎ
ず
、
中
・
低
所
得
者
の
税
負
担
も
増
大
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
相
対
的
に
高
額
所
得
者
の
税
負

担
が
増
大
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
、
三
一
ニ
l
l
一
二
六
年
の
納
税
者
分
布
を
み
る
と
、
全
納
税
者
数
の
八

O
Z，
迩
く
を
占
め
る



ロ
課
税
所
得
金
額
五

0
0
0ド
ル
以
下
の
低
所
得
納
税
者
の
納
付
額
の
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
極
く
僅
か
し
か
減
少
し
て
お
ら
ず
、
ま
た

同
じ
く

0
・
一
%
を
占
め
る
一
O
万
ド
ル
以
上
の
高
所
得
納
税
者
の
納
付
額
の
割
合
も
、
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
ニ
ュ
ー

デ
ィ
!
ル
所
得
税
が
富
の
再
分
配
に
は
た
し
た
役
割
は
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
活
発
さ
に
比
較
し
て
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

ま
た
ニ
ュ

i
デ
ィ

l
ル
税
制
の
↓
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
間
接
税
や
社
会
保
障
税
の
役
割
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
三
三
年

の
ガ
ソ
リ
ン
税
の
強
化
及
び
同
年
の
実
際
に
は
都
市
の
消
費
者
に
対
す
る
売
上
税
と
か
わ
ら
な
い
農
業
調
整
法
中
の
加
工
税
の
施
行
に
は

じ
ま
り
、
各
種
の
機
会
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
消
費
税
、
労
働
者
及
び
雇
用
者
に
対
す
る
人
頭
税
を
怠
味
し
た
三
五
年
の
社
会
保
障
税
は
、

そ
の
逆
進
的
性
格
を
も
っ
て
低
所
得
者
贈
を
苦
し
め
た
が
、
そ
れ
が
全
秘
税
歳
入
に
占
め
る
割
合
は
、
一
二
三
l
i
三
八
年
間
を
通
し
て
、
ほ

ぼ
四
l
五
O
%
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
に
同
じ
く
逆
進
的
効
果
を
有
す
る
州
税
、
地
方
税
、
関
税
な
ど
を
加
え
れ
ば
、

ニュ

1
デ
ィ
!
ル
期
に
お
い
て
人
々
の
税
負
担
は
ま
ず
ま
ず
増
大
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
低
所
得
層
に
過
重
な
不
平
等
税
制
で
あ
っ

た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

個
人
所
得
税
率
が
大
き
く
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
第
二
次
大
戦
中
の
止
む
を
得
、
ざ
る
増
税
政
策
の
最
中
に
お
い
て
で
あ
る
ド

即
ち
三
九
年
法
は
課
税
所
得
金
額
五
O
O
万
ド
ル
以
上
の
納
税
者
に
対
す
る
最
高
税
率
を
八
一
・
一
%
に
引
き
上
げ
、
更
に
四
三
年
法
は

最
高
プ
ラ
ケ
ッ
ト
を
二
O
万
ド
ル
に
引
き
下
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
税
率
を
九
一
%
に
ま
で
引
き
上
げ
た
か
ら
、
高
所
得
者
の
税
負
担
が
格

段
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
o

し
か
し
序
説
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
三
二
年
以
来
独
身
者
一

0
0
0ド
ル
、
夫
婦
子
供
無
二
五

0
0ド
ル
に
保
た
れ
て
い
た
人
的
控
除
は
三
九
年
法
に
よ
っ
て
各
々
八

0
0ド
ル
、
二

0
0
0ド
ル
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
更
に
四
一
年
法

に
よ
っ
て
各
々
五

0
0ド
ル
、
一

0
0
0ド
ル
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
o

ま
た
最
低
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
一
諜
税
も
、
三
二
年
以
来
四
O
O

北法26(2・67)161 
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0
ド
ル
に
対
す
る
四
%
で
あ
っ
た
も
の
が
四
O
年
法
に
よ
っ
て
二

0
0
0ド
ル
に
対
す
る
一
O
%
へ
と
強
化
さ
れ
、
更
に
四
三
年
法
で
は

二
0
0
0ド
ル
に
対
す
る
二
三
%
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
か
ら
、
低
所
得
者
に
対
す
る
課
税
の
強
化
も
、
は
な
は
だ
大
き
か
っ
た
と
い



説

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
納
税
を
免
れ
て
い
た
多
く
の
低
所
得
者
、
が
納
税
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
が
、
戦
時
中
に
進
行
し

た
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
労
働
者
の
名
目
賃
金
も
増
加
し
た
か
ら
、
納
税
人
口
は
ま
ず
ま
ず
増
加
し
、
か
く
し
て
個
人
所
得
税
は
、
社
会
政

策
実
現
の
手
段
か
ら
、
簡
便
に
全
国
よ
り
隈
な
く
歳
入
を
徴
収
す
る
大
衆
課
税
の
主
役
へ
と
転
化
し
た
の
で
あ
る
。

~^ 
6岡
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(
1
)

同
時
に
、
人
的
控
除
も
、
独
身
者
が
一
五
0
0ド
ル
か
ら
一

0
0
0ド
ル
へ
、
夫
婦
子
供
無
が
三
五
0
0ド
ル
か
ら
二
五
0
0ド
ル
へ
、
各
々
引
き

下
げ
ら
れ
た
。

(
2
〉
こ
の
点
は
、
既
に
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
教
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(
本
稿
本
号
一
四
九
頁
註

(
5
〉)。

(
3
)

こ
こ
で
は
、

A
・
H
-
ハ
ン
セ
ン
・
都
留
重
人
訳
『
財
政
政
策
と
景
気
循
環
』
一
二
七
頁
、
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
五
0
0
0ド
ル
|
一

O
万
ド

ル
の
所
得
者
を
、
便
宜
的
に
中
産
階
級
、
中
所
得
者
と
区
分
し
た
。

(

4

)

詳
し
く
は
、

2
・
0
・
〉
ロ
母
E
C
P
吋
品

-
H
a
H
3
F
N
N九
河
内

S
号、・

3
礼
勺
、
H
V
2
F
吋

Z
H
w
n
ζ
8
0問
自
匂

r
Z
0・
M

O

(
名
目
聞
広
口
間
同

G
P
O
-
ゎ・ぃ

o
g
-
-
2
3・
害
史
上
↓
0

・
を
参
照
。
そ
の
う
ち
特
に
参
考
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
図
表
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

※純所得グノレープ別の納税者数及び納税額

$ 1，000・$5，000 
pI'IICFIH，o¥I;E OFTAXPAYf.RS PERCENTACE Of TAllES PA1'D 

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 1，00 

l昌畠1929i・・・・・・・・.1930・・・・・・・・・・ 1931・
1932・・
1933・・
1934・
1935・
1936・

$100，000 AND OVER 
<><-"'"晶、T..，a:OFτ"'E~n.'，:r ~"r Of TAXユSP !̂D

100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 



∞ 

(
5
)

ハ
ン
セ
ン
・
都
留
訳
・
前
掲
書
、
一
二
七
頁
、
ル
ク
テ
ン
バ

l
グ
『
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
』
一
一
一
四
l
五
頁
、

G
・
コ
ル
コ
・
佐
藤
定
幸
訳
「
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
富
と
権
力
』
一
二
六

i
四
O
頁
、
向
山
「
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
構
造
』
九
四
|
九
八
頁
、
佐
藤
進
『
現
代
税
山
制
削
論
』
(
一
二
ム
六
ハ
九
l
一
七

O

頁
、
一
九
七

O
年
、
日
木
評
論
社
)
可
、
H河
FNrω弘昨
zロR司qF同♂u
叫吋4
白
E』口

〉P，』
.οc乙-Eι舟伶
2ロ己門子
7zω乙子戸ア暢(。川。
3誌号
n2吋3誌ミH
マ、3QミH立叱芯。
s道ぬ
g潟
札
。
。
苦
h、苫v苫。2句=刷さHご"=。
g誌。」¥、』守誌
R

札忌同ご凧芯e叉hミ札弐
Eぬミh
ι

同『辺

R町。苦偽
2F句F叫一回一∞
lzω
ア

吋
Z
史
υ
ζ
C
3
0
四日目

v
r
z
c
ム

(
〈
司
自
主
口
問
ぢ
P

U

の
日

(
U
H
N
O
u
E
さ・

(
6
〉
〉
邑

3
3・
。
、
・
門
誌
-
宅
・

5-fil--
∞
ご
ハ
ン
セ

γ
・
都
留
訳
・
前
掲
書
、
一
二
八
l
一三一

O
、二一一一一一
l
一一一一五頁、

F
Z
F
も・

5
・・

3
・

印一
0
1
2
ご
都
留
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
』
一
七
一
!
一
一
頁
。

(
7
)

〉
邑

g
c
p
も・

2HJ
宅

J
g
i
g
-
二
ω
l一
寸
品
川
ハ
ン
セ
ン
・
都
留
訳
・
前
掲
書
、
ご
二
一

l
一
一
二
二
、
一
一
二
五

l
一
三
七
頁
。
な
お
、
三

O

年
代
の
州
・
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に

ω骨
E
o
g
E
お
町
内
3
0
F
吋
宮
町
〈
お
お
お
た
と
同
ご
円
。
ミ
。
¥
阿
古
門
、
E
H
G
A

句

E
X
F
N
Z
L
え・・

宅
・
お
一
ー
ー
ム
ω
?
参
照
。

(
8
)

コ
ル
コ
は
辛
練
に
、
「
古
向
額
所
得
者
の
高
率
課
税
は
ニ
ュ

l

・
デ
ィ
1
ル
の
到
来
と
と
も
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
第

二
次
世
界
大
戦
参
戦
の
接
近
と
と
も
に
は
じ
め
て
始
ま
っ
た
。
所
得
税
率
の
引
上
げ
は
、
世
界
情
勢
に
対
す
る
ル
1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
の
対
策
と
し
て

登
場
し
た
の
で
あ
っ
て
、
富
の
分
布
の
不
平
等
の
矯
正
と
い
う
社
会
政
策
に
意
識
的
に
し
た
が
っ
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
(
コ
ル
コ

・
佐
藤
訳
・
前
掲
書
、
一
二
六
頁
〉
。

〈

9
)
民
D
E
E
m
-
C室料偽札

P
R
2
?虫
色
、
。
h
z
k
w

宅・

2
・

a
u
コ
ル
コ
・
佐
藤
訳
・
前
掲
書
、
三
八
l
四
二
頁
、
民
生
巾

B
E
D
-
吋
2
2・

じ
も
宮
内
2
w
bミ
ミ

ミ

と
2
・
3
・

-Ml-f
向
山
・
前
掲
書
、
一
一
一
一
一

l
ご
二
三
頁
。

アメリカに於ける法人税の発達

法
人
課
税
の
強
化

法
人
税
の
動
向
に
も
、
個
人
所
得
税
の
場
合
と
同
じ
様
な
推
移
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
法
人
税
も
三
九
年
以
前
に
は
さ
し
た
る
課
税
の

強
化
を
み
ず
、
第
二
次
大
戦
の
最
中
に
お
い
て
大
幅
増
税
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

北法26(2・69)163

三
二
年
法
は
、
従
来
の
法
人
税
率
を
わ
ず
か
一
・
七
五
%
引
き
上
げ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
更
に
三
三
年
法
は
、
法
人
資
本
税
、
超
過
利

潤
税
、
法
人
配
当
税
と
い
う
三
種
の
税
の
新
設
に
よ
っ
て
課
税
強
化
を
図
っ
た
の
み
で
、
法
人
税
率
自
体
に
は
手
を
つ
け
て
い
な
い
。



説

法
人
税
理
論
に
、

ユ
ニ
ー
ク
な
論
点
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
二
一
五
年
の
「
富
の
再
分
配
計
画
」
を
提
唱
し
た
ロ

l
ズ
グ
ェ
ル
ト
の
特
別

北法26(2・70)164

教
書
で
あ
る
。

ロ
ー
ス
ヴ
ェ
ル
ト
は
そ
の
中
で
、
政
府
が
法
人
に
与
え
て
い
る
便
益
は
、
法
人
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
場
大
す
る
こ

i命

と
、
小
企
業
は
保
護
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
巨
大
な
資
本
を
擁
す
る
企
業
は
そ
の
経
済
力
及
び
便
宜
に
相
当
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
こ

と
、
な
ど
を
根
拠
に
、
法
人
累
進
課
税
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
は
従
来
の
よ
う
に
法
人
税
を
個
人
所
得
税
の
単
な
る
補
完
物
と
と
ら
え
る

の
で
は
な
し
に
、
自
覚
的
に
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
と
し
て
法
人
税
を
理
解
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
o

し
か
し
、
こ
の

(
3
v
 

法
人
累
進
課
税
提
案
は
、
審
議
の
過
程
で
強
い
反
対
を
被
り
、
結
局
成
立
案
で
は
、

一
二
・
五

l
一
五
%
と
名
目
的
な
累
進
化
が
図
ら
れ

た
に
と
ど
ま
っ
た
。

さ
て

一
層
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
提
案
が
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
法
人
税
制
の
根
幹
に
触
れ
る
重
要
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、
特
に
上
院
財
政
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
改
編
に
よ
っ
て
、
論
思
的
説
得
力
を
欠
く
単
な
る
留
保
利
潤
付
加
税
に
落

と
し
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
三
六
年
法
は
、
法
人
税
率
を
八
l
一
五
%
の
累
進
税
率
と
し
、
中
小
法
人
に
対
す
る
課
税
を
若
干
緩

和
し
た
。
更
に
三
八
年
法
は
、
未
分
配
利
潤
税
大
幅
縮
小
の
代
償
と
し
て
一
般
的
に
課
税
を
強
化
し
、
税
率
を
一
一
了
五
l
二
ハ
%
と
し

た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
六
年
法
で
は
七
%
あ
っ
た
税
率
格
差
が
、

ま
っ
た
。

わ
ず
か
に
三
・
五
%
へ
と
圧
縮
さ
れ
、
累
進
度
は
弱
め
ら
れ
て
し

法
人
税
収
入
は
、
大
恐
慌
期
に
法
人
所
得
が
激
減
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
三
四
・
三
五
年
に
は
全
連
邦
歳
入
の
一
四
%
を
占
め
て
い
る

に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
景
気
の
回
復
が
み
ら
れ
た
三
六
年
に
は
一
六
・
四
%
、
三
七
年
に
は
二

O
w
m
へ
と
、
そ
の
割
合
を
増
大
さ
せ
た
。

し
か
し
、
そ
の
税
負
担
も
、
大
法
人
よ
り
も
む
し
ろ
中
規
模
法
人
に
重
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
こ
に
も
、

〈

7
)

む
く
結
果
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一ュ

l
デ
ィ

1
ル
の
理
念
に
そ

法
人
税
の
本
格
的
増
税
、
が
図
ら
れ
た
の
は
四

O
年
以
降
で
あ
り
、

四
O
年
法
は
法
人
税
率
を
一
三
・
五

l
一
九
%
と
し
た
ほ
か
、
周
年



に
は
二
五

l
五
O
M
の
税
率
よ
り
な
る
戦
時
超
過
利
潤
税
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
数
回
に
わ
た
り
法
人
税
率
及
び
超
過
利
潤
税
率
の
引

き
上
げ
が
行
わ
れ
た
が
、
法
人
税
率
の
最
高
は
四
二
年
法
の
四
O
M
、
超
過
利
潤
税
率
の
最
高
は
四
三
年
法
の
九
五
克
で
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
法
人
税
と
超
過
利
潤
税
の
収
入
額
は
格
段
に
増
大
し
、
四
二
1
1
四
五
年
の
間
に
は
、
全
連
邦
歳
入
の
三
O
%
以
上
を
占
め
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
重
要
度
も
増
し
た
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
法
人
税
負
担
を
減
少
さ
せ
る
幾
つ
か
の
特
別
措
置
の
導

入
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
、
三
九
年
法
に
よ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
控
除
規
定
の
緩
和
、
四
O
年
第
二
歳
入
法
の
軍
事
用
施
設
の
償
却
規
定

四
一
年
の
超
過
利
潤
税
修
正
法
の
未
使
用
超
過
利
潤
控
除
の
二
年
間
の
繰
越
控
除
、
四
二
年
法
の
超
過
利
潤
税
算
定
の
た
め
の

の
緩
和
、

基
準
年
度
所
得
の
一
舟
評
価
規
定
、
未
使
用
超
過
利
潤
控
除
の
二
年
間
の
繰
戻
し
規
定
、
長
期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
期
間
の
二
年
か
ら

四
三
年
法
の
鉱
業
会
社
に
対
す
る
免
税
措
置
の
拡
大
、
法
人
組
織
変
更
の
際
の
減
価
償
却
並
び
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ

イ
ン
及
び
ロ
ス
計
算
の
た
め
の

1
E
R
E
S
H
-田
宮
田
町
認
容
の
範
囲
の
拡
大
、
及
び
百
分
率
減
耗
償
却
の
認
容
範
囲
の
拡
大
な
ど
が
そ
れ

六
か
月
へ
の
短
縮
、

仁コ

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
企
業
、
特
に
軍
需
企
業
の
税
負
担
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る。

アメリカに於ける法人税の発達

〈1
)

訟
人
資
本
税
と
は
、
公
表
資
本
額
一

0
0
0ド
ル
毎
に
一
ド
ル
の
消
費
税
を
課
す
も
の
、
法
人
配
当
税
と
は
、
内
国
法
人
以
外
の
配
当
受
領
者
に
五
%

の
源
泉
徴
収
所
得
税
を
課
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
超
過
利
潤
税
と
は
、
当
該
課
税
年
度
の
所
得
が
同
法
人
の
前
年
度
公
表
資
本
額
の
一
一
了
五
%
を
超

え
る
時
に
は
そ
れ
に
五
%
の
課
税
を
な
す
も
の
で
、
公
表
資
本
額
を
低
く
し
て
法
人
資
本
税
回
避
を
企
て
る
の
を
防
止
し
、
法
人
資
本
税
を
補
完
す
る

役
割
を
有
す
る
。
従
っ
て
戦
時
超
過
利
潤
税
と
は
全
く
性
質
を
異
に
寸
る
〈
〉
旦

3
0口
頃
。
守
2
H
J

宅
-
一
同
∞
l
-
M
?
の
・
』
・
国
百
三
=
四
e

叫

4Eリぬと
S

ミ

む

占

有

S
F
H
3
3
F
ゴ4

開。γ
向。ロ
o
m
s
r
Z
0・
∞
〔
君
主
回
口
問
件
02
・
0

の
-
一
の

8
・一回全〕・

3
・
回
吋
|
百
一
名
』

-
F
P
L
E
L
-

E

〉
∞
ユ
o
h
D
B
R
一三

-
3
0『
司
丘
町

E
-
、H，Z
2

8
円

U
C
号
G
E
E
D
Z
ω
F
E
R

一∞町一
¥u

吋
ト
弘
仰
の
同
v・
M
m
?
N
吋N
〔
-20〕
U

野
津
高
次
郎
『
米
国
税
制

発
達
史
』
一
二
三
八
|
三
四
二
良
。

(
2
)
同

NGD
田宮、
o
x
・
MMNh何
ん
た

hvahV2・h

晶
、
え
与
丸
丸
、
ぬ
と
2
・〈
D}
・k
ア

-u-M
吋印・
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説

(
3
)

担
税
力
と
い
う
概
念
は
個
人
に
の
み
該
当
し
、
法
人
に
は
適
用
不
可
と
い
う
の
が
、
従
来
の
一
般
的
理
解
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
米
国
鉄
道
会
社
協

会
代
表
R
・
v・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
一
証
言
し
て
い
る
。
「
所
得
税
は
能
力
に
応
じ
て
-
課
税
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
法
人
は
一
般
に
認
め
ら
る

る
如
く
、
投
資
せ
る
個
人
の
集
会
で
あ
り
個
人
の
能
力
は
他
の
源
泉
よ
り
の
所
得
を
総
合
し
な
け
れ
ば
測
り
え
な
い
。
法
人
の
所
得
の
大
小
に
よ
る
累

進
課
税
は
、
大
企
業
に
投
資
せ
る
個
人
に
罰
金
を
課
す
る
に
等
し
い
」
(
野
津
・
前
掲
書
、
四
四
一
頁
)
。
な
お
、

H
Y

∞
古
伊
E
r
r
同コぬ

Ha"・2
5
A

H
U
R
F
N

帆
町
、
。
白
骨
子

3
・
M
M吋

l
Nお
・
の
論
議
も
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
4
)
司
百
三
口
mw
も

2H-w
向
者
・
芯

l
a
.
詳
し
く
は
、
本
稿
、
後
山
第
二
節
第
一
款
参
照
。

(
5
)

山
吉
E
口問・。、・

2

?

?
ミ・

(

6

)

(

い
『
・
出
可
=
ロ
百
四
峰
。
』
守
町
民
同
-
w

官
∞
乙
・
〉
・
同
V
2
7
2白
P

『
ミ
司
ミ
吋
Q
-
H

』u
三
崎
町
、
(
〈
〈
g
r
z
m
g
p
U
(
U
H
M凶
g
c
r
E
g
Hロω
色丹三
Z
P

一
回
目
白

)
L
N
ω
ア
〉

3
2
F
(
U
吋，

m
z
o
の
l
ω
(
3・
M
吋田

l
N吋
ご
・

(
7
〉
国
百
三
口
問
唱
。
、
門
戸
・
官
官

-
E
l
g
.

(
8
)

都
留
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
岡
崎
』
一
七
一
一
良
。

(
日
)
ま
た
減
価
償
却
額
も
、
中
小
企
業
と
大
企
業
と
で
は
大
き
な
差
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る

日
中
|
ω

∞・)。
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論

(の『・同日ミ
E
F
口
問
咽
。
hv
・
2
H
・・

2
)

第
二
款

受

取

配

当

に

対

す

る

課

税

の

強

化

法
人
の
財
産
又
は
所
得
に
課
税
さ
れ
た
場
合
、
株
主
の
保
有
す
る
株
式
や
配
当
は
、
全
額
又
は
法
人
課
税
相
当
額
が
、
個
人
に
対
す
る

財
産
税
又
は
所
得
税
を
非
課
税
に
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
南
北
戦
争
当
時
の
州
法
人
税
制
施
行
以
来
、
広
く
流
布
し
た
方
式
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
「
二
重
課
税
は
不
当
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
さ
し
た
る
検
証
を
得
る
こ
と
な
く
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
大
原
則
は
、
一
二
六
年
に
至
り
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
あ
る
偶
然
の
結
果
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
偶
発
事
も
、
三

0
年
代
に
高
ま
っ
た
配
当
課
税
強
化
の
強
い
風
潮
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
、

以
下
の
記
述
か
ら
判
明
す
る
だ
ろ
う
。

(
l
)
 
問
問
・
司
E
R
E
-
L
・
ま
同
リ
止
め
B
-
吋

E
m件
MDロ
D
『同口口
D
E
O
m
wコ
仏

p
c
c
g
¥
v
二
k
H

苦
・
同
町
内
。
誌

河内州、・〈
ωロ℃七・
γ
一品∞
.
5
4
〈
一
回
同
一
〉
町
内

-
N
.



〉

ω。r
m
E
5・
阿
己
Q
H
S
吋

Q
H
a
s
p

コ
子

E
-
古

-
M
U
∞
目
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
一
条
一
一
二
項
は
、
「
合
衆
国
法
の
も
と
で
免
税
と
さ
れ

て
い
な
い
凡
て
の
州
内
の
財
産
は
、
そ
の
価
値
の
割
合
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
州
最
高
裁

は
、
法
人
財
産
と
伺
人
持
分
の
双
方
に
課
税
す
る
州
税
法
を
違
憲
と
し
た
(
切
号
常
〈
・
~
凶
え
N
Q
戸

句

。
ωア
印

旧

与

w

巴
口
)
。
州
裁
判
所
の
判
決
は
、

法
人
財
産
と
株
主
の
持
分
に
対
す
る
課
税
が
二
重
課
税
で
あ
っ
て
、
州
憲
法
の
平
等
条
項
、
適
正
手
続
条
項
に
違
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
、

そ
も
そ
も
二
重
課
税
に
該
当
し
な
い
と
す
る
も
の
、
二
重
課
税
で
は
あ
る
が
立
法
府
が
望
ん
だ
以
上
許
さ
れ
る
と
す
る
も
の
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
当
時
よ
り
、
二
重
課
税
排
除
措
置
は
富
裕
者
優
遇
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
(
河
-

N

〈
・
ミ
ミ

2
7

、
。
三
河

2
ら
お
阿
見

S
戸
主
〉
・
ヨ
ア
同
一
戸
門
主
ο
〔
一
呂
田
〕
)
。
し
か
し
、
以
上
の
詳
細
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

個
人
株
主
の
受
取
配
当

三
二
年
法
の
審
議
過
程
に
お
け
る
受
取
配
当
控
除

受
取
配
当
控
除
の
廃
止
を
求
め
る
-
安
求
は
、
年
く
も
三
二
年
法
の
審
議
過
程
で
発
せ
ら
れ
た
。
即
ち
、
財
務
省
案
は
も
と
よ
り
、
当
初

(斗

の
下
院
歳
入
委
員
会
作
成
の
法
案
は
、
配
当
課
税
の
点
に
つ
い
て
は
、
付
加
所
得
税
率
の
引
き
上
げ
以
外
に
、
具
体
的
提
案
を
含
む
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
法
案
審
議
が
下
院
の
本
会
議
に
移
っ
て
か
ら
、
歳
入
委
員
会
は
態
度
を
変
え
、
配
当
所
得
も
普
通
税
に
服
す

る
べ
き
で
あ
る
と
の
修
正
案
を
提
出
し
た
。
ク
リ
ス
プ
歳
入
委
員
長
代
理
は
趣
旨
を
説
明
し
、
均
衡
予
算
維
持
の
た
め
の
税
収
の
確
保
は

緊
急
の
課
題
で
あ
り
、
ま
た
利
子
所
得
が
普
通
所
得
に
服
す
る
以
上
、
配
当
所
得
も
同
様
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
修
正
案

は
保
守
派
議
員
の
反
対
を
う
け
た
も
の
の
、
一
八

O
対
一

O
五
で
可
決
さ
れ
た
。

アメリカに於げる法人税の発達

と
こ
ろ
が
、
フ

l
パ
l
政
権
の
財
務
長
官
ミ
ル
ズ
は
下
院
の
富
裕
者
収
奪
税
法
案
に
は
な
は
だ
不
満
で
あ
っ
た
が
、
受
取
配
当
控
除
の
廃

止
に
も
強
く
反
対
し
、
下
院
案
を
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
比
し
て
小
規
模
法
人
を
甚
し
く
差
別
待
遇
し
、
ま
た
事
業
回
復
に
必
要
な
株
式

に
よ
る
資
金
調
達
を
阻
害
す
る
も
の
と
非
難
し
た
。
保
守
的
な
上
院
財
政
委
員
会
は
、
結
局
財
務
長
官
の
意
見
を
容
れ
、
受
取
配
当
控
除

北法26(2・73)167

廃
止
(
配
当
へ
の
普
通
所
得
税
賦
課
)
を
提
案
し
な
か
っ
た
が
、
報
告
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
「
一
九
一
一
二
年
の
歳
入
法
以
来
、
個



説

人
の
受
け
た
配
当
は
常
に
普
通
所
得
税
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的
は
重
複
課
税
の
防
止
に
あ
る
。
下
院
案
は
右
免
除
を
廃
止
す
る

こ
と
に
あ
る
が
、
本
委
員
会
は
現
在
の
緊
急
時
を
以
て
し
で
も
、
右
重
複
課
税
を
許
容
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
信
、
ず
」
と
簡
単
に
述
べ

論

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
由
付
け
は
、

ミ
ル
ズ
以
上
に
、
具
体
的
分
析
を
伴
わ
な
い
形
式
的
、
教
条
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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か
く
し
て
一
二
一
一
年
法
に
お
け
る
受
取
配
当
控
除
の
廃
止
は
見
送
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
は
、
あ
く
ま
で
歳
入
調
達
の
た
め
の
緊
急
課
税
と

い
う
色
彩
が
強
く
、
配
当
二
重
課
税
の
問
題
点
が
広
く
討
議
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
勺

(
1
)
(
U
Z
L
2
H
p
hユ
名
・
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
選
出
。

(
2
)

但
し
、
こ
の
提
案
は
非
常
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
異
論
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
二
年
を
限
っ
て
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
二
五

0
0

0
ド
ル
以
下
の
総
所
得
し
か
有
し
な
い
法
人
か
ら
の
配
当
は
除
外
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

(
3
)
「
(
こ
の
歳
入
委
員
会
の
態
度
変
更
は
)
明
ら
か
に
党
派
的
な
情
勢
展
開
だ
」
、
「
こ
れ
は
二
章
一
課
税
で
あ
る
。
再
建
、
設
備
及
び
原
料
の
取
得
、
賃
金

支
払
及
び
符
業
費
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
金
銭
を
取
得
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
投
資
む
け
の
金
銭
を
有
す
る
人
々
を
、
+
産
業
界
の
防
衛

に
ま
わ
し
、
企
業
、
取
引
、
今
日
の
我
国
の
利
益
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
活
力
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
て
、
か
わ
り
に
彼
ら
の
金
銭
を
免
税

証
券
に
当
て
さ
せ
、
そ
の
結
果
彼
ら
が
さ
も
な
く
ば
政
府
に
支
払
う
べ
き
す
べ
て
の
税
を
節
約
す
る
こ
と
へ
と
、
直
接
勧
誘
す
る
も
の
で
あ
る
」
等
の

反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
(
吋
印
。
s
h
N
N
2・
ぉ
030

〔

4
〉
以
上
に
つ
い
て
は
、
訟
の
S
M
W
M
N
R・
-
M
g
i
a
一0
・
を
参
照
。

(
5
)

「F
」
の
(
重
複
課
税
の
排
除
)
取
扱
は
企
業
資
金
を
確
保
す
る
上
に
、
重
要
な
役
割
を
占
め
て
き
た
。
則
ち
優
先
株
の
売
却
に
よ
る
資
金
の
調
達

に
、
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
優
先
株
は
社
債
に
比
し
、
優
先
弁
済
と
い
う
点
に
お
い
て
は
劣
る
け
れ
ど
も
、
普
通
所
得
税
免
除
の
特
権
を
有
す

る
点
か
ら
大
な
る
誘
引
力
を
持
つ
こ
と
を
得
た
。
配
当
に
関
す
る
下
院
案
の
規
定
は
、
小
規
模
の
法
人
企
業
に
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
少
数
個

人
に
よ
り
経
営
さ
れ
る
法
人
に
あ
り
で
は
、
高
率
の
所
得
税
以
外
に
配
当
と
し
て
分
配
さ
る
る
場
合
に
、
普
通
個
人
所
得
税
を
課
し
、
単
に
普
通
個
人

所
得
税
の
み
を
課
税
せ
ら
る
る
組
合
に
比
し
、
甚
だ
し
き
差
別
待
遇
を
な
す
も
の
と
な
る
。
固
よ
り
普
通
所
得
税
免
除
の
現
行
規
定
の
み
に
て
は
、
差

別
待
遇
を
な
く
し
た
も
の
と
は
い
え
ぬ
け
れ
ど
、
下
院
案
の
如
く
普
通
所
得
税
を
課
す
る
に
至
つ
て
は
、
そ
れ
を
益
々
甚
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
小

法
人
に
付
、
下
院
案
は
総
所
得
年
二
五

0
0
0ド
ル
に
過
ぎ
ざ
る
場
合
、
例
外
と
し
て
配
当
に
普
通
所
得
税
を
免
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
少
の
緩
和



を
試
み
た
る
も
、
不
充
分
と
い
う
の
外
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に
よ
り
多
額
の
増
収
が
見
積
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
予
は
従
来
の
取
扱
い
を
以

て
健
全
に
し
て
改
正
を
加
う
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
信
ず
る
。
事
業
界
の
回
復
は
、
一
に
新
規
事
業
に
対
す
る
資
本
投
下
及
び
現
在
企
業
に
よ
る
資

金
調
達
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
最
も
必
要
な
る
は
株
式
に
よ
る
資
金
で
あ
る
。
し
か
も
法
案
は
右
法
人
企
業
に
対
す
る
不
当
課
税
に
よ
り
、
こ

れ
を
阻
害
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
野
津
・
前
掲
書
、
二
三
八
|
九
頁
。
但
し
、
旧
仮
名
づ
か
い
と
漢
字
の
一
部
を
現
代
表
記
に
改
め
た
。
以

下
、
同
じ
o
)
o
Q
・
3
子
叫
4
R
N
h
g
立

g
g
H
Fぬ

C
E
H
ミ
hSHE-HV-
一回ア

(
6
)

野
津
・
前
掲
書
、
二
四
五

i
六
真
。

(
7
〉
本
文
及
び
註
文
中
に
、
傍
点
を
付
し
た
箇
所
か
ら
も
そ
の
点
を
雄
知
で
き
よ
う
。

一
三
年
以
降
の
受
取
配
当
控
除
に
関
す
る
論
議

一
三
年
蔵
人
法
は
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
下
の
最
初
の
税
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

N
I
R
A
実
施
の
た
め
に
は
膨
大
な
予
算
を
必

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
登
場
と
と
も
に
、

一
層
拍
車
が
か
か
っ
た
。
以
上

仁j

要
と
し
、
公
平
の
観
点
か
ら
配
当
課
税
の
強
化
を
求
め
る
声
は
、

の
検
な
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
下
院
歳
入
委
員
会
が
、
前
年
度
と
同
様
の
根
拠
に
基
づ
き
受
取
配
当
控
除
の
廃
止
を
求
め
た
の
は
、
当
然

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
江
こ
の
提
案
は
、
下
院
本
会
議
を
通
過
し

b
し
か
し
、
上
院
財
政
委
員
会
は
依
然
と
し
て
配
当
二
重
課
税
を
絶

対
悪
と
み
な
す
思
考
を
捨
て
ず
、
ま
た
し
て
も
下
院
の
提
案
を
.
否
決
し
た
。
し
か
し
配
当
課
税
の
強
化
を
望
む
声
は
年
々
強
か
っ
た
し
、

緊
急
の
歳
入
調
達
の
必
要
性
は
、
他
の
代
替
的
収
入
源
を
要
求
し
て
い
た
。
そ
こ
で
妥
協
と
し
て
ハ
リ
ソ
ン
上
院
議
員
が
提
案
し
た
の

が
、
法
人
資
本
税
、
法
人
配
当
税
、
超
過
利
潤
税
の
三
税
の
新
設
な
の
で
あ
る
o

だ
が
上
院
本
会
議
に
お
い
て
は
、
こ
の
提
案
が
支
持
さ

れ
、
両
院
協
議
会
で
も
可
決
さ
れ
て
、
結
局
、
成
立
法
と
な
っ
た
。
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アメリカに於ける法人税の発達

三
税
の
う
ち
、
法
人
配
当
税
と
は
、
内
国
法
人
以
外
の
配
当
受
取
者
に
対
し
、
受
取
配
当
額
の
五
%
を
消
費
税
と
し
て
課
税
す
る
も
の

で
、
法
人
が
分
配
の
際
に
源
泉
徴
収
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
、
個
人
普
通
所
得
税
を
免
除
さ
れ
て
き
た
受
取

配
当
は
五
%
の
税
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
三
一
三
年
当
時
の
税
法
(
一
ニ
二
年
法
)
に
よ
れ
ば
、

個
人
普
通
所
得
税
率



説

〔

6
〉

八
%
の
二
段
階
税
率
で
あ
っ
た
か
ら
五
%
の
法
人
配
当
税
率
は
、
普
通
税
率
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
し

は
、
四
%
、

て
、
三
三
年
法
に
お
い
て
は
、
受
取
配
当
控
除
自
体
は
存
続
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
、
二
重
課
税
が
一
部
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な

~Lふ
員同

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
四
年
歳
入
法
は
、
「
脱
税
防
止
、
税
制
の
簡
素
化
、
新
財
源
の
発
見
」
に
従
事
し
た
下
院
歳
入
委
員
会
小
委
員
会
の
報
告
書
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
た
「
抜
け
穴
封
じ
込
め
」
税
法
で
あ
る
。
受
取
配
当
控
除
の
存
廃
は
、
小
委
員
会
及
び
財
務
省
案
の
討
議
過
程
で
は
問
題
と
し

て
採
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
具
体
的
に
廃
止
を
提
案
は
し
な
か
っ
た
。
小
委
員
会
は
、
代
案
と
し
て
普
通
税
率
を
四
%
の
単
一
税

率
に
す
る
と
と
も
に
、
付
加
税
率
の
引
き
上
げ
、
付
加
税
免
税
点
の
引
き
下
げ
及
び
付
加
税
へ
の
人
的
控
除
の
適
用
に
よ
っ
て
、
間
接
的

に
高
額
所
得
者
の
有
す
る
配
当
所
得
へ
の
課
税
を
強
化
せ
ん
と
し
た
。

し
か
し
新
財
務
長
官
の
モ

l
ゲ
ン
ソ

l
は
、
付
加
税
免
税
点
の
引
き
下
げ
は
中
所
得
者
に
苛
酷
な
負
担
を
も
た
ら
し
、
加
え
て
は
付
加
所

得
税
に
人
的
控
除
を
認
め
る
と
逆
に
高
額
所
得
者
を
利
す
る
と
し
て
、
こ
の
複
雑
な
小
委
員
会
案
に
反
対
し
、
配
当
の
利
子
所
得
に
対
し

て
は
別
個
の
方
法
に
よ
り
課
税
強
化
を
図
る
べ
く
、
ま
た
勤
労
所
得
に
対
し
て
も
別
個
の
軽
課
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張

し
た
。か
く
し
て
出
来
上
っ
た
歳
入
委
員
会
案
は
、
小
委
員
会
案
と
財
務
省
案
の
折
衷
で
あ
っ
て
、
普
通
税
率
は
引
き
下
げ
、
付
加
税
率
は
引

き
上
げ
た
が
、
付
加
税
免
税
点
は
引
き
下
げ
、
付
加
税
に
対
す
る
人
的
控
除
の
適
用
は
否
定
し
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
所
得
株
主
に

対
す
る
課
税
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
後
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
受
取
配
当
控
除
は
、
他
の
重
要
問
題
の
影
に
か
く
れ
て
多
く

討
議
さ
れ
ず
、
結
局
、
三
四
年
成
立
法
に
お
け
る
配
当
課
税
の
強
化
は
付
加
課
税
の
強
化
と
い
う
、
実
に
微
々
た
る
効
果
し
か
有
し
な
い

も
の
に
留
ま
っ
た
。

更
に
三
五
年
法
は
、
「
富
の
再
分
配
計
画
」
に
基
づ
く
大
規
模
な
富
裕
者
課
税
法
で
あ
っ
た
が
、
受
取
配
当
控
除
は
、
特
に
採
り
上
げ
ら
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れ
、
討
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。

こ
の
様
に
し
て
、
「
配
当
二
重
課
税
は
不
当
で
あ
る
」
と
の
大
命
題
は
、
依
然
存
続
を
保
ち
え
た
。
し
か
し
、
翌
三
六
年
に
至
り
、
こ
の

原
理
は
予
想
外
の
方
向
か
ら
の
波
及
を
う
け
て
転
覆
せ
し
め
ら
れ
、
受
取
配
当
控
除
は
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
経
緯
は
、

後
の
未
分
配
利
潤
税
の
成
立
過
程
の
と
こ
ろ
で
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

。
(
1
〉
野
津
・
前
掲
書
、
三
三
二
頁
。

(
2
)

同
前
、
三
三
三
頁
。

(
3
)

野
津
・
前
掲
書
、
=
一
三
四
l
五
頁
に
は
、
受
取
配
当
控
除
の
廃
止
に
反
対
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
商
工
会
議
所
の
大
統
領
宛
の
意
見
書
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
い
わ
く
、
「
二
重
課
税
は
一
般
原
則
上
既
に
不
可
で
あ
る
。
況
ん
や
会
社
は
既
に
州
及
び
連
邦
に
よ
り
、
著
し
く
重
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち

連
邦
所
得
税
で
は
原
則
と
し
て
税
率
一
コ
了
七
%
、
親
族
法
人
の
連
結
申
告
に
対
し
て
は
一
四
・
五
%
で
あ
る
が
、
同
時
に
少
く
も
ニ

O
州
に
於
て
、

一
%
l
六
%
の
法
人
所
得
税
が
併
課
せ
ら
れ
、
二
、
三
の
州
に
於
て
は
税
率
更
に
高
率
に
達
し
て
い
る
。
配
当
所
得
に
対
す
る
課
税
は
同
一
の
利
益
に

対
す
る
附
加
税
の
徴
収
で
あ
る
。
し
か
る
に
配
当
所
得
は
既
に
付
加
税
に
服
し
て
い
る
。
こ
の
二
重
課
税
を
更
に
拡
張
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
で
あ

る
」
と
。

(
4
)

野
津
・
前
掲
書
、
一
二
三
六
l
七
頁
。

(
5
)

同
前
、
三
四
二
具
。

(
6
)

但
し
、
三
四
年
に
至
り
、
偲
人
普
通
所
得
税
率
は
四
%
の
単
一
税
率
に
改
め
ら
れ
た
。

(

7

)

野
洋
・
前
掲
書
、
一
二
六
回
、
三
六
七
頁
。

(
8
)

同
前
、
三
七
六
頁
。

(
9
〉
同
前
、
三
八
三
頁
。

(
叩
)
野
津
・
前
掲
書
、
三
八
七
l
八
頁
、
ロ

-
C
Fヨ
Ew--吋
虫
色

S
O『
(
U
8
E
-
C巳
コ
F

H
，
Z
〉
〈
己
正

E
n
o
E仏
(
)
子
2
P
D
r
r
E
m
C
E
2
子四

見。〈
0
2
E
W

〉
の
件
。
町
一

BKア
ョ

Nω
門

U
Q
N
N
h

ト・

N
N
2、・

ω
口
吻
ム
可
(
一
回
ω
ム〉・
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アメリカに於ける法人税の発達
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)
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第
三
款

留
保
利
潤
に
対
す
る
課
税
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法
人
(
株
主
)
の
受
取
配
当

論

ニ
の
ニ

受
取
配
当
控
除
の
制
限
↓
後
述
第
四
款
三
(
一
八
九
頁
以
下
)
を
み
よ
。

連
結
申
告
制
度
の
廃
止
↓
後
述
第
四
款
ニ
(
一
八
二
頁
以
下
)
を
み
よ
。

ニの
「
不
当
留
保
」
に
対
す
る
課
税

三
二
年
法
の
審
議
過
程
に
お
け
る
討
議

不
当
留
保
利
益
税
の
非
有
効
性
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
三
五
年
に
至
る
ま
で
、
遂
に
重
要
な
改
正
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
問
、
若
干
の
抜
け
穴
が
封
じ
こ
め
ら
れ
、
規
定
が
合
理
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
適
用
の
強
化
も
図
ら
れ
た
。

そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
、
ラ
・
ガ
l
デ
ィ
ア
議
員
が
三
二
年
法
の
審
議
の
際
下
院
本
会
議
に
お
い
て
行
な
っ
た
本
税
に
対
す
る
非
難

で
あ
ろ
う
。

ラ
・
ガ
l
デ
ィ
ア
議
員
は
、
不
当
留
保
利
益
税
の
規
定
と
そ
れ
を
適
用
運
崩
す
る
財
務
省
・
歳
入
局
の
不
徹
底
な
態
度
に
常
々
不
満
を

有
し
、
例
え
ば
二
八
年
法
審
議
の
際
に
も
留
保
利
潤
課
税
の
必
要
性
を
力
説
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
三
二
年
法
審
議
の
際
に
も
、

多
数
の
法
人
が
、
合
理
的
な
剰
余
金
を
蓄
積
し
た
後
の
利
潤
を
配
当
と
し
て
分
配
す
る
か
わ
り
に
、
そ
の
金
銭
を
コ
l
ル
・
ア
不

i
に
使

不
当
留
保
利
潤
税
の
規
定
の
中
の
「
一
応
の
証
拠

(
2〉

(℃同一目白

pn-め
巾
〈
正
問
戸
口
白
)
」
を
「
決
定
的
証
拠

(
S
R
-
5
7お
叩
〈

E
g
n巾
〉
」
に
改
め
て
規
定
の
強
化
を
図
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
更

用
し
、
更
に
は
株
式
市
場
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
さ
え
使
用
し
て
い
る
と
し
て
、

-
F

」
十
』
血
、

I
I
 
マ
ク
フ
ァ
!
デ
ン
下
院
議
員
の
提
出
し
た
留
保
利
潤
課
税
案
を
支
持
し
、
財
務
省
の
立
場
を
代
弁
す
る
ク
リ
ス
プ
議
員
と
の
聞
に

論
戦
を
展
開
し
た
が
、
こ
の
時
に
は
、
マ
ク
フ
ァ

l
デ
ン
議
員
の
修
正
案
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
の
努
力
は
実
を



ペ
$
)

結
ぶ
ま
で
に
は
歪
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
議
会
で
の
討
論
に
刺
激
さ
れ
て
か
、
財
務
省
が
、
三
二
年
末
か
ら
不
当
留
保
利
益
税
の
適
用

『

4
)

強
化
を
図
っ
た
こ
と
は
、
数
字
の
上
に
も
一
ボ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
。

C) 

(
1
)

二
八
年
法
審
議
の
際
の
下
院
歳
入
委
員
会
案
は
、
グ
リ
ー
ン
議
員
の
熱
心
な
提
案
に
よ
る
も
の
で
、
持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
を
不
当
留
保
利
益
税

よ
り
除
外
す
る
と
と
も
に
、
不
当
留
保
利
益
税
の
課
税
ベ
ー
ス
に
配
当
控
除
額
及
び
合
衆
国
公
債
か
ら
の
利
子
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
上
院
財
政
委
員
会
の
う
け
い
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
(
え

-
P正
ヨ

5
・
。
、
円
止
・
目
当
・
印
吋
l
l印
8
・
2
℃
・
司
・
足
∞
)
。

な
お
、
持
株
会
社
課
税
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
一
九
三
頁
を
、
グ
リ
ー
ン
議
員
に
つ
い
て
は
、
前
出
、
二
四
巻
二
号
二
九

O
頁
註
(
同
)
を
参
照
の
こ

ん」。

(
2
)
引
の

sh-
見
立
・
ま
コ

i
m品吋∞・

(
3
)

マ
ク

7
7
1
デ
ン
議
員
の
提
案
は
、
主
と
し
て
歳
入
を
あ
げ
る
こ
と
を

M
的
と
し
て
、
法
人
の
剰
余
金
に
毎
年
二
%
の
税
を
訴
す
べ
し
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
提
案
は
付
加
税
通
脱
に
利
用
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
凡
て
の
法
人
の
剰
余
金
に
一
率
に
課
税
す
る
が
ご
と
き
で
あ
っ
た
た
め
、

剰
余
金
へ
の
直
接
課
税
で
あ
り
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
多
く
の
反
対
を
被
っ
た
。
そ
こ
で
プ
ラ
ン
ト
ン
議
員
が
「
剰
余
金
」
を
「
利
益
剰
余
金
」
と

す
る
修
正
案
を
提
出
し
、
そ
の
ね
ら
い
を
付
加
税
、
泊
脱
を
目
的
と
し
て
留
保
さ
れ
た
剰
余
金
課
税
に
あ
る
と
説
明
し
た
が
、
こ
れ
も
立
法
技
術
的
に
は

あ
ま
り
精
密
と
は
言
い
難
く
、
結
局
い
ず
れ
の
提
案
も
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
(
司
門

ugh-
同

R-
宝∞

T
1
2
2
)。
以
下
、
討
議
の
一
部
を
訳
出
し

よ
う
。
ラ
・
ガ
l
デ
ィ
ア
議
員
「
一

O
四
条
は
、
も
し
正
確
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
っ
一
広
の
剰
余
金
課
税
よ
り
も
!
品
山
〕
も
っ
と
強
力
な
も
の
だ
。

一
O
四
条
の
唯
一
の
難
点
は
、
そ
れ
が
書
物
の
上
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
執
行
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
〔
通
脱
を

図
る
i
畠
山
〕
こ
れ
ら
の
法
人
に
一

O
四
条
が
到
達
す
る
の
を
確
保
で
き
、
又
は
書
き
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
私
は
他
の
変
更
を
採
用
す
る
必
要

は
な
い
と
思
う
」
O
i
-
-
-
ク
リ
ス
プ
議
員
「
ラ
・
カ
l
デ
ィ
ア
議
員
は
、
私
が
一

O
四
条
を
如
何
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
よ
う
一
一
一
日
わ
れ
た
。
こ

れ
は
、
法
人
が
税
七
笠
通
脱
す
る
た
め
に
分
配
を
保
留
し
た
時
に
そ
れ
ら
不
必
要
に
留
保
さ
れ
た
剰
余
金
が
課
税
さ
れ
る
様
な
何
ら
か
の
方
法
を
工
夫
し

よ
う
と
、
財
務
省
の
専
門
家
及
び
下
院
の
立
法
を
起
草
す
る
部
局
が
一
五
年
間
に
わ
た
っ
て
考
察
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
:
・
・
も
ち
ろ
ん
他
の
す
べ

て
の
法
と
同
様
、
人
間
が
こ
れ
を
執
行
す
る
の
で
あ
り
、
私
も
時
に
事
案
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
を
得
る
の
が
難
か
し
い
こ
と
は
認
め
る
。
決
定
は
財

務
省
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
条
文
は
、
税
を
惑
脱
す
る
た
め
に
そ
の
利
得
を
保
有
す
る
こ
と
を
企
て
る
如
何
な
る
法
人
も
五
O
w
m
の
税
に
服
す

る
と
規
定
し
て
い
る
」
。
ラ
・
カ
l
デ
ィ
ア
議
員
「
も
ち
ろ
ん
我
々
は
最
後
の
努
カ
の
点
に
は
完
全
に
同
意
す
る
。
私
は
単
に
、
過
去
の
経
験
に
鑑
み
、
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下
院
が
想
起
し
て
い
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
中
に
十
分
な
牙
(
件
。

aε
を
も
っ
た
必
要
な
機
構
を
備
え
る
よ
う
条
文
が
起
草
さ
れ
る
べ
き
だ

と
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
」
o

ク
リ
ス
プ
議
員
「
私
は
、
財
務
省
、
が
そ
れ
を
真
剣
に
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
」
。
ウ
ッ
ド
ラ
フ
議
員
「
そ
の

条
文
は
今
日
規
定
さ
れ
て
い
る
様
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
貴
殿
の
お
考
え
か
、
ま
た
本
法
に
規
定
さ
れ
た
一

O
四
条
は
成
功
裡
に
実
施
さ
れ
う
る

と
い
う
の
が
財
務
省
の
専
門
家
の
お
考
え
か
」
o

ク
リ
ス
プ
議
員
「
彼
ら
は
、
そ
れ
が
彼
ら
の
な
し
う
る
最
善
だ
と
考
え
て
い
る
」
?
?
礼
J

古

田

品

g
・〉。

(
4
)
Z
・
』
・
河
口
L
t
F
z
ω
2
E
G
口一
O
M

白=
L
句
作

B
G口白一回
c
一門出口問。
O
B
宮
口
可
思
-Dim-c口出
C

『
子
σ
円

列
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h
・
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お
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ω
∞).
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吾之為

民間

三
四
年
法
に
よ
る
若
干
の
改
善

さ
て
、
こ
の
間
、
財
務
省
は
若
干
で
は
あ
る
が
不
当
留
保
利
益
税
の
適
用
強
化
を
図
り
、
そ
こ
に
は
多
少
の
進
歩
が
み
ら
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
間
に
個
人
所
得
税
も
大
き
く
引
き
上
げ
ら
れ
、
法
人
税
率
と
個
人
所
得
税
率
の
格
差
は
再
び
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
利
潤
留
保

に
よ
る
付
加
税
通
脱
の
う
ま
み
も
ま
す
ま
す
増
大
し
た
。
従
っ
て
、
不
当
留
保
利
益
税
が
、
そ
れ
ら
通
脱
を
い
か
ほ
ど
に
防
止
し
う
る
か

は
、
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
三
三
年
一
二
月
の
人
的
持
株
会
社
課
税
を
提
案
し
た
下
院
歳
入
委
員
会
小
委
員
会
の
報
告
書
(
後
述
第
一
九
四
頁
)
は
、
不
当

留
保
利
益
税
に
も
言
及
し
、

ω現
行
の
五
O
%
の
税
率
は
、
高
す
ぎ
て
、
十
分
な
実
施
を
計
り
難
い
、

ω現
行
法
は
、
法
人
の
全
所
得
を

本
税
の
課
税
所
得
と
し
て
お
り
、
法
人
が
分
配
し
た
額
を
全
然
考
慮
せ
ず
に
同
一
税
率
を
も
っ
て
課
税
し
て
い
る
が
、
か
か
る
措
置
は
不

当
で
あ
る
の
で
、
留
保
額
に
の
み
課
税
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
改
善
を
促
し
た
。
こ
の
二
点
に
は
、
財
務
省
及
び
下
院
歳
入
委
員
会
も

基
本
的
な
賛
意
を
表
し
、
ま
た
上
院
財
政
委
員
会
も
下
院
提
案
の
二
五
%
税
率
を
二
五
%
、
三
五
%
の
二
段
階
税
率
に
改
め
、
他
に
若
干

の
技
術
的
修
正
を
加
え
た
だ
け
で
、
こ
の
提
案
を
支
持
し
た
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
は
、
一
二
四
年
法
に
規
定
さ
れ
た
。

同
時
に
、
従
来
、
本
税
は
「
株
主
に
対
す
る
付
加
税
」
を
遁
脱
す
る
た
め
に
利
潤
を
留
保
す
る
法
人
に
の
み
適
用
さ
れ
、
株
主
と
は

個
人
株
主
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
中
間
に
ト
ン
ネ
ル
会
社
を
設
立
し
、
直
接
に
株
主
に
対
す
る
付
加
税
で
は
な
く
、
株
主



の
運
営
す
る
法
人
に
対
す
る
税
を
免
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
れ
ば
、
本
税
を
回
避
で
き
た
。

(

5

}

 

な
強
調
で
あ
る
」
と
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
裁
判
所
は
こ
の
解
釈
を
支
持
し
続
け
た
。
そ
こ
で
三
四
年
法
は
、
従
来
の
「
向
。
円
岳
町
℃
日
l

℃
Gぉ
。
片
岡
V
2
2
5
Fぬ
吾
巾
円
ヨ
℃
。
曲
目
安
}
ロ

O{
子
向
日
戸
吋
仲
良
毛
。
ロ
ピ
印
∞
Z
5
7
0
E巾
門
出
」
の
次
に

。
長

2

8召
O
B片
山

3
」
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
追
加
し
て
こ
の
間
題
を
解
決
し
た
。

」
の
占
山
は

「円。円七
O
Bお
巾
口
広
々
の
不
当

「
。
円
件
}
戸
市
凹
プ
ロ
円
巾
70-仏巾円明。向田口一官、

こ
の
不
当
留
保
利
益
税
は
、
後
述
の
人
的
持
株
会
社
課
税
の
対
象
と
な
る
法
人
に
は
一
課
税
さ
れ
ず
、

税
方
式
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
人
的
持
株
会
社
課
税
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
選
択
課

(二1

(
l
)
ω
-
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d・
0
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2
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ω
g
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口
ゆ
え
伸
一
話
。
。
号
G
E
Z
U
ω
2
2
富

山

云
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ω
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吋

E
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品
-ADω
唱
さ
ω

ハ
-uω
叫
)
・

(
2
)

つ
ま
り
、
五
O
%
の
税
率
は
、
も
し
分
配
が
な
さ
れ
た
ら
諜
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
個
人
附
加
税
率
よ
り
高
く
、
か
っ
、
罰
則
税
を
謀
せ
ら
れ
た
留
保
利

潤
も
、
究
極
的
に
分
配
さ
れ
た
時
に
は
個
人
付
加
税
に
服
す
る
こ
と
、
の
二
点
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(
ω
o
F
E
P
。、・

2
H
J
℃

ω
N
3
0

〈

3
〉
野
津
・
前
掲
書
、
三
七
九
頁
、

ω
2
Z
8・。、・

3
J
℃・

ωMU

(
4
)

上
院
財
政
委
員
会
は
、
課
税
所
得
額
算
定
の
変
更
に
伴
な
い
、
歳
入
法
の
他
の
箇
所
で
利
用
さ
れ
て
い
る
用
語
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
従
来
の

「
純
所
得
」
を
「
調
整
純
所
得
」
に
改
め
た
(
参
照
、
野
津
・
前
掲
書
、
四
一
五
頁
、

ω
0
5
5
P
も
・
町
民
同
二
七

S
U
-
-
「
調
整
純
所
得
」
と
は
、

「
純
所
得
」
+
「
内
民
法
人
か
ら
の
配
当
の
う
ち
控
除
を
認
め
ら
れ
る
額
」
十
「
国
債
利
子
」
よ
り
支
払
配
当
額
を
減
じ
た
留
保
利
潤
額
で
あ
る
ハ
え
・

』・』・戸内
S
F
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ω
ミ
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0口
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O
B
-
Z
2
z
z
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c
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E
2
5
L
の
C円旬。
E
t
cロ
ω
円口否
3
唱
え
一
可
〉
口
口
広
ヨ
己
主
吉
岡

ωロ号
}E¥w
一ω
叫

aah円』
hah-

M吋
P
N
3
l
M吋
白
(
一
お
印
〉
山
田
広
三
ぬ
ロ
♂

r
z
o同
M
d
P
E
E
S
Z
目
白
色
8
・〈
O一
-
戸
司
・

ωωω
日
ω・』・

ω
Z
E
E
-
3
E
t
oロ
え
の
O号
守

E
F
C
E
C
m
a
g
〉
g
正

3

5

C甘
03ω
件。百
rro広
告

w二
ω
P
H
ミ
高
-
一
少
沼
会
お
印
)
日

ω
a
Z円
ダ
ロ
チ
。
V
-
2
-
ゐ
同
工
・
)
。

(
5
〉
宮
司
円
。
口
少
。
、
・
門
戸
・
〈
O
一
・
ア
℃
-
a
N唱ロ・

8

(
6
〉
去
三

g
p
向。円・

5
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ミ

E
に
の
号
、
・
〈

-
P言語・
8
回
・
、
『
・
〉
-

m
∞
吋
二
一
白
司
(
立
〉
一
∞
吋
・
が
詳
し
い
が
他
に

。
g
p
。、・

2H-w
宮古・

2
1吋
o
h
ω
z
s
g
-
毛

2
H
J
官・

8
・
ロ
・
一
同
参
照
。
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アメリカに於ける法人税の発達



説

(
7〉
(
8
)
 
一
回

ω品
〉

a-掛
一

C
N
(釦
〉
・
広
場

Y
F
H
件
。
ロ
F
。
h
v
・川町た・・同
y
ω
ω
N
・ロ・

ω∞一

ω
三
r
q
Fロ
チ
。
、
・
町
民
同
-
w

匂
-

M

吋品・

竺
O
N
E〉
・
口
町
・
ま
品
目
白
P
も
・
ミ

H-L匂・
ω
N
T
a
o
-

か
く
し
て
、

一
ニ
四
年
に
は
、
財
務
省
の
本
税
適
用
を
助
力
す
ベ
く
い
く
つ
か
の
改
正
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
改
正
に

北法26(2・82)176

論

財
務
省
の
適
用
態
度

よ
っ
て
も
、
「
付
加
税
通
脱
の
意
図
」
や
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
と
い
う
本
税
適
用
に
必
須
の
要
件
事
実
の
立
証
責
任
を
、
財
務
省
は
減

ぜ
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
し
、
ま
た
適
用
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
の
不
足
が
解
消
さ
れ
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
当
時
に
あ
っ
て

も
財
務
省
の
本
税
に
対
す
る
態
度
は
、
依
然
と
し
て
気
乗
り
の
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
財
務
省
の
み
る
と
こ
ろ
、
「
そ
の
剰
余
が
、
合
理

的
な
事
業
剰
余
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
株
主
よ
り
保
留
さ
れ
た
か
を
決
定
す
る
の
に
困
難
を
感
じ
る
よ
う
な
取
締
役
な

ハ
3
》

ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
本
税
は
、
明
ら
か
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
様
な
法
人
に
対
し
て
の
み
、
厳
格
か
つ
公
平

〈

4

V

A

ぺ
呂
)

に
実
施
し
う
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
財
務
省
の
態
度
は
、
少
な
く
と
も
「
書
か
れ
た
と
お
り
に
法
を
適
用
す
る
つ
も
り
」
は

あ
る
が
、
更
に
積
極
的
に
「
議
会
の
意
思
を
越
え
て
、
そ
れ
を
解
釈
で
拡
大
し
よ
う
な
ど
と
い
う
意
図
な
ど
有
し
て
い
な
い
」
と
い
う
全

く
い
や
い
や
な
が
ら
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

財
務
省
が
、

不
当
留
保
利
益
税
の
適
用
に
積
極
的
に
な
る
の
は
、

や
っ
と
一
九
三
七
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
(
以
下
、
後
述
第
三
節

ニ
に
続
く
。
)
。

(
1〉

ζ
2
Z
E‘。、・

2
H
J
司

ωω
∞・

(
2
)

ま
た
、
財
務
省
は
こ
の
税
の
潜
在
的
不
公
正
さ
を
ひ
か
え
自
に
認
識
し
た
が
故
に
、
適
用
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
冨
2
E
F
r円・

2
H
γ

(
3
)
l
(
6
〉
三
四
年
発
表
の
財
務
省
の
公
式
見
解

(
G
E
n
-
乙
己

EhMgzcる
か
ら
の
一
節
。
そ
こ
で
、
不
当
初
保
利
益
税
の
適
用
を
妨
げ
る
様
々
の
難

点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
既
に
二
七
年
の
「
内
国
歳
入
に
関
す
る
合
同
委
員
会
」
の
報
告
(
本
稿
前
出
二
四
巻
二
号
二
九
O
頁
註
(
は
)
、



そ
の
他
が
指
摘
し
て
い
る
の
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
〈
宮
2
F
D
Y
も
・
円
た
・

3
・
ωω
∞
i
a少
ロ
留
し
。

留
保
利
潤
へ
の
一
般
的
課
税
↓
後
述
第
二
節
を
み
よ
。

第
四
款

持
株
会
社
に
対
す
る
課
税

持
株
会
社
に
対
す
る
非
難
は
、

二
O
世
紀
初
頭
の
革
新
主
義
が
流
行
の
頃
は
、

お
お
い
に
華
や
か
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
産
業
立
国
観

ほ
ぼ
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
そ
の
聞
に
持
株
会
社
は
長
足
の
発
一
肢
を
と
げ
、
数
量
も
規
模
も
拡
大
し
な
そ
の

原
因
は
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
持
株
会
社
が
資
本
と
経
営
権
の
集
中
を
通
し
て
支
配
機
構
と
し
て
、
ま
た
州
会
社
法
そ

の
他
の
地
域
的
制
約
を
打
破
す
る
強
い
競
争
力
を
有
す
る
機
構
と
し
て
、
優
れ
て
独
占
形
成
に
寄
与
す
る
点
が
大
、
き
く
買
わ
れ
た
と
い
う

ボ
ン
プ
ラ
イ
ト
と
ミ

l
ン
ズ
は
、
「
持
株
会
社
が
な
く
て
も
、
確
か
に
我
国
の
支
配
的
大
企
業
の

万
能
の
二

0
年
代
に
は
、

こ
と
が
で
き
よ
う
。
三
一
一
年
の
著
書
で
、

(二オ

顕
著
な
規
模
の
上
昇
は
あ
り
え
た
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
拡
張
は
、
内
部
的
成
長
、
競
争
及
び
関
連
財
産
の
完
全
取
得
並
び
に
吸
収
合
併
、

新
設
合
併
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
会
社
の
株
式
利
益
の
支
配
の
獲
得
と
い
う
パ
ワ
!
な

アメリカに於ける法人税の発達

く
し
て
は
、

l
iパ
ワ
ー
こ
そ
が
持
株
会
社
装
置
の
本
質
で
あ
る
i
ー
よ
り
一
層
強
大
な
吉
田
宮
2
田
口
口
宮

一
0
年
間
の
数
値
に
一
不
さ
れ
た
よ
り
は
明
ら
か
に
緩
慢
な
成
長
を
み
せ
た
で
あ
ろ
う
」
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
独
占
形
成
に
果
た

へ
の
資
本
の
集
中
は
、
最
近

し
た
持
株
会
社
の
役
割
を
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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更
に
、
持
株
会
社
は
、
単
に
独
占
形
成
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
種
々
の
社
会
的
悪
弊
を
ま
き
ち
ら
し
た
が
、
既

述
の
ご
と
く
、
こ
の
悪
弊
を
有
す
る
独
占
形
成
手
段
と
し
て
の
持
株
会
社
も
、
株
式
熱
に
と
り
つ
か
れ
て
、

む
し
ろ
利
潤
及
び
株
価
操
作

に
よ
る
株
価
の
騰
貴
を
欲
す
る
人
々
に
は
害
悪
と
は
竿
ら
な
か
っ
た
。
大
恐
慌
の
発
生
、
事
業
界
支
配
者
の
権
威
の
失
墜
、
投
機
熱
の
反



法

省
は
、

は
じ
め
て
持
株
会
社
へ
の
批
判
を
顕
現
さ
せ
、

に
規
制
す
る
施
策
が
う
ち
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ニ
ュ

l
デ
ィ
ー
ラ
ー
及
び
進
歩
派
の
発
言
力
の
回
復
と
と
も
に
、
そ
れ
を
具
体
的

北

(
1
)

一
一
九
年
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
市
場
に
上
場
さ
れ
活
発
に
取
引
さ
れ
た
五
七
二
社
の
う
ち
、
九
二
社
は
純
粋
の
持
株
会
社
、
三
九
五
社
は
持
株
会

社
兼
事
業
会
社
で
あ
り
、
両
者
の
合
計
は
四
八
七
社
に
の
ぼ
る
。
ま
た
純
粋
の
持
株
会
社
の
う
ち
、
一
九
一

O
年
以
前
に
設
立
さ
た
た
も
の
は
一
五
社
、

一九一一一一
l
l
二
0
年
間
に
一
一
一
一
一
社
、
一
九
一
一
一
l
二
八
年
間
が
五
四
社
で
あ
っ
た
。
二

0
年
代
に
お
け
る
流
行
を
推
知
で
き
よ
う
(
パ
リ
!
と
ミ
l
ン

ズ
・
北
島
忠
雄
訳
『
近
代
株
式
会
社
と
私
有
財
産
』
二
五
九
|
二
六

O
頁〉。

Q
-
』
・
。
・
∞

B
Z
F
m
E
E品
。
・
。
・
呂

g
ロ
♂
叫
d
F
R

旬
。
ミ
宮
内

。
。
昔
、

gu官〈
Z
O当
J

円

OHr
一
宮
内
の
日
当
l
国
ニ
ア
一
回
ω
日
)
・
同
省
-
g
|
吋
∞

γ
〉
・
ω
-
u
o
i
ロ
m-
吋
君
、
2
Q
W耐
え
色
、
と
た
い
、
。
」
可
。
言
、
。

E
足
。
夕
日
r

a--
ヲ
一
O
-
印
一
回
・
。
・

c
a
r
g
Bロ
ω昆
民
・
吋

-
D
E
g
-
-
-
n司
、
。
、
白
同
町
、

3
g
n
s
h
N
V。
hh町
、
.
ω
吋

L
E
-
-
向
者
・
包
白
l
l包
ご
出
・
円
、
‘

』0
2巾
-
。
言
、
。

E
岡
崎
言
、

s
g円
?
?
ω
一
印
一
大
偶
健
一
郎
『
株
式
会
社
法
変
遷
論
』
一
七
九
頁
。

(
2
)

デ
ュ

l
イ
ン
グ
は
、
持
株
会
社
の
長
所
と
し
て
、
①
管
理
の
便
宜
(
分
野
別
及
び
地
域
別
会
社
を
そ
の
ま
ま
の
形
態
で
統
合
で
き
る
)
、
②
少
額
の
創

業
投
資
に
よ
っ
て
多
額
の
資
本
を
支
配
で
き
る
、
③
種
々
の
法
的
(
規
制
特
に
州
会
社
法
〉
、
制
約
か
ら
の
解
放
を

(
U
2吉
岡
・
。
、
・

5
・・

3
・∞∞

o
l

u
∞
印
・
〉
、
ジ
ョ

l
ム
は
、
①
人
的
考
慮
ハ
合
併
と
比
べ
て
会
社
経
営
の
独
自
性
を
逸
し
な
い
、
旧
商
品
名
の
維
持
、
支
配
会
社
名
の
隠
蔽
、
関
税
・
州
法
か

ら
の
解
放
等
)
、
②
政
治
的
便
宜
(
外
国
〔
州
〕
会
社
へ
の
差
別
・
忌
避
を
は
ぐ
ら
か
す
)
、
①
配
置
の
簡
便
さ
(
吸
収
・
合
併
に
比
べ
て
手
続
的
に
簡
易
〉
、

④
財
務
操
作
の
可
能
性
〔
投
資
と
支
配
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
化
、
利
潤
操
作
に
よ
る
利
益
の
極
大
化
の
実
現
〉
を
あ
げ
て
い
る

Q
B】
巾
・
も
・
町
民
H
J

宅

印日吋
1
l印
ω
ω
.
〉
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
他
の
著
書
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
口
開
・
司
・

U
D
E
E
S
P
切

E
吉

E
h
o、
h
g
Rミ
さ
ミ

S
弘
、

2
3
E
2・

司・品目
N
Z
Z
』
二
凶
s
z
-
m
E
弘
伊
豆
g
ロ
♂
。
hv-

三時・・

3
8
1品。

(
3
)

回。ロ『ユ町一品

b
P
A
S
E
-
。
、
.
ミ
H
J

℃
・
印
.

(
4
)

ガ
ス
マ
ン
と
ト
ク
l
ガ
ル
は
、
一
九
三
五
年
の
公
益
事
業
持
株
会
社
法
制
定
の
動
機
と
な
っ
た
公
益
事
業
持
株
会
社
の
弊
害
を
、
①
不
都
合
で
非
経

済
的
な
シ
ス
テ
ム
の
成
長
、
②
株
式
の
水
増
し
と
資
本
組
入
の
イ
ン
フ
レ
化
現
象
、
③
頭
で
っ
か
ち
資
本
構
成
の
形
成
(
優
先
配
当
、
社
債
の
過
剰
化
)
、

④
逆
さ
や
貸
付
(
己
宮

Z
E
d
-
B
E
)、
⑤
会
計
操
作
と
秘
密
化
、
⑥
高
額
十
i
ピ
ス
、
料
金
、
⑦
法
人
間
取
引
に
よ
る
利
潤
捜
造
、
⑧
株
式
市
場
価
格

の
操
作
、
と
し
て
い
る
(
の
♀

r
g
E
b
o
g官
}
ア
も
・
町
民
同

J
3・
g
M
l
g
印
・
〉

o
c
r
g
p
も
ミ
?
・
宅

-aムl
l
印お・
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持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
の
要
求
の
増
大

租
税
遁
税
の
最
も
行
き
渡
っ
た
手
段
と
し
て
の
持
株
会
社

持
株
会
社
を
文
字
ど
お
り
、
他
の
会
社
を
保
有
し
、
株
式
管
理
と
配
当
援
受
を
業
務
と
す
る
会
社
と
解
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
会
社
に
対
し

て
税
法
上
、
ま
ず
法
人
受
取
配
当
控
除
と
連
結
申
告
制
度
の
特
権
が
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
法
人
が
他
の
法
人
よ
り
受
け
取
る
配
当
は
、

一
七
年
法
以
来
非
課
税
と
さ
れ
た
か
ら
、
法
人
株
主
は
個
人
株
主
に
比
較
し
て
格
段
に
優
遇
さ
れ
た
九
ま
た
、
連
結
申
告
は
、
)
親
子
会
社

聞
の
配
当
援
受
を
非
課
税
と
し
、
相
互
の
損
益
相
殺
に
よ
る
利
潤
縮
減
を
認
め
、
更
に
州
特
許
税
、
取
引
税
を
も
免
税
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ル
そ
こ
で
、
持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
は
、
ま
ず
、
法
人
間
配
当
授
受
と
連
結
申
告
に
対
す
る
規
制
よ
り
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
持
株
会
社
の
有
す
る
税
法
上
の
利
点
は
、
前
記
の
よ
う
な
消
極
的
側
面
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

よ
り
一
層
多
彩
な
刺

用
が
可
能
と
さ
れ
た
。
そ
の
最
も
単
純
且
つ
典
型
的
な
刺
用
方
法
は
、
自
己
の
保
有
株
式
、
社
債
、
そ
の
他
の
所
得
造
出
財
産
を
出
資
し

口

て
同
族
的
な
持
株
会
社
を
設
立
し
、
以
後
の
取
引
は
専
ら
法
人
を
通
し
て
行
な
い
、
そ
こ
か
ら
得
た
利
潤
配
当
を
法
人
内
に
留
保
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
法
人
設
立
者
は
個
人
付
加
所
得
税
を
免
が
れ
う
る
が
、
更
に
利
子
支
払
、
自
ら
の
財
産
管
理
人
た
る
自
己
へ

の
過
大
給
与
の
支
払
等
の
技
術
を
駆
使
す
る
o

そ
の
際
、
不
当
留
保
利
益
税
の
適
用
が
懸
念
さ
れ
る
。
し
か
し
不
当
留
保
利
益
税
は
ほ
、

と
ん
ど
「
空
文
」
で
あ
っ
た
し
、
万
が
一
適
用
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
人
を
解
散
さ
せ
、
法
人
資
産
の
清
算
の
手
続
を
と
る
o

コ一

四
年
に
至
る
ま
で
、
法
人
解
散
に
よ
る
清
算
は
、
株
主
に
よ
る
株
式
の
法
人
へ
の
売
却
と
み
な
さ
れ
、
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一
一
了
五
%
と
い
う
低
率
の
キ
ャ

{
T
)
 

ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
を
課
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。
か
く
し
て
、
株
主
は
前
記
の
設
立

l
解
散
を
繰
り
返
せ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1〉

本
稿
、
前
出
二
四
巻
二
号
二
六
五
頁
以
下
。
法
人
間
配
当
非
課
税
措
置
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
法
人
の
株
式
を
多
く
有
す
る
大
企
業
の
税
負



説

担
を
大
き
く
軽
減
さ
せ
て
お
り
、
減
少
額
は
企
業
規
模
に
逆
逃
し
て
い
る
。
し
か
し
三

0
年
代
に
は
小
規
模
会
社
の
税
負
担
も
い
く
ら
か
緩
和
さ
れ
た

か
ら
、
法
人
税
負
担
は
中
規
模
会
社
に
重
い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
成
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
非
課
税
措
置
の
恩
恵
は
、
電
灯
、
電
力
、
自
動
車
、
航
空
機
、

砂
糖
、
蒸
気
機
関
車
、
化
学
、
石
油
等
多
く
の
会
社
が
享
受
し
て
い
た
、
か
、
特
に
著
し
い
の
は
、
保
険
、
銀
行
、
投
資
信
託
等
の
金
融
会
社
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
金
融
会
社
の
税
負
担
は
、
他
の
会
社
と
は
逆
に
二

O
l三
O
年
を
通
じ
て
年
々
減
少
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
法
人
間
配
当
非
課
税
措
債
が
、
二

O
l三
0
年
代
に
か
け
て
の
金
融
機
関
を
中
心
と
す
る
企
業
合
同
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
こ
と
が
判
ろ
う
。
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
回
百
三
口
m-

主
-
円
ご
・
・

3
・印

mig-
参
照
。

(
2
〉
本
稿
、
前
出
、
二
六
九
頁
以
下
。
前
出
拙
稿
に
お
い
て
は
、

g
B
Gご
含
常
牛
耳

E
3を
「
合
同
申
告
」
と
訳
し
た
が
、
一
般
に
「
連
結
申
告
」
の
訳

が
使
用
さ
れ
、
ま
た
』
♀
五
百
昨
日
ロ
と
の
混
同
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
「
連
結
申
告
」
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
お
詫
び
し
て
御
宥

恕
を
お
願
い
し
た
い
。

(
3
)

連
結
申
告
制
度
に
は
、
註
(
1
)
の
法
人
間
配
当
非
課
税
措
置
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
顕
著
な
傾
向
は
見
い
出
さ
れ
な
い
。
連
結
申
告
の
重
要
性
は
、
好

況
期
よ
り
も
む
し
ろ
一
一
一

0
年
代
の
大
恐
慌
期
に
増
大
し
た
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
法
人
が
、
子
会
社
の
損
失
を
相
殺
し
て
税
負
担
を
減
少
さ
せ
る
た
め

に
、
連
結
申
告
を
利
用
し
た
。

Q
-
E百
包
括
主
目
門
戸

L
】旬・ム印
l
同・

(
4
〉
戸
玄
・

0
5
S♂
』
v
S
H言
。
、
叫

42お
た

S

E誌
に
同

2
5宮
崎
町
、

2
h
z
h
p
宅
w
g
i
g・
2
・

(
5
〉

U
S
F
。、・町民同
-g

司
・
目
印
一
】
C
ヨ
タ
。
、
・
ミ
H

-

℃・印∞

-n』
回
・
「
F
r
s
-
ε
3
4
M
G
R
L
Z
c
E
Z
m
h
c
E
H
U山
口
可
山
口
仏
子
。
河
内
〈
1
2
Eめ
〉
《
悼
む
『

呂田品・
3
m
ω

ミた
F

・
ト
-
N
N
a
-
-

合
一
-
合
同

l
S品(一回目印
)
u
ζ
2・F
ロ
m
W
3
2
H
J
〈
c
一
-
ア
七
・
コ
・

ω
Z
5
5
"
。、・

2
H
J
七-
M
0
・

(
6〉円、白押
r
E
E
w
。、・

2
H
V
可
・
さ
・

(

7

)

L

『
念
仏
・
・
ヲ
さ
・
弘
叩
ロ
・

2
・

目命

批
判
勢
力
の
台
頭

さ
て
、
二

0
年
代
に
は
絶
え
て
顧
り
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
持
株
会
社
課
税
の
主
張
は
、
一
二

0
年
代
に
入
る
や
、

た
ち
ま
ち
に
そ

の
勢
い
を
増
し
た
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

不
当
留
保
利
益
税
が
「
空
文
」
で
、
持
株
会
社
が
野
放
し
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
強
い
不
満
を
有
す
る
ラ
・
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ガ

i
デ
ィ
ア
下
院
議
員
は
、
一
ニ
二
年
法
審
議
の
際
に
、
持
株
会
社
の
課
税
を
求
め
る
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
問
題
が
複
雑

す
ぎ
る
と
し
て
、
歳
入
委
員
会
小
委
員
会
の
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
う
け
て
、
翌
年
に
は
再
び
持
株
会
社

に
対
す
る
課
税
問
題
が
議
会
で
討
議
さ
れ
、
「
脱
税
防
止
、
税
制
の
簡
易
化
及
び
新
財
源
の
発
見
」
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
下
院
歳
入
委

員
会
小
委
員
会
は
、
持
株
会
社
を
「
お
そ
ら
く
多
額
の
所
得
を
有
す
る
個
人
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
最
も
行
き
渡
っ
た
形
式
は
タ
財

布
の
法
人
化
。
の
陰
謀
で
あ
る
」
と
、
決
め
つ
け
、
上
院
財
政
委
員
会
報
告
も
「
こ
れ
ら
法
人
の
う
ち
の
大
多
数
は
、
実
際
は
、
株
主
に
対

す
る
付
加
税
の
賦
課
を
回
避
す
る
と
い
う
だ
け
の
目
的
の
た
め
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
そ
の
弊
害
を
指
摘
し
た
の

で
↓
め
る
。

か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
動
向
の
中
で
、
三
四
年
に
私
的
持
株
会
社
課
税
が
実
現
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
そ
れ
ま
で
に
至

る
具
体
的
過
程
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
 
(

1

)

本
」
柄
、
前
出
、
本
号
一
七
二
頁
。

(
2
)

吋
印
。
s
h
-
M
N
2・
宝
吋
∞
|
芯
-
Q・
ω
ω
E
S
E
-
。、・

3
・・℃・

ωU白
・
本
稿
、
後
出
、
一
九
三
頁
以
下
。

(
3
)
ω
巳
ι
B
2・
。
、
・
ミ
?
℃

ωU4
・
Q
-
U
D
E
E
m
o
p
N凶
2
3
2
h
。、
h
g
R
Q
H
E
2
5丸
、
さ
町
内
丸
N
q
S曜
日

y

一ω
-
u
F
E口問・。
h

v

n
む

-
H》
同
吋
∞

一c
t
g
E・。、・門町
HJ
古
・
主
口
喝
ロ
・

ωMMMLrpp
。、

2
7
司
・
お
ωu
玄
ωユS
F
。k
y

門戸
wHV・
3
山間山
r
q
g
B旬。
k
v
・円札
H-w
℃・

3
・

(
4〉

ω巳
仏

5
5・
も
・
町
民
同
J

司・

ω∞印

-
Q・
円
、
包
括
唱
。
hv
・
門
戸
-
可
-

N

吋白

u
ζ
q
g
F
毛
・
門
戸

L
Y
吋0
・
2
・
一
白
山
之

a
S
N
S
〈
・
建
司
町
円
F
・
M
m
司・

∞ロ℃
U

・h
干

ω
吋・ムム
N
.

税
法
上
の
悪
弊
の
み
な
ら
ず
、
持
株
会
社
の
社
会
的
害
毒
を
重
視
す
る
急
進
的
な
反
独
占
主
義
者
の
攻
撃
は
一
一
層
急
激
で
あ
り
、
例
え
ば
、
h
H

自
称
4

共
和
党
の
ノ
リ
ス
上
院
議
員
は
、
同
年
の
本
会
議
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
持
株
会
社
は
、
比
較
的
に
言
え
ば
、
現
代
的
機
構
で
あ
る
。
そ
の
存

在
に
何
ら
か
の
用
途
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
用
途
は
、
持
株
会
祉
の
数
と
そ
れ
が
課
税
上
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
各
々
の
点
で
も
た
ら
す
害
毒
に
比

較
す
れ
ば
、
実
際
非
常
に
小
さ
い
。
:
:
:
持
株
会
社
が
必
要
な
何
ら
か
の
場
合
は
あ
り
う
る
か
も
し
れ
ぬ
。
も
し
あ
れ
ば
、
会
議
参
加
者
は
そ
の
問
題
を

解
決
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
持
株
会
社
の
九
五
%
は
寄
生
虫
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
衆
を
欺
問
し
、
無
価
値
な
も
の
を
得
る
と
い
う
明
白
な
目
的
の
た
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説
=1A 
日間

め
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
様
々
の
著
書
が
こ
の
実
例
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
私
は
か
つ
て
上
院
の
演
壇
で
、
持
株
会
社
の
手
段
を
通
じ
て
生
じ
た
こ
と

及
び
そ
れ
な
く
し
て
は
生
ず
る
は
ず
の
な
い
こ
と
で
、
一
一
言
注
意
を
喚
起
し
て
お
い
た
。
も
し
持
株
会
社
が
繁
盛
す
る
な
ら
、
結
局
そ
の
負
担
は
、
空

中
に
築
か
れ
且
つ
株
式
の
極
く
少
部
分
し
か
有
し
な
い
者
に
最
終
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
会
社
を
支
え
ね
ば
な
ら
な
い
人
々
に
の
し
か
か

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
相
対
的
に
少
な
い
投
資
し
か
行
わ
な
い
少
数
の
者
が
、
数
百
万
に
も
値
す
る
財
産
を
支
配
で
き
、
且
つ
現
に
そ
う
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
彼
ら
は
、
自
分
自
身
の
重
さ
で
倒
れ
て
い
る
。
〔
あ
る
著
者
が
|
畠
山
〕
そ
の
論
稿
の
一
部
で
述
べ
て
い
る
。
『
し
か
し
な
が
ら
、

近
時
の
経
験
は
持
株
会
社
の
長
所
を
想
起
す
る
の
を
困
難
に
し
て
い
る
』
、
と
。
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
過
去
一

O
年
の
聞
に
人
々
を
通
じ
て
我
々
が
得

た
経
験
は
、
著
者
も
言
う
よ
う
に
、
長
所
を
思
い
出
す
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
国
に
お
い
て
マ
ン
モ
ス
・
エ
ピ
ル
に
ま
で
な

っ
た
。
そ
し
て
大
多
数
の
場
合
、
そ
れ
は
ま
さ
に
課
税
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
組
織
さ
れ
て
き
た
と
私
は
考
え
る
。
」
と
(
認
《

ugh-

均
史
・
宝
宝
・
)
。
ま
た
、
内
フ
ラ
ッ
ク
上
院
議
員
も
い
わ
く
、
「
私
は
持
株
会
社
は
我
国
の
事
業
様
造
の
寄
生
虫
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
思
う
。
私
は
そ

れ
が
事
業
の
経
済
的
操
業
に
何
か
を
付
け
加
え
て
い
る
と
は
信
じ
な
い
。
私
は
そ
れ
が
事
業
自
身
の
最
大
の
利
益
で
は
な
く
、
ま
た
人
々
の
最
大
の
利

益
で
も
な
い
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
利
潤
を
除
い
て
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
は
信
じ
な
い
。
:
:
:
持
株
会
社
は
主
と
し
て
消
費
者
を

援
助
す
る
た
め
に
も
、
正
当
な
株
主
を
援
助
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
国
の
健
全
で
道
徳
的
な
事
業
構
造
に
何
物
か
を
付
け
加
え
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
逆
に
そ
れ
は
利
潤
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
o
」
と
令
∞

n
s
h・
HNR
宝田吋・)。

連
結
申
告
制
度
に
対
す
る
制
限

一
一
一
年
法
に
よ
る
付
加
税
賦
課

三
二
年
歳
入
法
案
作
成
の
際
、
財
務
省
は
特
に
連
結
申
告
制
度
に
言
及
せ
ず
、
そ
れ
を
う
け
て
下
院
の
歳
入
委
員
会
も
従
来
の
連
結
申

告
制
度
を
改
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
連
結
申
告
に
対
す
る
批
判
は
歳
入
委
員
会
内
部
に
も
強
く
、
歳
入
委
員
会
は
法
案
が
下

院
本
会
議
に
移
送
さ
れ
て
か
ら
、
妥
協
案
と
し
て
連
結
申
告
を
提
出
す
る
親
子
法
人
に
は
一
・
五
%
の
付
加
税
を
課
す
と
の
修
正
案
を
作

成
し
下
院
本
会
議
に
提
出
し
た
。
こ
の
修
正
案
は
さ
し
た
る
反
対
も
な
く
一
旦
可
決
さ
れ
た
が
、
翌
日
に
至
っ
て
キ
ヤ
ノ
ン
議
員
が
あ
く

ま
で
連
結
申
告
制
度
の
全
廃
を
求
め
る
修
正
案
を
提
出
し
論
陣
を
張
っ
た
た
め
、
連
結
申
告
制
度
を
め
ぐ
る
論
議
は
に
わ
か
に
活
気
を
帯
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び
る
も
の
と
な
っ
た
。
連
結
申
告
制
度
は
、
既
存
の
巨
大
会
社
が
そ
の
親
子
会
社
聞
の
損
益
相
殺
の
特
権
を
フ
ル
に
生
か
し
、
弱
小
の
競

争
会
社
を
放
逐
す
る
の
に
便
宜
を
与
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
株
価
操
作
に
よ
っ
て
支
配
株
主
が
小
株
主
を
締
め
出
す
の
に
利
用
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
の
が
キ
ヤ
ノ
ン
議
員
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
は
少
な
か
ら
ぬ
支
持
を
得
た
が
、
進
歩
派
の
大
先
輩
で
あ
る
ガ
l
ナ
議

員
が
、
付
加
税
賦
課
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
巣
を
通
じ
て
連
結
申
告
制
度
の
長
短
所
を
テ
ス
ト
す
る
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
急
激
な
全

廃
は
上
院
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
キ
ヤ
ノ
ン
議
員
を
説
得
し
た
た
め
、
一
・
五
%
課
税
の
歳
入
委
員
会
修
正
案
が
そ
の

ま
ま
に
可
決
さ
れ
た
。

フ
I
パ
l
政
権
の
財
務
長
官
ミ
ル
ズ
は
猛
反
対
し
、

年
の
上
院
財
政
委
員
会
報
告
を
引
用
し
な
が
ら
、
下
院
案
を
「
何
ら
適
当
な
理
由
を
発
見
す
る
こ
と
を
得
な
い
も
の
」
と
批
判
し
た
。
上

さ
て
舞
台
は
上
院
に
移
さ
れ
た
が
、
こ
の
一
・
五
%
課
税
案
に
さ
え
、

一
九
二
八

院
財
政
委
員
会
は
こ
の
見
解
を
支
持
し
、
「
現
行
法
及
び
規
則
中
の
連
結
申
告
条
項
は
、
健
全
な
会
計
慣
行
を
承
認
し
、
納
税
義
務
が
、
全

体
と
し
て
の
企
業
の
真
の
純
所
得
の
基
礎
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特
権
か
ら
如
何
な
る
不
適

同

当
な
利
益
が
得
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
委
員
会
は
、
こ
れ
が
我
が
税
法
の
行
政
的
観
点
及
び
納
税
者
の
便
宜
の
観
点
よ
り
非
常
に
望
ま

し
い
も
の
と
信
ず
」
と
述
べ
、
理
由
は
、
二
八
年
法
審
議
の
際
の
上
院
財
政
委
員
会
報
告
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
再
述
ず
る
必
要
は
な
い

アメリカに於ける法人税の発達

と
し
た
。

上
院
本
会
議
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
。
下
院
の
危
倶
が
ま
さ
に
当
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
三
二
年
法
は
、
緊
急
の
支
出
に
備
え
る

た
め
に
早
急
な
通
過
を
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
両
院
協
議
会
で
妥
協
が
図
ら
れ
、

三
二
・
三
三
年
の
二
年
間
に
限
り
U

九

%

の
付
加
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
連
結
申
告
の
制
限
を
求
め
る
下
院
の
要
求
は
、
ど
う
に
か
日
の
目
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。三
三
年
の

N
I
R
A
税
法
は
、
期
限
切
れ
と
な
っ
た
連
結
申
告
に
対
す
る
課
税
を
更
に
二
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
、
税
率
も
更
に
H
A
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内

7
〉

さ
し
た
る
論
議
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。

%
引
き
上
げ
て
一
%
と
し
た
が
、
そ
の
審
議
過
程
で
、

壬£ふ
長岡

(
1
〉
参
照
、
日
門
u
g
h
-
M
N
R
S
コ
の
ク
リ
ス
プ
議
員
の
発
言
。

(
2
)

キ
ヤ
ノ
ン
議
員
は
、
「
こ
の
修
正
案
は
我
々
の
最
大
の
法
人
の
免
税
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
算
の
均
衡
を
援
助
す
る
手
段
を
提
供
す

る
の
み
な
ら
ず
、
多
数
の
支
腐
を
有
す
る
法
人
が
競
争
を
破
壊
し
、
同
じ
事
業
に
従
事
す
る
小
規
模
で
独
立
の
法
人
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
不
公
正
な
競
争
の
同
盟
者
に
政
府
が
な
る
の
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
の
こ
の
条
項
は
連
銀
法
人
に
、
個
別
法
人
に
優
る
不
当
な
優

遇
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
を
廃
止
し
、
法
律
が
関
係
す
る
限
り
小
規
模
法
人
及
び
独
立
の
法
人
を
同
等
の
優
遇
の
平
面
に
置
く
こ
と
の
み

が
ア
メ
リ
カ
的
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
で
あ
る
。
」
(
吋
印
h
g
h
・
河
内
町
二
N品
l
l
N
印
・
)
と
前
置
き
し
た
後
、
以
下
の
よ
う
な
具
体
例
を
示
し
て
い
る
。

「
例
え
ば
、
株
式
会
社
デ
ュ
ポ
ン
を
採
り
上
げ
て
み
よ
う
。
デ
ュ
ポ
ン
は
多
種
の
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
子
会
社
を
有
し
て

お
り
、
多
種
の
日
用
品
を
生
産
し
て
い
る
。
〔
中
略
〕
同
一
の
会
社
が
売
り
手
で
あ
り
買
い
手
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
生
産
物
の
生
産
者
で
あ
り
消
費
者
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
実
際
に
あ
る
会
社
が
、
年
問
、
損
失
を
一
郡
す
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
帳
簿
上
の
問
題
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
我
々
が
こ
の
修
正
案
に

よ
り
廃
止
を
め
ざ
し
て
い
る
法
律
の
こ
の
条
項
の
も
と
で
、
本
庖
は
こ
の
よ
う
な
ペ
ー
パ
ー
-
ロ
ス
を
他
の
子
会
社
の
利
潤
よ
り
差
し
引
く
こ
と
を
許

さ
れ
、
そ
の
税
を
多
額
に
わ
た
っ
て
減
少
さ
ぜ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ズ
の
よ
う
な
会
社
は
、
こ
の
抜
け
穴
の
恩
典
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
作
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
申
告
書
中
の
捜
除
額
を
増
大
さ
せ
る
ほ
ど
の
損
失
を
そ
の
材
料
子
会
社
や
付
属
品
会
社
の
中
に
表

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
巨
大
な
石
油
会
社
や
石
炭
ム
在
は
、
そ
の
帳
簿
上
の
支
肢
が
親
会
社
の
控
除
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
多
額
の
ペ
ー
パ
ー
・
ロ

ス
を
負
担
さ
せ
た
輸
送
子
会
社
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
、
鉄
道
会
社
及
び
そ
の
他
の
多
数
の
親
子
会
社
を
通
じ
て
、
毎
年
課
税
を
免
が
れ
て
い
る
。
実
際
、

我
国
の
す
べ
て
の
動
力
公
益
会
社
が
こ
の
控
除
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
特
に
、
チ
ェ
ー
ン
・
ス
ト
ア
ー
が
、
こ
の
有
害
な
法
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
。
チ
ェ
ー
ン
・
ス
ト
ア
ー
が
そ
の
利
誌
を
享
受
す
る
一
つ

の
方
法
が
存
在
す
る
。
親
法
人
、
母
体
組
織
は
、
お
そ
ら
く
合
衆
国
の
す
べ
て
の
州
に
支
庖
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
個
々
の
支
腐
は
納
税
申
告
を
作

成
し
な
い
。
現
行
法
下
で
は
、
中
央
機
関
が
す
べ
て
の
支
慌
の
た
め
の
連
結
申
告
を
作
成
し
、
控
除
の
長
大
な
リ
ス
ト
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
チ
ェ
ー
ン
・
ス
ト
ア
ー
が
競
争
し
て
い
る
独
立
の
商
広
は
、
そ
の
応
自
身
の
申
告
を
作
成
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
。
独
立
の
商
底
は
、
そ
の

利
潤
を
相
殺
す
る
た
め
の
紙
上
の
幽
霊
損
失
を
有
せ
ず
、
控
除
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
た
め
の
簡
便
な
源
泉
も
有
し
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
税
の
全
額
を
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斗

支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
チ
ェ
ー
ン
・
ス
ト
ア
ー
は
課
税
を
免
が
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
を
競
争
を
排
除
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
地
域

に
チ
ェ
ー
ン
・
ス
ト
ア
ー
が
設
立
さ
れ
る
時
に
は
い
つ
も
、
あ
る
い
は
競
争
が
手
に
お
え
な
く
な
る
と
い
つ
も
、
チ
ェ
ー
ン
は
、
通
り
の
向
い
の
地
元

商
庖
が
窮
地
に
陥
り
庖
を
た
た
む
か
売
り
に
出
す
ま
で
故
意
に
価
格
を
引
き
下
げ
赤
字
で
経
営
す
る
。
チ
ェ
ー
ン
の
こ
の
支
広
の
損
失
は
、
他
の
支
庖

で
造
出
さ
れ
た
利
潤
よ
り
納
税
申
告
書
の
中
で
控
除
す
る
。
か
く
し
て
チ
ェ
ー
ン
は
地
元
商
人
を
つ
ぶ
し
、
課
税
を
免
が
れ
る
。
そ
し
て
競
争
が
排
除

さ
れ
た
後
で
、
チ
ェ
ー
ン
・
ス
ト
ア
ー
は
利
潤
ベ
!
ス
に
ま
で
価
格
を
引
き
上
げ
、
そ
の
損
失
を
取
り
返
し
、
そ
し
て
新
支
居
間
庖
の
準
備
を
し
そ
の

領
域
に
入
り
込
も
う
と
す
る
独
立
商
人
を
締
め
出
す
準
備
を
す
る
の
で
あ
る
」
(
百
円
u
g
h
-
h
R
コ
日
目

Q
・
ω
呂
吉
E
r
も
・
円
む
J

同y
ム∞
ω
・)。

「
チ
ェ
ー
ン
は
、
小
株
主
を
冷
遇
し
追
い
出
す
の
に
連
結
申
告
を
使
用
し
て
い
る
。
彼
ら
は
あ
る
特
定
の
支
広
叉
は
あ
る
特
定
の
工
場
が
特
に
利
潤

に
富
む
こ
と
を
発
見
す
る
。
関
連
子
会
社
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
原
料
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
生
席
項
円
価
格
の
吊
り
上
げ
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
更
に
消
費

f
会
社
に
よ
っ
て
、
そ
の
製
品
に
支
払
わ
れ
る
価
格
の
引
き
下
げ
の
た
め
に
、
そ
の
支
庖
叉
は
工
場
は
利
潤
の
か
わ
り
に
損
失
を
一
示
し
は

じ
め
る
。
配
当
は
下
落
す
る
。
そ
し
て
小
株
主
は
そ
の
株
の
売
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
チ
ェ

l
γ

は
他
の
支
広
の
少
数
株
主
を
冷
遇
し
て

締
め
出
し
、
所
得
は
増
加
す
る
。
そ
の
問
、
内
部
の
操
作
が
小
羊
を
収
奪
し
、
チ
ェ
ー
ン
は
彼
ら
の
支
払
う
税
を
控
除
す
る
た
め
の
ペ
ー
パ
ー
-
ロ
ス

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
務
省
の
経
費
で
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
吋
印
。

sh-
同州
2
・吋一日目)。

ハ
3
〉
↓
日

h
。ぉ
h
-
H
N
2
・
コ
M
吋・

(
4〉
彼
は
、
一
九
二
八
年
の
上
院
財
政
委
員
会
報
告
を
引
用
し
た
あ
と
、
「
こ
の
連
結
申
告
に
よ
り
、
所
得
税
を
全
体
と
し
て
の
哀
の
利
得
に
適
合
せ
し
む

る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
健
全
な
る
方
法
に
対
価
を
要
求
し
、
特
別
課
税
を
な
さ
む
と
す
る
下
院
案
規
定
は
削
除
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
野
津
・
前
掲
書
、
二
三
七
頁
)
。

(
5〉

ω
2
L
E
E
-
。
、
・
ぇ
?
℃
・
ム
∞
ω
・
野
津
・
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。
従
っ
て
上
院
財
政
委
員
会
は
健
全
な
会
計
慣
行
と
税
務
一
行
政
上
の
便
宜
を
主
張
す

る
の
み
で
、
下
院
の
「
連
結
申
告
は
全
国
に
連
鎖
を
有
す
る
独
占
的
大
企
業
を
利
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
益
に
特
別
課
税
す
る
の
が
下
院
案
の

理
由
で
あ
る
」
(
野
津
・
前
回
盟
昔
、
二
三
八
頁
〉
と
の
点
に
は
、
何
ら
反
論
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
。

八

6
〉
(
7
〉

Q
〉
・
〉
・
阿
佐
=
2
t
z
p
E
吋
『
ゅ
の
G
号

C
E
-
-
=
S
L
子市

H
2
8
2
0
吋
p
x
・3

将
司
号
屯
田
切
言

-
M
N
S
-
M
3・
M吋m
一(一由主
ω
〉日

ω・
∞

E
コ
E
P

乏の
C
E
C
E主
主
河
合
同
5
E
E
円

Z
F
L
O
E
-
吋
Z
ω
ヨ
E
H】・
3

∞
b
h
a
-
N
叫

4
Q
H
n
h
・
Mmow

同町
N

(

一
回
印
印
〉
一
司
百
三
コ
mw
。
、
・
円
む
唱

-v

全
引
戸
弘

F
E
D
-

。h
v

・
2
H
u
司
・
合
w

ロ
-
m
o
u
野
津
・
前
掲
書
、
二
五
五

l
六
頁
、
一
二
四
三
頁
。
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三
四
年
法
に
よ
る
連
結
申
告
制
度
の
廃
止

北法26(2・92)186 

言命

さ
て
、
一
三
ニ
年
二
一
月
、
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
先
に
述
べ
た
下
院
歳
入
委
員
会
小
委
員
会
の
租
税
回
避
の
防
止
に
闘
す
る
報
告
書

は
、
連
結
申
告
廃
止
運
動
は
既
に
一
九
一
八
年
以
来
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
こ
の
不
況
時
に
大
企
業
を
利
し
、
税
の
繰
延
べ
の

特
典
を
与
え
る
連
結
申
告
制
度
は
全
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
ov
し
か
し
こ
の
提
案
に
対
し
て
は
ま
た
し
て
も
財
務
省
が
反
対

し
、
連
結
申
告
こ
そ
親
子
法
人
の
所
得
の
正
確
な
表
示
で
あ
り
、
個
々
の
法
人
は
法
技
術
的
に
は
お
宮
B
8
3己
々
で
あ
る
が
、
実
際

の
事
業
目
的
よ
り
す
れ
ば
一
企
業
の
支
宿
支
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
確
立
さ
れ
た
事
実
で
あ
っ
て
今
さ
ら
個
別
に
所
得
及
び

控
除
額
を
決
定
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
連
結
申
告
を
廃
止
し
て
親
子
法
人
間
の
取
引
を
認
め
る
と
、
不
正
、
通
脱
の
た
め
の
契

約
が
締
結
さ
れ
や
す
く
、
連
結
申
告
は
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
「
省
は
、
連
結
申
告
の
廃
止

は
、
も
し
存
在
し
た
と
し
て
も
わ
ず
か
の
歳
入
し
か
も
た
ら
さ
な
い
逆
行
で
あ
る
と
信
ず
る
。
逆
に
現
在
の
制
度
に
は
、
納
税
者
の
み
な

ら
ず
財
務
省
に
と
っ
て
も
節
約
が
存
在
す
る
。
法
の
執
行
は
確
立
さ
れ
た
事
業
慣
行
に
一
致
し
て
い
る
が
故
に
、
簡
潔
で
あ
る
。
財
務
省

は
、
わ
ず
か
に
一
つ
の
親
会
社
の
み
を
取
扱
え
ば
よ
い
。
納
税
者
に
と
っ
て
も
、
個
別
申
告
の
要
求
は
、
租
税
目
的
の
た
め
に
個
々
の
帳

簿
セ
ッ
ト
を
備
え
つ
け
る
た
め
の
多
額
の
経
費
の
増
加
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
自
身
望
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
も
た
ら
す
」
と
主
張
し

(
2〉

(
3
)

た
。
こ
れ
は
財
務
省
の
伝
統
的
見
解
で
あ
っ
て
、
政
権
交
替
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
財
務
省
の
信
念
は
少
し
も
動
じ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

下
院
歳
入
委
員
会
は
、
小
委
員
会
の
指
摘
を
正
当
と
認
め
な
が
ら
も
、
財
務
省
の
主
張
に
も
揺
り
動
か
さ
れ
、
結
局
幾
多
の
論
争
を
重

ね
た
結
果
、
連
結
申
告
制
度
自
体
は
存
続
さ
せ
、
付
加
税
率
を
二
%
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
下
院
本
会
議
で
は
、
こ
れ
に
対
し
て

様
々
の
批
判
が
加
え
ら
れ
た
が
、
結
局
、
こ
の
案
が
承
認
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
上
院
財
政
委
員
会
に
異
議
の
あ
る
は
ず
が
な
く
、
上
院
財

政
委
員
会
は
、
下
院
案
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。

し
か
し
上
院
本
会
議
に
は
、
ラ
フ
ォ
レ
ッ
ト
、

ノ
リ
ス
ら
の
強
敵
が
ま
ち
か
ま
え
、
存
続
案
に
対
す
る
猛
反
対
運
動
を
開
始
し
は
じ
め



た
た
め
、
連
結
申
告
を
め
ぐ
る
長
年
の
論
争
は
、
遂
に
こ
こ
に
最
大
の
山
場
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
主
役
は
、
幾
分

か
芝
居
が
か
っ
た
ア
イ
ダ
ホ
州
選
出
の
ボ
l
ラ
共
和
党
議
員
で
あ
っ
た
。

ボ
l
ラ
議
員
は
、
「
私
に
は
、
凡
て
の
も
の
に
も
増
し
て
、
税
法
は
公
平
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
凡
て
の
者
に
対
し
て
同
等
に
平
等
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
巨
大
な
持
株
会
社
に
利
益
を
賦
与
す
る
連
結
申
告
は
、
凡
て
の
税
を
支
払
う
独
立
法
人
に
と
っ
て

大
き
な
不
利
益
で
あ
る
。
連
結
申
告
は
、
小
法
人
が
他
の
点
で
有
し
て
い
る
不
利
益
に
加
え
ら
れ
る
な
ら
、
小
法
人
が
事
業
を
継
続
す
る

の
を
困
難
に
す
る
よ
う
な
障
害
の
も
と
に
小
さ
な
独
立
し
た
法
人
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

日
毎
に
き
ら
に
年
毎
に
、
小
さ
な

独
立
し
た
法
人
は
吸
収
合
併
つ
ま
り
滅
亡
を
受
け
い
れ
る
こ
と
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈

8
)

大
法
人
に
好
意
を
一
不
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
前
置
き
し
た
後
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ズ
、

一
体
何
故
に
、
政
府
が
税
法
を
通
し
て

セ
ン
ト
ラ
ル
ガ
ス
電
気
会
社
、

セ
ン
ト

ラ
ル
公
益
サ
ー
ビ
ス
会
社
、
そ
の
他
の
大
持
株
会
社
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
会
社
が
連
結
申
告
に
よ
っ
て
い
か
に
多
額
の
節
税
を

同

行
っ
て
い
る
か
を
指
摘
し
、
「
今
や
、
諸
君
、
連
結
申
告
が
、
独
立
法
人
を
陵
駕
す
る
実
業
界
に
お
け
る
恩
典
を
持
株
余
社
に
与
え
る
べ
く

機
能
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、
我
々
は
如
何
な
る
理
論
に
基
づ
い
て
租
税
問
題
中
の
連
結
申
告
に
思
典
を
与
え
ね
ば
な
ら
な

アメリカに於ける法人税の発達

い
の
か
を
問
い
た
い
。
〔
中
略
〕
何
故
こ
れ
ら
法
人
が
分
離
及
び
独
立
申
告
を
す
べ
き
で
な
い
の
か
に
つ
い
て
、

公
平
の
点
で
も
実
務
の
点

で
も
何
の
理
由
も
な
い
。
そ
し
て
我
々
が
、
持
株
会
社
は
連
結
申
告
を
提
出
で
き
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
凡
て
の
法

人
を
同
一
基
盤
に
お
き
、
各
々
お
よ
び
凡
て
の
法
人
を
公
平
原
則
に
基
づ
き
取
扱
う
の
で
あ
る
」
と
、
連
結
申
告
の
廃
止
を
主
張
し
た
。

こ
の
提
案
に
は
、
財
政
委
員
会
を
代
表
し
て
ハ
リ
ソ
ン
議
員
が
直
ち
に
反
対
し
た
が
、
逆
に
ク
l
ゼ
ン
ス
及
び
ノ
リ
ス
両
議
員
が
廃
止
案

を
支
持
し
、
特
に
ノ
リ
ス
議
員
は
様
々
の
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
持
株
会
社
を
き
わ
め
て
強
く
批
判
し
た
。
そ
し
て
投
票
の
結
果
、
こ

れ
ま
で
常
に
下
院
の
廃
止
提
案
を
否
決
し
て
き
た
上
院
は
、
賛
成
四

O
、
反
対
三
七
、
棄
権
一
九
で
、
廃
止
案
を
可
決
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
舞
台
は
両
院
協
議
会
に
移
さ
れ
、
上
・
下
院
の
聞
で
調
整
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
下
院
は
も
と
も
と
連
結
申
告
廃
止



説

に
反
対
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
廃
止
案
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
が
両
本
会
議
の
賛
成
を
え
て
法
律
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
連
結
申
告
の
提

出
は
、
鉄
道
会
社
を
除
き
、
全
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
〉
「
連
結
巾
告
を
提
出
す
る
特
権
が
、
我
が
国
に
現
存
す
る
巨
大
な
法
人
集
団
に
対
す
る
実
際
的
利
益
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は

特
に
不
況
の
年
度
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
連
結
申
告
の
効
果
は
、
あ
る
法
人
の
損
失
が
他
の
法
人
の
純
所
得
及
び
税
を
減
少
さ
せ
る
の

を
許
す
こ
と
で
あ
り
、
不
況
期
に
は
一
層
多
く
の
損
失
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
連
結
申
告
の
他
の
効
果
は
課
税
の
繰
延
べ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
つ

ま
り
、
課
税
目
的
に
と
っ
て
法
人
間
取
引
に
お
い
て
は
如
何
な
る
利
潤
も
実
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
連
結
グ
ル
ー
プ
の
製
品
に
お
け
る
利
潤
は
、

グ
ル
ー
プ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
の
手
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
品
、
が
グ
ル
ー
プ
の
外
の
者
に
向
け
て
処
理
さ
れ
る
ま
で
課
税
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
」
(
∞
-
5
2
ω
P
毛
・
ミ
T
可
-
N
8
・
=
・
∞
一
回
百
己
口
問
唱
。
、
・

2
H
J
司
・
主
'
)
。
な
お
、
野
津
・
前
掲
書
、
三
八

O
頁
参
照
。

(
2
)

呂田仲吋
H
E
L
M
V
2
H
J
毛
-
N
B
l
M
m
f
広三
E
口問。、・

2
・

司

会

え

C
子
E

P
も
・
円
む
J
℃
-
A
?
p
m
-
u
H
N・
Z-
喜
一
一

R
4
Z

、門員
ω同
5
ロ

O
『
H
E
0
2
9
2
3
5、
T
g
E
p
w
w
吋

ト

除

。

MV目
ω
2
・
ω01
・ロ

3
・

(
3
〉
民
百
三
口
四
唱
。
、
ahhhJ
古
品
印
・
の
評
価
参
照
。

(
4
)
ω
包
門
宮
山
口
・
。
、
・

2
H
J
℃・

ω
コ-
n
『
・
吋
∞
門
u
g
h
-
河内町
-
M
2
7
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
吋
∞
〈
u
g
h
-
河内町・

8
二・

N
E吋
1
∞
w
M
m
虫
l

E
-
の
ド
l
ト
ン
歳
入
委
員
長
、
歳
入
委
員
会
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
及
び
ナ
、
、
ェ
ル
・

B
・
ヒ
ル
諮
問
貝
の
趣
向
説
明
参
照
。

(
5
〉

認

の

g
h目
河
内
町
・
呂
田
品
i
m
u
-
N∞〕
f
N∞一
0
・
の
マ
ク
ア
ァ

l
デ
ン
、
マ
ク
リ
ン
ト
ク
、
コ

l
コ
ラ
ン
各
議
員
の
批
判
参
照
。

(
6
)
ω
而

E
5
2唱
。
、
.
町
民
同
J
℃
-
Mミ
・
の
上
院
財
政
委
員
会
報
告
及
び

g
n
g
h目
見
号
印
∞
ミ
・
の
ハ
リ
ソ
ン
上
院
財
政
委
員
長
の
趣
国
円
説
明
参
照
。

(
7
)
出
可
ロ
巳
口
問
・
。
、
・

2
H
J
℃
-
K
3
.

(
8
X
9
)
出

向

s
h
h
N同
再
-
宝
包

h
v
E
-
2・
も
-
h
p
・

3
・
ω
0
1
1
8∞
・

-

(
叩
〉
吋
∞
門
u
g
h
-
N
N
R・
2
宝
l

g

こ
の
部
分
は
、
前
出
一
八
一
一
員
註
(
4〉
に
訳
出
し
た
。

(
け
)
吋
∞
円
u
g
h
河
内
町
・
宝
田
町
一
野
津
・
前
掲
書
、
四

O
三
頁
。
し
か
し
、
翌
日
に
至
っ
て
、
ハ
ス
チ
ン
グ
議
員
が
廃
止
案
の
再
討
議
・
一
舟
投
票
を
求
め
る

動
議
を
提
出
し
て
、
連
結
申
告
存
続
を
主
張
し
た
た
め
に
、
ま
た
し
て
も
論
議
が
蒸
し
返
さ
れ
た
が
、
討
議
内
容
と
し
て
は
こ
の
日
の
方
が
充
実
し
て

い
た
と
い
え
る
。
ハ
ス
チ
ン
グ
議
員
の
提
案
は
賛
成
一
九
、
反
対
亙
八
、
楽
権
一
九
で
否
決
さ
れ
、
連
結
申
告
復
、
活
は
な
ら
な
か
っ
た
(
石
内
ush--

河

2
・

目

印

Z
I
d
o
-
)
。
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(
門
は
)
鉄
道
会
社
の
み
が
除
外
さ
れ
た
理
由
は
、
鉄
道
会
社
は
州
法
に
よ
っ
て
、
財
産
の
存
在
す
る
州
内
に
分
散
し
て
い
る
財
産
を
合
体
す
る
こ
と
を
要

求
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
I
C
C
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
(
巴
広
ヨ
包
品
。
、
・
円
ご
・
℃

-
M
2
・
ぇ
・
伊
広
ヨ
2
・。、

E
H
・・官官・

ω吋
Ul--ω

∞0
・)。

(
日
〉
連
結
申
告
に
対
す
る
賛
否
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
税
務
行
政
と
会
計
実
務
の
簡
便
に
利
す
る
と
い
う
突
誌
に
着
討
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の

も
た
ら
す
弊
害
に
着
目
す
る
か
で
、
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
え
る
。
会
計
慣
行
と
税
務
行
政
の
便
宜
を
理
由
に
、

F
Z
S
Z
2・
。
、
.
町
民
同
よ

司-
M

∞ω
一回一一昨

55-
。
』
?
と
h

e

七
会
、
が
廃
止
に
反
対
し
、

ζ
-
一一
2
・
。
、
・
門
戸
・
司
・

ω
口
∞
・
は
、
更
に
粗
税
を
持
株
会
社
規
制
に
利
用
せ
ん
と
す
る

急
進
派
の
意
図
を
非
難
す
る
。
し
か
し
逆
に
、
国

-
g・
の
吉
〈
2
・
ε
〉、
H
J
R
-
M
c
z
q
F司
件

7
0
C
E
Z仏

ω
g
g
m
Qぐ
)
¥
w

吋∞叫

4th『
、

g
N
N
4
S
N帆町

一
日
、
一
品
(
一

ss・
は
、
複
雑
な
法
人
組
織
は
明
ら
か
に
反
社
会
的
で
あ
り
、
連
結
申
告
の
廃
止
は
こ
れ
を
弱
め
る
効
果
、
が
あ
る
と
し
て
、
廃
止
措
置

を
支
持
し
て
い
る
。
な
お
連
結
申
告
廃
止
の
具
体
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
同
三
E
ロ
mw
。
、
・
円
む

J
3・
S
!日M
-

を
参
照
さ
れ
た
い
。

法
人
(
株
主
)
の
受
取
配
当
に
対
す
る
課
税

一
四
年
法
審
議
の
際
の
論
議

斗
寸

持
株
余
社
に
対
す
る
規
制
を
求
め
る
戸
が
強
く
な
る
に
つ
れ
て
、
連
結
申
告
と
並
ん
で
非
難
の
的
と
さ
れ
た
の
が
、
法
人
に
対
す
る
受

取
配
当
非
課
税
措
置
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
連
結
申
告
よ
り
も
受
取
配
当
非
課
税
措
置
の
方
が
、
複
雑
な
会
計
帳
簿
上
の
操
作
を
必
要
と

せ
ず
直
接
に
持
株
会
社
の
税
負
担
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
持
株
会
社
発
展
に
貢
献
し
た
度
合
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
三
二
年
法
審
議
の
際
に
は
、
既
に
各
所
に
見
た
よ
う
に
、
従
来
進
歩
派
議
員
が
抱
い
て
い
た
要
求
が
一
気
に
押
し
出
さ
れ
た
感

が
あ
っ
た
が
、
法
人
の
受
取
配
当
非
課
税
措
置
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。

三
四
年
法
の
立
案
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
点
は
さ
し
た
る
討
議
も
な
さ
れ
ず
、
審
理
は
順
調
に
上
院
ま
で
進
ん
だ
。
上
院
本
会
議
に
至
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アメリカに於ける法人税の発達

る
と
、
連
結
申
告
廃
止
に
勢
い
を
え
た
ボ

i
ラ
議
員
が
、
法
人
の
受
取
配
当
控
除
の
廃
止
を
求
め
る
修
正
案
を
提
出
し
、
そ
れ
に
は
、

リ
ス
議
員
の
説
得
的
な
支
持
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
提
案
は
.
否
決
さ
れ
た
。

ノ



説

(
1
)

但
し
、
非
課
税
法
人
よ
り
の
受
取
配
当
は
、
二
重
課
税
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

3
2缶
百
P

。
、
.
町
民
了

3
・

4
ω
0
1
ム
ω
一・)。

(
2
〉

ボ
l
ラ
議
員
は
二
度
に
わ
た
り
、
廃
止
を
求
め
る
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
第
一
回
目
の
主
役
は
む
し
ろ
ノ
リ
ス
議
員
で
あ
っ
た
。
ノ
リ
ス
議
員
は

「
も
し
、
持
株
会
社
が
何
ら
か
の
金
銭
を
得
た
な
ら
、
会
社
は
税
を
支
払
う
で
あ
ろ
う
。
も
し
法
人
が
金
銭
を
得
た
な
ら
、
そ
れ
が
課
税
に
服
す
る
に

十
分
で
あ
る
限
り
税
を
支
払
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
修
正
案
は
、
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
が
、
そ
の
法
人
に
よ
り
所
有
さ
れ
た
法
人
が
造
出
し
、
何
ら

の
税
も
支
払
わ
な
い
利
潤
を
控
除
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
「
修
正
案
は
こ
れ
ら
〔
銀
行
、
保
険
会
社
等
|
畠
山
〕
の
持
株
会
社
に
税

を
賦
課
す
る
こ
と
を
規
定
は
し
な
い
。
し
か
し
、
も
し
会
社
は
利
潤
を
得
た
な
ら
税
を
支
払
う
べ
し
と
は
規
定
す
る
。
一
体
、
何
が
惑
い
の
か
。
も
し

会
社
が
利
潤
を
得
な
い
の
な
ら
、
税
を
支
払
わ
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
他
の
会
社
に
対
す
る
投
資
が
あ
れ
ば
税
を
賦
課
す
る
と
い
う
規
定
は
修
正
案
の
中

に
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
他
の
会
社
が
売
却
さ
れ
、
取
得
法
人
が
そ
の
会
社
を
事
業
と
し
て
運
営
し
、
そ
こ
で
所
得
税
法
に
服
す
る
金
銭
が
符
ら
れ

た
場
合
に
、
一
体
何
故
に
法
人
は
利
潤
に
対
す
る
税
を
支
払
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
」
と
述
べ
、
持
株
会
社
規
制
の
た
め
に
受
取
配
当
課
税
が
必
要
な

こ
と
を
主
張
し
た
が
、
ハ
リ
ソ
ン
議
員
が
、
木
提
案
は
持
株
会
社
規
制
の
範
闘
を
逸
脱
し
て
法
人
一
般
に
二
重
課
税
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
結

申
告
廃
止
と
の
関
連
も
薄
い
と
し
て
反
対
し
、
投
票
の
結
果
、
賛
成
三
三
、
反
対
三
九
、
棄
権
二
四
で
否
決
さ
れ
た
。
な
お
、
ボ
l
ラ
議
員
は
、
提
案

者
で
あ
り
な
が
ら
投
票
の
際
に
は
反
対
に
廻
っ
て
い
る
(
吋
∞

n
g
h
J
M
N
2・
2
匂
|
宝
ご
・

PFLEE-
毛
-
2
H
よ℃・

ω
工・)。

更
に
翌
日
、
ボ
l
ラ
議
員
は
、
受
取
配
当
控
除
廃
止
案
の
再
審
議
・
再
投
票
を
求
め
る
動
議
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
は
ハ
ス
チ
ン
グ
議
員
の
提
出
し
た

連
結
申
告
廃
止
案
の
再
審
議
・
再
投
票
を
求
め
る
動
議
の
審
議
を
妨
げ
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
ハ
ス
チ
ン
グ
議
員
の
動
議
が
前
述
の
と
お
り
否
決
さ
れ

る
(
前
出
一
八
八
頁
註
〔
什
〕
〉
と
同
時
に
、
そ
れ
を
徹
回
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
特
に
み
る
べ
き
主
張
は
な
い
今
∞
門
u
g
h
-
N
N
R・
2
2
1
8
2
・〉。
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日間

三
五
年
法
に
よ
る
部
分
的
課
税
の
実
現

さ
て
、
上
記
の
動
向
に
決
定
的
推
進
力
を
与
え
た
の
が
、
二
一
五
年
六
月
の
「
富
の
再
分
配
」
を
提
唱
し
た
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
教
書
で

あ
る
。
彼
は
そ
の
中
で
、
「
実
際
に
は
単
一
の
組
織
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
つ
一
つ
が
技
術
的
に
小
規
模
企
業
に

区
分
さ
れ
う
る
よ
う
な
多
く
の
子
会
社
制
度
を
通
じ
た
法
人
所
得
に
対
す
る
累
進
税
の
遁
脱
を
防
止
す
る
た
め
に
、
規
定
が
設
け
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
油
脱
を
防
止
す
る
最
も
効
果
的
な
方
法
は
、
法
人
に
ょ
う
て
受
領
さ
れ
る
配
当
に
対
す
る
課
税
で
あ
ろ
う
。
但
し



少
額
投
資
家
に
危
険
分
散
の
利
益
を
得
さ
せ
る
の
を
認
容
す
る
役
割
を
演
じ
、
公
的
規
制
に
服
す
る
善
意
の
投
資
信
託
は
、
こ
の
税
を
免

除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
具
体
的
提
案
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
に
対
し
て
下
院
歳
入
委
員
会
は
消
僚
的
で
、
「
こ
の
法
案
中
に

規
定
さ
れ
た
緩
慢
な
〔
法
人
税
率
の

l
畠
山
〕
累
進
度
を
考
慮
す
る
と
、
当
委
員
会
は
、
か
か
る
税
が
遇
脱
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
と

は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
持
株
会
社
の
チ
ェ
ー
ン
の
規
制
に
関
連
し
て
、
提
案
の
利
点
を
後
日
考
察
す
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
」
と
述
べ
課

税
の
提
案
を
渋
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
会
議
に
お
い
て
一
部
の
議
員
は
強
い
不
満
を
示
し
、
歳
入
委
員
会
の
態
度
は
大
統
領
の
要
請
を

無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
-
課
税
を
求
め
る
修
正
案
を
提
出
し
て
抵
抗
し
た
が
、
結
局
、
ド
1
ト
ン
歳
入
委
員
長
の
、
本
歳
入
法
は
、

既
に
あ
る
法
人
株
式
税
の
ほ
か
に
、
(
下
院
案
に
よ
れ
ば
)

一
三
・
二
五
l
一
四
・
二
五
%
の
累
進
法
人
税
、
超
過
利
潤
税
を
法
人
に
課
す

こ
と
に
し
て
お
り
、
「
こ
れ
は
今
日
法
人
に
賦
課
す
る
に
は
十
分
な
税
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
税
は
不
当
で
あ
る
」
「
我
々
は
政
府
の
経
費

を
支
弁
す
る
た
め
に
収
入
を
あ
げ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
事
業
が
復
興
す
る
べ
く
事
業
に
活
力
を
与
え
る
よ
う
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
の
主
張
に
押
し
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

tコ

し
か
し
こ
の
頃
よ
り
、
財
務
省
は
、
大
統
領
の
種
々
の
要
求
を
実
現
す
べ
く
活
動
し
だ
し
、
上
院
財
政
委
員
会
の
公
聴
会
に
登
場
し
た

財
務
省
顧
門
の
ロ
パ
l
ト
・

H
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
氏
が
、
「
法
人
間
配
当
は
、
複
雑
な
法
人
構
造
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
増
幅
さ
れ
た
大

アメリカに於ける法人税の発達

部
分
は
不
必
要
な
取
引
で
あ
る
」
が
故
に
、
累
進
法
人
税
構
造
を
保
護
し
、
更
に
法
人
構
造
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
に
法
人
間
配
当
課
税

〈

5
)

が
必
要
で
あ
る
旨
を
証
言
し
た
。
そ
こ
で
、

上
院
財
政
委
員
会
は
大
統
領
及
び
財
務
省
の
意
向
を
容
れ
、
受
取
配
当
の
八
五
%
を
総
所
得

よ
り
除
外
し
て
残
り
一
五
%
に
法
人
税
を
課
税
す
る
提
案
を
行
っ
た
。
こ
こ
に
全
額
非
課
税
を
主
張
す
る
下
院
案
と
八
五
%
非
課
税
を
主

北法26(2・97)191

張
す
る
上
院
案
が
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
両
院
協
議
会
で
は
、
九
O
%
を
非
課
税
と
し
て
、

妥
協
が
図
ら
か
吃
そ
れ
が
成
立
法
と
な
っ
た
。
三
五
年
法
に
よ
れ
ば
、
法
人
税
率
一
二
・
五

l
一
五
%
と
さ
れ
た
か
ら
、
実
際
に
こ
れ
に

一
O
M
に
の
み
課
税
す
る
こ
と
で
、

よ
っ
て
法
人
が
被
る
負
担
は
二
%
前
後
に
す
ぎ
な
い
が
、
「
受
取
配
当
に
対
す
る
課
税
は
二
重
課
税
で
あ
る
」
と
い
う
大
命
題
が
覆
さ
れ
た



説

点
で
、
む
し
ろ
原
則
の
勝
利
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

北法26(2・98)192 
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(
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マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ソ

l
ト
ホ
フ
両
議
員
が
そ
れ
で
あ
る
。
ソ

l
ト
ホ
フ
議
員
は
、
も
と
も
と
一
九
一
一
一
一
年
法
は
法
人
の
受
取
配
当
控
除
を
認
め
て
い

な
か
っ
た
己
と
、
こ
の
一

O
O
M捜
除
が
持
株
会
社
に
対
す
る
補
助
金
及
び
特
権
賦
与
と
化
し
、
社
会
的
に
望
ま
し
か
ら
ざ
る
経
済
的
に
不
公
正
な
法

人
の
複
合
化
と
法
人
利
潤
の
重
合
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
、
持
株
会
社
は
政
府
よ
り
様
々
の
便
益
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ヨ
包
括
仲
田
凶
を
支
払

う
べ
き
こ
と
な
ど
を
主
張
し
(
吋

u
n
g
h
-
M
N
R
-
一日

ω一回
I
N
C・
一
日
お
品
・
)
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
議
員
は
、
巨
大
法
人
が
無
数
の
持
株
会
社
を
通
じ
て

そ
の
組
織
を
更
に
複
雑
・
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
化
す
る
の
を
防
止
し
、
課
税
と
政
府
に
よ
る
適
切
な
規
制
を
回
避
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
課
税
が
必
要
で

あ
る
と
主
張
し
た
つ

u
n
s
h・河町内・

-Mω
吋
-
一
日
お
ム
・
〉
。

(
4
)

吋田門

Ugh-MNR-
一日芯ム

l
M印

〈

5
)
呂町一

-F
。h
y
q
m
H
J

司

ωON'
参
照
、
野
津
・
前
掲
書
、
四
四
七
頁
。

(
6
)
(
7
)
ω
o
-
L
E
ω
口
唱
。
、
円
む
よ
官
-

M

∞U
・

(
8
)
国
吉
コ
吉
岡
・
。
、
町
民
H
-
w

若
・
可

l
g
・
は
、
こ
の
課
税
措
置
が
法
人
累
進
税
を
免
れ
る
た
め
の
会
社
の
分
散
を
防
止
す
る

P
E
E
d
な
効
果
は
あ
っ

た
が
、
あ
ま
り
に
税
負
担
が
経
す
ぎ
、
全
体
的
に
み
る
と
む
し
ろ
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

四

人
的
持
株
会
社
に
対
す
る
一
般
的
課
税

序
l
一
一
一
四
年
法
以
前
の
状
態

繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
不
当
留
保
利
益
税
が
無
力
で
あ
る
こ
と
は
、
進
歩
派
議
員
の
み
な
ら
ず
財
務
省
及
び
大
方
の
納
税
者
の
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
決
定
的
な
処
方
雲
の
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
個
人
株
主
に
対
す
る
付
加
税
を
週
脱
す
る
た
め
に
法

人
利
潤
を
企
業
内
に
留
保
す
る
傾
向
が
二
般
的
に
い
っ
て
大
法
人
よ
り
も
小
法
人
乃
至
少
数
の
株
主
、
同
族
関
係
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ



る
閉
鎖
会
社
に
多
く
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
富
裕
者
に
よ
り
経
営
さ
れ
る
閉
鎖
会
社
に
多
い
こ
と
も
、

よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
三
四
年
の
下
院
歳
入
小
委
員
会
報
告
は
、
こ
れ
ら
法
人
を
「
財
布
の
法
人
化
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

さ
て
、
既
に
判
明
し
て
い
る
よ
う
に
八
個
人
事
業
|
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
法
人
〉
聞
の
公
平
課
税
を
図
る
た
め
に
は
二
般
的
に
法
人

の
留
保
利
潤
に
課
税
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
法
人
の
う
ち
特
に
こ
れ
ら
付
加
税
遁
脱
の
た
め
の
法
人
に
個

別
に
課
税
す
る
方
法
も
、
租
税
通
脱
の
防
止
を
通
じ
た
公
平
課
税
の
実
現
と
い
う
点
で
霊
安
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
、
と
り
あ
え

ず
、
こ
れ
ら
「
財
布
の
法
人
化
」
を
企
て
る
法
人
に
対
し
て
は
不
当
留
保
利
益
税
の
-
謀
税
要
件
で
あ
る
「
付
加
税
遺
脱
の
意
図
」
「
事
業
の

合
理
的
必
要
」
な
ど
を
は
ず
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
試
み
は
J
笑
は
既
に
一
九
二
八
年
法
審
議
の
際
の
下
院
の
動
き
の
中
に
み
ら
れ
た
ο

こ
の
年
、
ガ
l

ナ
、
グ
リ
ー
ン
、

ィ
ア
な
ど
に
、
率
い
ら
れ
た
下
院
の
歳
入
法
案
審
議
は
活
気
を
お
び
た
が
、
特
に
グ
リ
ー
ン
議
員
の
努
力
に
よ
り
、
下
院
案
の
中
に
、
不
当
留

ラ
・
ガ

l
Jア

仁今

保

利

益

税

を

二

分

し

、

人

的

持

株

会

社

に

は

純

所

得

の

三

O
Zと
配
当
控
除
額
及
び
合
衆
国
債
利

子
の
合
計
額
を
超
過
す
る
未
分
配
利
潤
に
未
分
配
利
潤
の
二
五
%
を
課
税
す
る
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
保
守
的
な
上
院
財
政

(
℃
品
門
田

O
D
E
-
r
c】
門

H
F
D
m
n
o】
H
M
℃
山
口
M
H
)

アメリカに於ける法人税の発達

委
員
会
は
例
に
よ
っ
て
留
保
利
潤
課
税
が
事
業
に
必
要
な
利
潤
の
蓄
積
と
健
全
な
企
業
慣
行
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
四
、
二
六
年

法
に
よ
り
不
当
留
保
利
潤
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
か
ら
下
院
の
提
案
は
不
必
要
で
あ
る
と
反
対
し
、
結
局
、
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
っ

た。

グ
ザ
l
ン
議
員
の
主
張
を
継
受
し
た
ラ
・
ガ

i
デ
ィ
ア
議
員
は
、
歳
入
委
員
会
に
お
い
て
活
発
な
主
張
を

更
に
三
二
年
法
審
議
の
際
、

ゴt法26(2・99)193

繰
り
返
し
、
更
に
下
院
本
会
議
に
も
こ
の
提
案
を
「
不
当
留
保
利
裕
税
の
有
す
る
遁
脱
の
可
能
性
及
び
そ
の
執
行
の
不
十
分
さ
を
除
去

し
、
条
文
を
明
瞭
に
す
る
た
的
〕
に
提
出
し
た
が
、
こ
の
時
に
は
、
問
題
が
あ
ま
り
に
複
雑
で
慎
重
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
の
理
由

で
、
性
急
な
審
議
は
さ
し
控
え
ら
れ
、
結
局
、
審
議
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。
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百岡

三
四
年
法
に
よ
る
人
的
持
株
会
社
課
税
の
実
現

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
通
じ
て
持
株
会
社
に
対
す
る
風
当
た
り
は
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
三

三
年
末
に
発
表
さ
れ
た
「
脱
税
の
防
止
、
税
制
の
簡
素
化
及
び
新
財
源
の
発
見
」
の
た
め
の
下
院
歳
入
小
委
員
会
の
報
告
書
で
あ
る
。
小

委
員
会
は
、
報
告
書
の
中
で
、
持
株
会
社
を
「
財
布
の
法
人
化
」
と
よ
び
、
具
体
的
に
人
的
持
株
会
社
課
税
を
提
案
し
た
が
、
そ
れ
は
三

二
年
法
審
議
の
際
の
ラ
・
ガ
l
デ
ィ
ア
提
案
と
ほ
と
ん

F
異
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
歳
入
小
委
員
会
の
課
税
u

フ
ラ
ン
に
は
、
歳
入
委
員
会
及
び
上
院
財
政
委
員
会
が
全
面
的
に
同
意
し
た
が
、
そ
れ
ら
報
告
書
は
、
個

人
的
に
設
立
さ
れ
た
法
人
が
富
裕
者
の
租
税
通
脱
手
段
と
し
て
広
範
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
不
当
留
保
利
益
税
が
ほ
と
ん
ど
機
能
し

て
い
な
い
の
で
条
文
を
二
分
し
て
こ
れ
ら
の
持
株
会
社
に
は
「
自
動
的
に
斗
課
税
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
上
院
財
政
委

員
会
は
、
非
難
を
和
ら
げ
る
た
め
「
多
く
の
者
が
、
こ
れ
ら
の
人
的
持
株
会
社
に
賦
課
さ
れ
る
付
加
税
を
苛
酷
な
手
段
と
み
な
す
も
の
と

思
う
o

し
か
し
事
業
の
性
格
及
び
株
主
数
故
に
本
条
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
法
人
は
、
株
主
に
そ
の
調
整
純
所
得
の
少
く
と
も
九

O
Mを
分

配
す
る
こ
と
に
よ
り
、

い
つ
で
も
こ
の
税
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
株
主
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
分
配
に
対
す
る
累
進
付
加
税
に
服
す
る
だ

ろ
う
o

そ
れ
故
、
本
条
は
、
株
主
に
対
す
る
付
加
税
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
法
人
を
除
き
、

(
4〉

対
し
て
も
実
際
の
寂
難
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
た
。

こ
の
提
案
に
対
す
る
財
務
省
の
態
度
は
不
明
瞭
な
も
の
で
あ
っ
た
。
財
務
省
は
、
持
株
会
社
を
通
じ
た
付
加
税
通
脱
が
行
な
わ
れ
て
い

円

5
〉

る
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
歳
入
小
委
員
会
案
が
「
あ
ま
り
に
特
殊
で
あ
り
、
容
易
に
回
避
さ
れ
う
る
」
「
小
委
員
会
提
案
の
ご
と
き
方
法

い
か
な
る
法
人
に



に
よ
ら
な
く
て
も
別
に
現
行
法
強
化
の
途
あ
り
」
と
し
て
不
当
留
保
利
益
税
の
現
状
維
持
を
主
張
し
た
が
、
歳
入
委
員
会
が
人
的
持
株
会

し
か
た
な
く
こ
れ
に
同
意
し
た
。

社
課
税
案
を
提
案
す
る
と
、

本
会
議
に
お
け
る
審
議
は
、
下
院
が

2
1ズ
ド
・
ル

i
ル
を
採
用
し
た
た
め
に
簡
単
な
討
論
の
後
、
無
修
正
で
可
決
さ
り

こ
れ
に
満
腔
の
賛
意
を
表
し
た
が
、
細
か
い
点
で
重
要
な
改
正
を
い
く
つ
か
加
え
て
こ
れ
を
可
決
し
た
。

上
院
も

亡コ

(
1
〉
野
津
・
前
掲
書
、
一
二
七
八
l
九
頁
。

(
2
〉

ω
2
E
E
毛

R
H
J
3
ω
U
A
l
ω
回目・

(
3
)
i
s
ミ
ニ
官
官
・

ω
2
・
ω回目・

(
4
)
H
E
九・・司・

ωU
印.

(
5
)

』・∞
-
C
E
z
-
-
4
d
B
o
g
-
図。
-LZ同
の
O
B
H
U
B
-
2
2弘
子
。
問
。
〈
2
5
〉
η

件
。
『
呂
田
品
¥
g
h
b
町、
Y

ト
・
見
。
e
・ム
N

了
ム
日
夕
ロ
・
∞
(
一
回
目
印
)
・

ハ
6
〉
野
津
・
前
掲
書
、
一
二
八
四
頁
。

(

7

)

(

リ『・

ω
2
仏ヨ
E
f
。
、
町
民
HJ
℃・

ω∞町一〕品目。。
pm-
河内円
-

M

印-
M
-

ハ
8
)

吋
∞
の

S
阿
見
2
・
M
印一。|二・

M
m
o
∞w
N

吋包
1U0・
に
簡
単
な
趣
旨
説
明
が
あ
る
。

ハ

9
)

下
院
案
は
、
本
税
を
「
人
的
持
株
会
社
に
対
す
る
税

(
E
H
)
」
と
の
表
題
の
も
と
に
一

O
三
条
に
規
定
し
た
の
に
対
し
、
上
院
財
政
委
員
会
は
こ
れ

を
「
正
確
に
グ
財
布
の
法
人
化
d

に
包
含
さ
れ
な
い
多
数
の
会
社
に
重
い
罰
則
税
を
課
す
」
お
そ
れ
が
あ
る
と
反
対
し
、
三
五
一
条
I
A
に
独
立
に
規

定
す
る
こ
と
と
し
、
表
題
も
「
人
的
持
株
会
社
に
対
す
る
付
加
税
公
正
仲
良
)
」
と
改
め
た

3iιHUE-
。、・丘町
J

司・

ω
U
T
F
E
m
-
。k
v

・
ミ
?
?

吋∞
u
y
向。円円
0
5
・
。
、
・
ミ
同
・
・
℃
・
吋
N
-
P
M
∞
)
。
な
お
、
こ
れ
以
外
の
細
か
い
修
正
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
。

アメリカに於ける法人税の発達

人
的
持
株
ム
民
社
課
税
の
内
容
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人
的
持
株
会
社
課
税
は
、
さ
し
あ
た
り
不
当
留
保
利
益
税
の
拡
大
と
位
置
付
け
ら
れ
、

一
般
的
な
留
保
利
潤
課
税
と
性
格
を
異
に
す

る
。
即
ち
人
的
持
株
会
社
課
税
は
、
法
人
企
業
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
個
人
事
業
に
比
較
し
て
一
般
的
に
有
し
て
い
る
税
法
上
の
優

遇
に
着
目
し
て
課
税
さ
れ
る
の
で
は
な
、
あ
く
ま
で
も
株
主
に
対
す
る
付
加
税
の
遁
脱
の
防
止
を
目
的
と
す
る
罰
則
税
で
あ
勺



説

一
方
は
従
来
ど
お
り
凡
て
の
法
人
を
対
象
に
「
付
加
税
週
脱
の
意
図
」
を
要

件
と
し
て
賦
課
さ
れ
る
が
、
他
方
で
そ
こ
よ
り
分
離
さ
れ
た
人
的
持
株
会
社
に
は
「
付
加
税
遁
脱
の
意
図
」
に
関
係
な
く
、
あ
る
い
は
そ

の
「
黙
示
の
推
定
」
の
上
に
「
自
動
的
」
v

に
罰
則
税
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
従
来
の
不
当
留
保
利
益
税
は
二
つ
に
分
解
さ
れ

本
税
を
賦
課
さ
れ
る
の
は
「
持
株
」
会
社
で
あ
り
、

し
か
も
「
人
的
」
(
宮
町
凹
0
5
3
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
「
持
株
」
会
社

北法26(2・102)196

::JL為
員侃l

か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
「
総
所
得
」
テ
ス
ト
と
い
わ
れ
、
総
所
得
の
八

O
克
以
上
が
、
特
許
料
、
配
当
、
利
子
、
年
金
及
び
株
式
又
は

証
券
の
売
却
よ
り
な
る
利
得
よ
り
な
る
法
人
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
な
お
、
下
院
案
に
は
更
に
「
賃
貸
料
」
ハ
B
E
C
が
含
ま
れ
て
い
た

が
、
上
院
財
政
委
員
会
は
こ
れ
を
削
除
し
た
。
次
に
「
人
的
」
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
「
持
株
所
有
」
テ
ス
ト
と
い
わ
れ
、
各
種
の
調

整
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
課
税
年
度
半
期
の
社
外
株
式
の
価
額
の
う
ち
五

O
%以
上
が
、
五
人
以
下
の
株
主
に
よ
っ
て
又

は
彼
等
の
た
め
に
、
直
接
間
接
に
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
(
但
し
、
銀
行
、
信
託
会
社
、
生
命
保
険
会
社
、
保
証
会

社

(
2
5
4
8
g宮
ミ
)
、
更
に
一
般
非
課
税
法
人
は
、
本
税
よ
り
除
外
さ
れ
る
〉
0

課
税
所
得
は
「
未
分
配
調
捻
純
一
所
得
」

(
5仕
え
ユ
σ
三
巾
与
え
百
三
丘
コ
2
古
8
5巾)
と
名
付
け
ら
れ
る
が
、
ま
ず
「
調
整
純
所
得
」

と
は
、
配
当
控
除
さ
れ
ず
に
計
算
さ
れ
た
純
一
所
得
よ
り
、
制
連
邦
所
得
税
、
戦
時
利
得
税
、
超
過
利
潤
税
(
但
し
本
条
に
よ
る
税
を
含
ま

な
い
)
、

ω一
定
の
寄
付
金
、
贈
与
、
例
資
本
的
資
産
の
売
却
又
は
交
換
に
よ
る
損
失
、
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
よ
り
更
に
、
同

人
的
持
株
会
社
よ
り
受
領
し
た
配
当
額
を
超
過
す
る
「
調
整
純
所
得
」
の
二

O
M、

ω一
九
三
四
年
一
月
一
日
以
前
に
発
生
し
た
債
務
の

償
還
の
た
め
に
既
に
使
用
さ
れ
又
は
準
備
さ
れ
た
額
で
あ
っ
て
サ
イ
ズ
及
び
期
限
が
合
理
的
な
も
の
、
付
課
税
年
度
内
に
支
払
わ
れ
た
配

当
、
が
控
除
さ
れ
て
、
「
未
分
配
調
整
純
一
所
得
」
が
算
定
さ
れ
る
。

不
当
留
保
利
益
税
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
人
的
持
株
会
社
税
に
は
、
不
当
留
保
利
益
税
に
認
め
ら
れ
な

以
上
の
課
税
所
得
を
、

い
以
下
の
五
つ
の
控
除
、
即
ち
①
連
邦
所
得
税
、
戦
時
利
得
税
、
超
過
利
潤
税
、
②
寄
付
金
、
贈
与
、
③
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
、
④
二

O



広
の
留
保
金
、
⑤
債
務
償
還
額
及
び
準
備
金
、
の
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
課
税
ベ

i
ス
が
異
な
る
結
果
、
同
じ
付
加
税
通
脱

を
目
的
と
す
る
法
人
で
あ
り
な
が
ら
、
不
当
留
保
利
益
税
を
課
さ
れ
る
法
人
よ
り
も
人
的
持
株
会
社
課
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
方
が
優
遇

不
当
留
保
利
益
税
が
空
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
た
め
と
思
わ

れさ
るaれ
。ぜる

と

な
る
ヵ:

の
占

t主
お
そ
ら
く

税
率
は
、
二
段
階
よ
り
な
り
、
「
未
分
配
調
整
純
所
得
」
が
一

O
万
ド
ル
以
上
の
法
人
は
四

O
%、
そ
れ
以
下
の
法
人
は
三

O
M
で

あ

ヲ

Q
Gな

お
、
本
税
に
服
す
る
法
人
は
、
重
ね
て
不
当
留
保
利
益
税
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ω 

F
F
F
P
ζ
・
2
?
宅
・
お
ω
l
A
Nム
・
彼
は
こ
の
税
の
趣
旨
を
、
投
資
所
得
は
企
業
の
活
動
的
行
為
と
は
通
常
結
び
つ
か
ず
、
個
人
投
資
家
に
よ
り

宮町

mg乙
々
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
所
得
税
に
服
す
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。

(
2〉
こ
の
こ
と
は
、
税
率
か
ら
も
判
明
す
る
。
四

O
Z、
三

O
%
の
税
率
は
、
摺
保
利
潤
一
般
に
対
す
る
税
率
と
し
て
は
高
す
ぎ
る
、
こ
の
税
率
は
刑
罰

的
、
一
般
予
防
的
効
果
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
U
B
P
毛・

2
H
J
右

-
g
l∞一一
C
D
m
-
毛
・
門
戸
匂
岡
町
田
一
ピ
子
E

P
毛
町
民
H
J
Z
・品一
1
1ム
MU
玄
Z
O
B
岨
毛
・

5
J
苫
・
コ
l
l
芯一

ω
r
R
S
F
毛・

2
H・・

3
・∞
N
二日
ohω
己
Z
E
E
-
毛

門

戸

石

-
M
U
l
M
戸

(
4
)

豆
R
窓
口
♂
。
、
・

2
H
・・司
-
m
m
-
ロ
-
N
・
し
か
し

ω
r
q
g
ω
P
。、・

1
H
J
3
・
Mω
・∞
N
・
は
「
付
加
税
遁
脱
」
を
必
要
と
し
な
い
点
で
、
む
し
ろ
そ

の
「
例
外
」
に
あ
た
る
と
す
る
。

(
5
)
前
註
(
3
)
参
照
。

〈

6
)
戸

Mgm
・。
Hvw
円

mHJH》
・
同
会
二
手
ユ
吉
田
・
。
HV
・
2
r
ゆ

ω∞
-
E
w
m
s
・0
白
川
広
田
ゆ
』

U
F
M
e
n
r・
。
、
.
町
立
司

3
・
MO吋
1
1同
8
・
M
一品目

ω
7
2
5
2
・

。k
v
-

町
民
同
よ
司
・
∞
N

・

(
7
)

上
院
財
政
委
員
会
は
そ
の
点
を
、
「
不
動
産
事
業
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
、
小
規
模
同
族
法
人
に
よ
り
経
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
人
は
持
株
会

社
と
い
う
以
上
に
営
業
会
社
(
D
宮
民
吉
岡

8
5宮
ミ
)
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
委
員
会
は
、
か
か
る
会
社
ま
で
人
的
持
株
会
社
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含

め
る
の
は
緊
明
で
な
い
と
考
え
る
」
と
説
明
し
て
い
る

3
a門吉
ω
P
毛・

S
F
・
3
・
ω出∞
lω
白山・同町
-
C口問・。、・

2
H
よ
司
-
M
1
?
?
ω
子
2
2
・。
hv
・

2
T
℃・ム
E
・
E
・
8
L
E
P
毛・

2H-w
℃・品
N
P
=・
呂
町

ω宮

E
E
-
毛
-nF?"
宅
・
∞
M
1∞
ω
・)。
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(
1
)
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説

(
B
)

即
ち
、
例
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
不
動
産
、
信
託
等
に
よ
っ
て
直
接
・
間
接
に
所
有
さ
れ
た
株
式
は
、
そ
の
株
主
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者

に
よ
り
所
有
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、

ω家
族
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
株
式
は
個
人
が
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
規
則
は
、
社
外
株
の

価
額
の
五

O
Z以
上
を
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
個
人
の
数
を
可
能
な
限
り
少
く
す
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
。
制
伺
人
の
家
族
と
は
、
兄
弟
姉
妹
(
半

血
族
を
合
む
)
、
配
偶
者
、
直
系
尊
属
、
直
系
卑
属
の
み
を
含
む
(
河
内
〈
・
〉
♀
c
ご
U
2
・
蹴
ω
印
一
(
『
)
(
}
〉
(
(
リ
)
噌
(
ロ
)
唱

(
g
Q
-
E口
問
・
毛
内
む
よ

下
町
ケ
ω
E
E
P
毛
門
戸
3
・
ω
包
ー
さ
o
h
2
2
5
s
-
主
・
2
H
-
w
甘
・
∞
ω

(
9
)

以
上
に
つ
い
て
は
m
ω
ヨ
(
ゲ
)
公

γ
の
条
文
全
体
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
下
院
案
は
、
銀
行
、
保
険
会
社
を
除
外
し
て
い
た
が
、
上
院
財
政
委
員
会
は
、
そ
れ
を
事
業
の
実
質
的
部
分
が
貯
金
の
受
領
よ
り
な
る
銀
行
、
信
託

会
社
及
び
保
険
会
社
に
改
め
た
(
野
津
・
前
財
書
、
四
一
六
頁
、
F
E
m
-
毛
・
2
f
宅
-
M
3
l
M
吋
ケ
ω
o
E
S
E
-
。
、
・
2
H
W
H》

ωUU〉。

(
什
〉
ゆ
ω
印
一

(
5
0
Y
Q
)
・
参
照
、
野
津
・
前
掲
世
一
日
、
四
一
五
!
六
頁
、
F
2
2
P
毛
田
町
N
H
W
何
者
∞
ω
|
望
・
更
に
詳
し
く
は
、
ピ
品
・
4
2
H
J

3
・
N
a
!
日
∞
?
ω
O
∞
!
ω
o
u
.
を
み
よ
。

(
ロ
〉
④
の
偶
発
指
失
積
立
金
の
控
除
に
つ
い
て
、
上
・
下
両
委
員
会
は
「
こ
の
控
除
の
目
的
は
、
偶
発
時
の
た
め
の
合
理
的
準
備
金
を
か
か
る
法
人
に
認

め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
更
に
⑤
に
つ
い
て
上
院
財
政
委
員
会
は
「
こ
れ
は
、
分
配
が
な
さ
れ
う
る
以
前
に
当
期
利
授
か
ら
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
社
外
債
券
又
は
他
の
債
務
を
有
す
る
個
人
的
に
所
有
さ
れ
た
法
人
を
、
実
際
的
か
っ
適
切
に
救
済
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
④

⑤
に
つ
い
て
下
院
案
は
何
の
制
限
も
お
か
な
か
っ
た
が
、
上
院
財
政
委
員
会
は
こ
れ
を
「
独
断
的
」
と
し
④
を
「
持
株
会
社
の
チ
ェ
ー
ン
に
よ
る
租
税

回
避
を
防
止
す
る
た
め
」
に
持
株
会
社
か
ら
の
受
取
配
当
を
超
過
す
る
額
に
制
限
し
、
⑤
に
つ
い
て
も
「
合
理
的
な
額
」
と
い
う
制
限
を
設
け
た
が
、

両
院
協
議
会
で
更
に
「
サ
イ
ズ
及
び
期
限
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
額
」
と
改
め
ら
れ
た
P
E
m
唱
。
、
・
2
H
・
・
3
・
N

コl
M
吋
∞
一
切
。
広
ヨ
E
u
毛
・
2
H
J

3
A
C
M
!ム
g
h
Z
E
E
-
も
・
2
H
・
3
・
g
.
ロ
・
8
.
U
U
)
。

(

刊

は

)
(
U『
円

B
m
w
。
、
.
町
民
H
J
H
Y
ω
呂
一
∞
}
百
円
ヨ

2
・
。
、
・
円
た
よ
℃
・
一
日
一
-

(
川
門
)
税
率
も
下
院
案
は
コ
一
五
%
の
単
一
税
率
で
あ
っ
た
が
、
上
院
財
政
委
員
会
で
こ
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

(
日
)
掛
一
O
N
(
乙
・

7
P
ユS
F
も
・
門
戸
・
℃
・
ご
-
P
M
∞
-

(
仲
町
)
法
人
は
、
も
し
凡
て
の
株
主
の
合
意
に
よ
り
株
主
が
総
所
得
中
に
彼
の
割
合
的
持
分
を
も
含
め
た
申
告
書
の
提
出
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
本
税
を

免
れ
う
る
(
抑
ω
印
N
2
)
・
ぇ
・
ω
-
F
ロ
m
・
4
・

5
・
宅
N
a
!
日
吋
m
u
ω
Z
E
E
-
毛
・
2
・
w
司
∞
与
し
。

論
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四

三
五
年
法
に
よ
る
若
干
の
適
用
の
強
化

翌
三
五
年
に
至
り
、
六
月
に
発
表
さ
れ
た
税
制
改
革
教
書
の
中
で
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
「
最
後
に
、
我
々
は
事
業
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
お
け
る
不
必
要
な
持
株
会
社
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
租
税
に
よ
る
我
々
の
法
人
税
構
造
の
簡
素
化
を
押
し
進
め
る
べ
き
で
あ

お
に
と
述
べ
て
、
持
株
会
社
規
制
の
重
要
性
を
示
唆
し
た
。
連
邦
議
会
は
そ
れ
を
う
け
、
先
年
の
三

O
Z、
四

O
%
の
税
率
で
は
実
効
性

が
薄
い
と
し
て
、
税
率
を
一

O
克
単
位
の
累
進
税
率
と
す
る
と
と
も
に
、
最
初
の
ご

0
0
0ド
ル
ま
で
の
未
分
配
調
整
純
所
得
に
対
す
る

税
率
を
二

O
%
に
引
き
下
げ
、
最
高
税
率
を
六

O
%に
迄
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
税
率
構
造
の
適
正
化
を
図
っ
た
。
し
か
し
て
、

こ
の
新
税
率
は
、
三
六
年
一
月
一
日
よ
り
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
に
ぷ
以
下
、
後
述
、
第
三
節
一
に
続
く
。
〉

。
片

(

1

)

見
c
c
ω
0
5
一?
~
u
S
N号
、
晶
、
。
2
g
n同
与
に
5
4
2
2
・〈
q
?
?

司
・
日
吋
日
・
野
津
・
前
回
向
書
、
四
三
回
頁
。

(
2
)
玄
q
g
E
u
。v・
2
H
ニ
ヲ
吋
ω
・

(
3
)
同
N
2・
〉
円
件
。
『
一
U

8

・
湖
一
口
U

(

包
)
・
町
内
ロ
E
P
ζ
・
5
・w
回以-∞一一

r
z
p
毛・町民同
J

宅
・
お
品
!
1
1

品
同
士
宮

q
p
F
も・

2H-w
℃

a
w

ロ・

ω吋
ω
z同プ。ユυ=L.。、・円帆円二日
v
・M
吋印・

(
4
)

し
か
し
、
一
九
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
の
実
施
に
伴
っ
て
、
税
率
は
引
き
下
げ
ら
れ
、
結
局
、
こ
の
税
率
は
適
用
を
み
ず
に
終
っ
た
(
忌
2
t
z
p

。、・

2
T
目

v

・
a
-
ロ
-
g
戸
川
口

Lfnr・。
k
v

・
2
H
ニ
セ
コ
ム
・
=
・
M
M

・
〉
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

アメリカに於ける法人税の発達

北法26(2・1D5)199


